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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（小林 勲君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１４名であります。

定足数に達しておりますので、これから平

成２３年第３回美幌町議会定例会第２日目の

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（小林 勲君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、９番吉住博幸さん、１０番杉原

重美さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（小林 勲君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告については、事務局長から報告

させます。

○事務局長（高坂登貴雄君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条の規定に基づ

く出席説明員につきましては、第１日目と同

様でありますので、御了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第 ２ 議案第２０号から

日程第１３ 議案第３１号まで

○議長（小林 勲君） 日程第２ 議案第２

０号北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約の変更についてから日程第１３ 議案第

３１号平成２３年度美幌町病院事業会計予算

についてまでの１２件は、いずれも新年度関

係の議案でありますので、この際、一括議題

といたします。

これから、平成２３年度予算編成方針につ

いて、町長の発言を許します。

町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日、ここ

に平成２３年度一般会計外、特別会計及び事

業会計予算、並びに、これらに関連する議案

の御審議をいただく平成２３年第３回美幌町

議会定例会に当たり、予算編成方針の大綱に

ついて御説明を申し上げ、議員各位並びに町

民の皆様の御理解と御協力を賜りますようお

願い申し上げる次第であります。

さて、御承知のとおり、本年は住民の皆様

の審判を受ける統一地方選挙が行われる年で

あり、本町におきましても町長並びに議会議

員の改選が行われることとなっております。

したがいまして、平成２３年度は骨格予算と

し、特に政策的な予算につきましては、改選

後において、新たな町長により企画、立案

し、新しく構成されます議会へ提案し、審議

決定を願うことといたした次第であります。

しかし、骨格予算といいましても、既にそ

の執行が確定しているもの、また、子ども手

当など国、道に関連する事業、権限移譲や制

度改正に伴う事業、さらには（仮称）文化

ホール建設事業や水道未普及地域解消事業な

どの継続事業に加え、雇用対策費や急を要す

る事業などについては予算化し、町政の推進

に支障を来さないよう配意しながら新年度の

予算編成に当たったところであります。

平成２３年度国の予算編成では、厳しい財

政事情のもと、財政運営戦略を踏まえ財政健

全化の歩みを進めるとともに、新成長戦略を

本格的に実施するため、需要面を中心に、限

られた財源の中で成長と雇用を軸とした予算

とし、税制改正では「平成２３年度税制改革

大綱」を踏まえた新成長戦略の実施に資する

観点から、デフレ脱却と雇用拡大を最優先

し、法人実効税率引き下げなどを行うとされ

ております。

また、国の経済対策として、新成長戦略実

現に向けた３段構えの経済対策が示され、第

１ステップとして、平成２２年度経済危機対
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応、地域活性化予備費を活用した緊急的な対

応を行うとともに、第２ステップとして、平

成２２年度に約５兆１,０００億円の補正予

算が提出され、平成２３年度は、第３ステッ

プとして、「成長と雇用」に重点を置いた予

算や税制などの総合的な活用により、デフレ

脱却と自律的回復に向けた道筋を確かなもの

にするとされているところであります。

こうした中、地方交付税については、地方

財政計画の歳出における特別枠として「地域

活性化・雇用等対策費」が新たに計上された

ことに対応し、地域の雇用情勢に応じて雇用

機会の創出や地域の資源を活用した経済の活

性化を図るとともに、住民のニーズに適切に

対応した行政サービスを展開できるよう、平

成２２年度に創設された「雇用対策・地域資

源活用臨時特例費」を、「雇用対策・地域資

源活用推進費」として平成２５年度まで措置

されることとなったところであります。

さらに、特別交付税においては、地方交付

税の算定方法の簡素化、透明化の取り組みの

一環として、交付税総額における特別交付税

の割合を、現行の６％から平成２３年度は５

％、平成２４年度以降は４％へと段階的に引

き下げ、普通交付税へ移行するなど見直しが

行われることとなっております。

このような状況の中、平成２３年度予算編

成に当たっては、政権交代後、新政権が取り

組む最初の本予算であることから、法改正な

どを含めた政策の不確定要素が多く、さら

に、平成２２年度に実施された国勢調査の速

報値では、本町の人口、世帯数ともに減少し

ており、交付税算定における具体的影響額が

見えない中、税収を初めとする歳入の確保を

最大限見込み、歳出面では、美幌町財政運営

計画及び財政健全化・経営健全化計画に基づ

き、第４次の行政改革実施計画及びアウト

ソーシングの着実な実行による削減を図り、

予算編成に当たったところであります。

その結果、一般会計では１０３億２,４３

８万円。特別会計では、国民健康保険特別会

計２８億５,４０３万６,０００円、後期高齢

者医療特別会計２億４,１９５万円、介護保

険特別会計１２億５,７１０万４,０００円、

公共下水道特別会計９億６,８７９万１,００

０円、個別排水処理特別会計７,８３２万７,

０００円。事業会計では、水道事業会計８億

４,５１１万円、病院事業会計２０億６,０２

２万４,０００円、総計で１８６億２,９９２

万２,０００円となり、前年度予算に比べ４.

９％の増となったところであります。

また、一般会計では、当初予算ベースで７

年ぶりの１００億円を超える予算規模となっ

た次第であります。

それでは、平成２３年度予算の主な内容に

つきまして御説明申し上げたいと思います。

第１「元気で働き、豊かなまちに」つい

て。

保健関係では、子宮頸がんワクチン、ヒブ

ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを初め、

ジフテリア、百日咳、破傷風混合ワクチン、

麻疹及び風疹混合ワクチン、新型インフルエ

ンザなどの各種予防接種の実施。

特定健診、脳ドック並びに胃がん、肺が

ん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診

の実施による生活習慣病予防対策の充実。

妊婦健診、乳幼児健診、フッ素塗布などの

母子保健事業及び各種検診や医師、保健師に

よる健康教育、健康相談などの健康づくりの

推進。

しゃきっとプラザを拠点に、運動指導室、

健康遊浴室を活用しての健康づくり事業など

の充実。

医療関係では、国保病院において、ＣＴ撮

影装置の更新を初め、透析監視装置等の高度

医療機器の計画的整備及び看護必要度システ

ムの導入など、医療機器の更新と医療環境の

充実。

常勤医師確保による医療体制の強化及び医

師確保対策。

農業関係では、「農業者戸別所得補償制

度」が本格スタートする中、ＴＰＰ（環太平

洋戦略的経済連携協定）交渉への参加問題へ

の対応並びにてん菜作付面積の減少に歯どめ
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をかける「てん菜作付奨励事業補助金」によ

る農業振興対策。

新規就農者等助成事業及び農業体験実習生

の受け入れによる農業担い手確保育成事業の

推進。

農業経営基盤強化資金及び次世代農業者支

援融資など、利子補給による農業経営安定対

策。

高収益が見込まれるサヤインゲン、３色ア

スパラ、冬期間出荷アスパラの試験栽培など

地域特産作物の振興。

水土里情報システムを活用した地図情報シ

ステムの導入及び農業気象情報の提供による

農業経営への支援。

道営土地改良事業として、美幌豊高地区を

初め、新規に豊栄地区の計画樹立、及び美禽

地区、田中地区の事業着手による農業基盤整

備。

畜産関係では、堆肥舎等家畜ふん尿処理施

設に係るリース料への助成、酪農ヘルパー利

用に対する助成、肉用牛導入推進事業などの

畜産振興事業。

美幌峠牧場の営農用水供給施設の老朽化に

よる改修と、経営形態の移行を視野に入れた

美幌峠牧場及び栄森牧場の管理運営委託。

林業関係では、ＦＳＣ認証材の利用促進と

森林の二酸化炭素吸収機能を図るため、町産

材活用住宅助成の見直し、及び木質ペレット

ストーブの導入助成並びに林地残材をペレッ

トに加工する木質バイオマス資源活用促進事

業の推進。

企業が排出する二酸化炭素排出量を美幌

町、滝上町、足寄町及び下川町の４町の森林

で吸収し、企業が植林等に要する経費を負担

するカーボンオフセット制度と、国内オフ

セット・クレジット制度（Ｊ－ＶＥＲ）によ

る企業等との森林パートナーズ協定の推進。

企業化を目指す木質バイオマス資源活用促

進事業の推進。

商工業関係では、商店街活性化のためのプ

レミアムつきプリペイドカードチャージ事業

への支援。

中小企業融資貸付事業及び中小企業融資利

子補給事業、商工会議所への中小企業相談所

運営補助、空き店舗活用事業補助などの商工

業振興対策。

観光関係では、観光和牛まつり、びほろ納

涼花火大会、びほろ冬まつりなどの各種イベ

ント支援。

観光物産協会の運営支援及び特産品開発な

どの振興対策。

峠の湯及びターミナル物産センターの指定

管理者制度による管理運営及び老朽化に伴う

施設の修繕、改修並びに美幌峠レストハウス

の環境整備。

産業創造関係では、美幌・津別地域季節労

働者通年雇用促進支援協議会への支援、及び

美幌町の単独事業として、離職者等の雇用対

策事業の拡充。

補助制度による２件のふるさと雇用再生特

別対策事業と１４件の緊急雇用創出推進事業

の実施による雇用対策。

道産食彩ＨＵＧ及び東京恵比寿ガーデンプ

レイスで開催の物産展への出店支援、特産品

のＰＲによる振興対策などの施策を実施しよ

うとするものであります。

第２「たがいに助けあい、温かなまちに」

ついて。

児童福祉関係では、子育て支援センターに

よる家庭での育児不安などの相談及び子育て

サークルへの支援などによる育児支援体制の

充実。

中学校修了までの子供を対象とした子ども

手当の支給。

保育関係では、通年保育所、季節保育所、

へき地保育所、学童保育所、児童センター、

母と子の家の運営、及びＮＰＯ法人の運営に

よるゼロ歳児、低年齢児及び障害児の受け入

れによる保育への支援、並びに認可外保育所

の利用保護者への助成。

青少年育成関係では、青少年育成専門推進

員の配置、及び青少年育成協議会など関係団

体との連携による青少年健全育成活動の推

進。
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地域福祉関係では、社会福祉協議会及びボ

ランティアセンターへの活動支援を初め、自

治会単位で設置しております除雪や見守りな

どを行う「たすけあいチーム」への活動支

援。

高齢者福祉関係では、平成２３年度は、平

成２４年度から平成２６年度までの高齢者保

健福祉計画・第５期介護保険事業計画の策

定。

独居老人宅の除雪、愛のふれあい訪問、配

食サービス事業、緊急通報電話機設置など高

齢者の在宅福祉対策。

敬老会の開催、老人福祉バスの運行、老人

クラブ行事費負担、常設老人クラブの設置、

老人憩の家での自立者デイサービス等生きが

い対策事業の実施。

介護者の負担軽減を図るため、認知症高齢

者やすらぎ支援事業、家族介護継続支援、高

齢者虐待防止対策支援、成年後見制度利用支

援、シルバーハウジング相談室支援、及び高

齢者の総合的な相談・支援を行うため、包括

支援センター業務の委託、さらには高齢者の

社会参加や生きがい活動の場としてのみどり

就労センターへの支援。

障害者福祉関係では、障害者に対する福祉

ハイヤー利用交通費の助成、補装具の購入費

助成、日常生活用具給付の支援、及び心身障

害者の通院交通費助成等支援事業の実施。

障害福祉サービス事業として、児童デイ

サービス事業、就労継続支援事業、相談支援

事業、コミュニケーション支援業務、移動支

援業務、日中一時支援業務、訪問入浴サービ

ス業務等の地域生活支援及び自殺予防対策事

業の実施。

子ども発達支援センター及び幼児ことばの

教室における早期療育の推進。

社会保障関係では、国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計及び介護保険特別会

計における健康づくりの推進、並びに保健医

療福祉サービスの充実。

住民活動関係では、自治会活動運営補助及

び地域集会室の指定管理者制度による維持管

理委託など、地域の自治会活動への支援。

町民会館の老朽化に対応する耐震化診断委

託の実施。

国際交流関係では、美幌・ケンブリッジ交

換留学の推進による友好姉妹都市との交流事

業の推進などの施策を実施しようとするもの

であります。

第３「きまりを守り、明るいまちに」つい

て。

交通安全関係では、歩道整備及びカーブミ

ラーなどの交通安全施設の整備を初め、保育

園児及び小学生への交通安全教室の開催によ

る交通安全意識の高揚と安全対策。

消防・救急関係では、消防、救急及び消防

団の活動を初め、消防団の再編及び望岳苑斎

場の冷房施設などの整備並びに管理運営のた

め美幌・津別広域事務組合への負担。

消費者保護関係で、消費者問題を未然に防

ぐ消費者生活相談業務委託及び消費者協会に

よる消費者被害防止対策への運営補助。

防災関係では、大雨の災害時における堤内

排水対策及び災害時における美幌町自治会連

合会、自主防災組織、警察、消防、自衛隊な

どの関係機関との連携強化。

災害時要援護者の情報伝達及び避難支援体

制の強化。

「防衛計画大綱」及び「中期防衛力整備計

画」に基づく戦車、火砲、並びに隊員の削減

などに対する北海道自衛隊駐屯地等連絡協議

会及び隊区内市町との連携、並びに陸上自衛

隊美幌駐屯部隊充実整備期成会及び美幌地方

自衛隊協力会を中心とした陳情・要望活動の

強化などの施策を実施しようとするものであ

ります。

第４「環境をととのえ、美しいまちに」つ

いて。

環境共生、自然保護関係では、びほろエコ

ハウスでの体験交流事業委託及び移住・定住

促進対策の拡充。

太陽光発電システム及び木質ペレットス

トーブの一般家庭への普及促進。

新エネルギー活用及び普及促進のための新
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エネルギー教室の開催など普及啓発の推進。

ごみ処理、リサイクル関係では、第Ⅲ期埋

立処分場の建設を初め、塵芥収集業務などの

委託及び分別並びにリサイクルの推進。

下水道処理関係では、公共下水道施設の長

寿命化計画の策定。

公共下水道特別会計における終末処理場維

持管理業務委託、管渠清掃、汚水ます設置工

事などの実施。

個別排水処理特別会計における公共下水道

区域外の農村地域における合併処理浄化槽の

設置。

公園・緑地・墓地関係では、都市公園等遊

具の点検補修、トイレ清掃、樹木剪定などの

維持管理業務の委託及び公園の長寿命化計画

策定のための調査委託の実施。

網走川河畔公園パークゴルフ場の管理業務

委託及び施設整備の実施。

土地利用関係では、地籍図等電算化のため

の地籍数値情報化業務委託及び地籍調査補完

事業の実施。

住宅・宅地関係では、公営住宅、改良住

宅、借上げ公営住宅、道営住宅の維持管理、

及び住宅リフォーム及び住宅耐震改修補助に

よる居住環境の整備促進。

水資源・水道関係では、水道事業では、管

路更新計画に基づく管路布設替工事を初め、

道路改良などに伴う配水管布設替並びに浄水

場等の水道施設改修の実施。

水道未普及地域解消事業に伴う送水管新設

及びポンプ所の設置。

道路関係では、町道整備として、駒生川河

川改修関連に伴う補償工事及び防衛施設周辺

整備事業による第１３１号道路外３改良舗装

工事の実施、さらには、単独事業として、未

舗装道路整備２路線、舗装改良工事１路線の

整備。

道路橋梁の維持管理事業として、橋梁長寿

命化修繕計画策定のための点検業務委託を初

め道路横断管渠布設替補償工事及び雨水管等

改修工事の実施。

公共交通関係では、町営バス及び多目的バ

スの運行並びにワンコインバス、路線バス等

への運行支援などの施策を実施しようとする

ものであります。

第５「文化を高め、しあわせなまちに」つ

いて。

生涯教育（社会教育）関係では、文化活動

の拠点施設としての（仮称）文化ホールの建

設。

青少年教育、成人教育、家庭教育、高齢者

教育など社会教育の推進。

博物館における企画展の開催を初め、文化

財樹木の保全及び埋蔵文化財発掘調査事業の

実施。

ブックスタート事業、手づくり絵本講習

会、古典文学講座などの図書館活動の推進及

び施設の環境整備。

スポーツ関係では、ビホロ１００㎞デュア

スロン大会及びスポーツ団体合宿を初め、各

種スポーツ教室並びに指導者招聘事業及び総

合型地域スポーツクラブ活動の推進。

美幌町で開催の北海道ラージボール卓球大

会及び高松宮賜杯第５５回全日本軟式野球大

会北北海道大会への支援。

スポーツセンター、Ｂ＆Ｇ海洋センター及

びあさひ体育センターを初め、野球場、多目

的運動広場、テニスコート、陸上競技場、リ

リー山スキー場などの管理運営及び施設備品

等の整備。

幼児教育、学校教育関係では、私立幼稚園

の就園奨励補助及び私立幼稚園振興補助によ

る幼児教育の振興。

福豊小学校開校１００周年及び旭小学校開

校３０周年記念事業への助成。

美幌中学校校舎移転に係る校舎及び弓道場

並びにグラウンド整備、さらに、移転に伴う

教育教材、備品等の教育環境の整備。

新学習指導要領に基づく体育及び音楽教科

の教材及び施設整備の実施。

教育課程、学習指導等に関し専門的な指導

を行う指導主事の配置による学校教育の指導

体制強化と教育環境の充実。

特別支援学級の設置に伴う介助員の配置に



－ 48 －

よる教育環境の充実と支援体制の強化。

学校給食センターの調理備品の整備と管理

運営及び給食配送業務の委託、並びに統合地

区へのスクールバスの運行業務委託などの施

策を実施しようとするものであります。

第６「創意と工夫を活かし、誇れるまち

に」ついて。

情報通信関係では、庁内電算システムの本

格稼働による事務の効率化及び住民サービス

の向上。

広報・広聴、住民参加では、自治基本条例

の推進による住民参加機会の拡大。

ホームページ、町広報の編集業務の民間委

託、住民相談窓口の設置、及び町広報による

情報提供と有料広告掲載の推進。

行財政関係では、平成２４年の固定資産税

評価替に伴う路線価評価業務委託及び標準宅

地の時点修正鑑定評価委託による適正な課税

客体の把握。

地方税の共同電子申告利用サービスの導入

による事務の効率化及び適正課税、並びに公

的個人認証システムの更新による住民サービ

スの向上。

美幌町財政運営計画、財政健全化・経営健

全化計画に沿った財政運営及び第５期総合計

画後期実行計画の推進、並びに第４次美幌町

行政改革大綱に基づく行財政改革の推進によ

る財政基盤の強化などの施策を実施しようと

するものであります。

以上、平成２３年度予算の主な内容につい

て御説明を申し上げたところでございます

が、地方自治体を取り巻く環境は、今なお厳

しい状況にあり、本町でも財政運営計画の集

中改革期間の設定による行財政改革の推進を

初め、行政改革及びアウトソーシングの推進

など総合的な改革に取り組んできたところで

あり、今後においても手綱を緩めることな

く、取り組みを強めていく決意であります。

一方、子ども手当に係る地方負担の増加や

ＴＰＰ問題、雇用対策、年金問題、さらには

消費税問題など先行きの見えない状況の中

で、町民の医療費の伸びとともに社会保障制

度などの福祉施策経費が伸びている状況にあ

ります。

このような状況の中、平成２３年度は、第

５期総合計画の後期実行計画と、３７回にも

及ぶ町民会議の開催によりつくり上げました

自治基本条例をスタートさせる年でもありま

す。

４年前、私は多くの町民の皆様の支持を賜

り、以来、町民の皆様の幸せと地域の発展の

ため町政のかじ取りを担ってきましたが、こ

の４年間の任期中、地方分権が進み、政権交

代という大きな転換期を迎え、一方、世界同

時不況が地域においても大きな影を落とし、

厳しい町政の運営を強いられたところであり

ます。

このような状況の中、多くの町民の皆さ

ん、ボランティア団体の皆さん、ＮＰＯ法

人、民間事業所の皆さんと力を合わせ渾身の

努力を注ぎ、オール美幌町としての力の結集

により、安心で明るく住みよいまちづくりに

当たってまいりました結果、緑の苑民間移譲

に伴う支援など大きな課題もありますが、総

合計画の着実な推進と政策の柱となるマニ

フェストに掲げた政策は、ほぼ達成できたも

のと思っております。これも議員各位並びに

町民の皆さんの温かな御支援、御協力があっ

たからこそ達成できたものであり、深甚なる

敬意を表しますとともに、心から感謝と御礼

を申し上げる次第であります。

美幌町の行く末を展望するとき、少子高

齢、人口減少社会がさらに進むことは必至で

あり、一方で地方分権が加速されることは明

らかであると認識しているところでありま

す。このようなさまざまな状況、課題に真正

面から向かい合い、乗り越えていかなければ

美幌町の発展と町民の皆さんの幸せは実現で

きないものと改めて確信し、今後、残る任期

中につきましても、美幌町の発展のため、町

民の皆さんの幸せのために、将来に夢や希望

の灯りがともり、「小さくてもキラリ夢輝く

まちづくり」に向け、最善の努力をいたしま

すとともに、新たな決意と覚悟と信念を持っ
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て邁進したいと考えているところでございま

す。

議員各位におかれましては、新年度予算並

びに関連する諸案件につきまして、慎重に御

審議を賜り、原案に御協賛くださいますよう

お願い申し上げまして、平成２３年度の予算

編成方針の大綱の説明にかえさせていただき

ます。

─────────────────────

◎日程第１４ 一般質問

○議長（小林 勲君） 日程第１４ 一般質

問を行います。

通告順により、発言を許します。

３番平野茂夫さん。

○３番（平野茂夫君）〔登壇〕 既に通告し

てある事項につきまして、質問をさせていた

だきます。

私は、平成１１月４月の選挙で、初めて町

議会議員の議席を得ることができました。議

員になる目的は、必要な施策を美幌町から発

信し、美幌の農政の再構築を図り、美幌の農

業を支えたいとの思いであったからです。美

幌町の農業は、昔、北海道で５本の指に入る

と言われておりました。その根拠について

は、私自身、明白なものではありませんけれ

ども、そう信じて、また、多くの町民の皆さ

んも信じていたわけです。当時、青年だった

私は、大変厳しい農業を強いられていました

が、町長、農協組合長、仲間、農民組織、生

産者団体を信じていましたから、一度も暗い

気持ちになったことはありませんでした。

私たちの仲間も、ほとんど適齢期に結婚が

でき、離婚という話はほとんど聞いたことは

ありませんでした。その後、町長、組合長が

かわり、美幌生え抜きの道議会議員もいなく

なりました。そのころから、町の施策の方針

は、町全体の生産向上から景気対策と称する

後年度、維持費のかかる建設事業が多くなり

ました。当時、美幌町は、黒毛和牛の一貫経

営による生産基地を目指していたのですが、

価格変動により苦戦をしておりました。その

とき、同じ経営形態で競争していた道南のあ

る町は、構造改善事業の事後対策と町の支援

によって立ち直り、今では全国的に有名な町

の名のつくブランドになっています。

過去の美幌の農政を振りかえると、ここが

発展の分岐点、分かれ道であったと思い返さ

れることがたくさんあります。そんなことを

思い出しながら、次の点について、どのよう

に町政を組み立てていこうとしているのかを

伺いたいと思います。

１番目、美幌町のエゾシカ対策をどう進め

るかであります。この中で、政治姿勢につい

ても含めてお伺いをしてまいります。

私は、エゾシカの被害に困っているという

一部の農家から、町は何とかしてほしい、そ

ういう声を時々聞かされていたため、過去の

定例会で二度質問をしております。エゾシカ

の問題は、単に美幌の農家のみならず、全道

の農家、林業家に大きな被害をもたらしてい

ることは、新聞、テレビなどでも報道されて

おります。美幌町農業委員会は、昨年、美幌

町農政で推進すべき課題を建議書として具申

しております。農業委員会は、振興部会で、

美幌町農政の課題を多岐にわたり分析し、建

議書としてまとめています。行政の一部を

担っている農業委員会の建議書は、大変重い

意味があると私は認識しております。この建

議書の中の一つに、エゾシカ被害対策が求め

られています。美幌町のエゾシカ対策をどう

進めるのかを伺います。

２点目、甜菜作付奨励事業補助金の決定が

３月になった理由を伺います。

昭和３４年、激しい誘致運動の結果、日甜

美幌製糖工場の操業が始まりました。当時

は、操業をするための原料が十分に集まりま

せんでした。工場誘致のしこりから、糖区

の、原料ビートの集荷ができる範囲です、糖

区の割り当ての町村が少なかったこと、地域

の生産量が少なかったことなどが原因です。

寒冷期農業にはなくてはならない作物といい

ながらも、原料ビートの価格の低迷や生産の

不安定で作付面積が減りました。そのとき、

町は農協、日甜とともに大変な基金を出し合
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い、本格的にてん菜生産の振興を進めまし

た。機械の導入、肉牛の導入もそのころに始

まりました。構造改善が進むことにより、操

業基盤ができ上がったのです。しかし、輸入

の自由化などにより、一部の工場が整理さ

れ、地域の製糖工場と生産農家との深いつな

がりが断たれていったのであります。

このことから、現在の工場と生産者との関

係は、昔とかなり異なっております。特に、

農産物の価格政策から所得政策に変わって、

最終価格がわかりにくく、作付指標を守れず

作付面積が減ってきました。加えて、異常気

象により病害虫が発生、減収に拍車がかか

り、耕作面積の減少につながっていると思わ

れます。このような経過の中で、操業を続け

た誘致企業、製糖工場が長く事業が展開でき

るように支援していくべきことは、当然のこ

とであると思います。工場の運営費直接支援

という意味ではなく、農業生産の支援を通し

て円滑な工場操業支援につながることの意義

は大きいものと思っております。

３月に入りますと、育苗が始まります。奨

励事業で面積をふやすとすれば、当初の営農

計画、資材の変更が必要となります。長々と

生産者と工場を説明しましたけれども、町が

支援することは当然であり、意思が固まれ

ば、平成２３年度予算成立を待たずに、臨時

会を開催してでも、２２年の補正予算で決め

ることが大切で望ましかったと思います。生

産農家支援の効果を期待するのならば、２月

中に決定し、生産者に示すべきだったと思い

ますが、３月になった理由をお伺いをいたし

ます。

３番目、町長２期目の農政を、どう構築し

ようとしているかを伺います。日本の農政

は、猫の目農政と言われ、それにつれて、地

方の農政を組み立てることは大変難しいもの

があります。しかし、農業を基幹産業として

いる我が町は、農業の活性化こそが地域存亡

に係る大きな課題であります。また、国内で

は、ＴＰＰによる全分野の貿易自由化グルー

プに加入するかどうか揺れています。国の大

きな使命は、国民をあらゆる分野からの外

圧、武力も含めて、守らなければなりませ

ん。そうはいっても、そのもとになっている

ＷＴＯによる２カ国間協議がどんどん進んで

いる状況にあることは事実です。

これらに対応して、地域が生き残るために

は、国政に頼るだけではなく、あるいは、町

の総合計画にあるかないかではありません。

２期目の農政をどのように構築しようとして

いるかを伺います。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 平野議員の

御質問にお答えを申し上げます。

美幌町の農政構築について、初めに、美幌

町のエゾシカ対策をどう進めるかについてで

ありますが、近年の暖冬の影響による自然死

亡率の低下などから、エゾシカの絶対数が減

らない状況にあり、全道的に生息数の増加か

ら、農業被害も増加傾向にあります。さら

に、広域に移動するエゾシカに対処するため

には、１町村ごとの取り組みでは十分と言え

ず、広域的な対策が必要であります。

また、本年度において、関係機関による鳥

獣被害防止対策協議会を設立し、鳥獣被害防

止総合対策事業を活用して、駆除圧を高める

ための対策として、一斉駆除に要する経費の

助成や捕獲技術向上対策などの被害防止対策

を行っております。平成２３年度において

も、鳥獣被害防止総合対策の事業要望を行

い、地域としての被害防止対策に努めていく

考えであります。

農作物の被害を食いとめるには、エゾシカ

の絶対数を減らすことが必要であり、北海道

においても、平成２２年５月に全道エゾシカ

対策協議会を発足させ、現在の狩猟と有害駆

除に加え、専門家チームによる新たな捕獲方

法を確立し、将来に１３万頭のエゾシカを駆

除することを目標としているところでありま

す。また、道、猟友会、道内の大学などの関

係団体で組織するエゾシカネットワークが、

新たな猟法の実証や、プロハンターの育成な

どにも取り組んでおります。
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今後においても、町内における関係機関と

連携・協力しながら、被害対策を継続すると

ともに、広域的な対策が必要であり、本町だ

けでは十分な対応ができないため、国や北海

道に対して対策の強化を引き続き要望・要請

を行ってまいります。

次に、甜菜作付奨励事業補助金の決定が３

月になった理由を伺いますについてでありま

すが、てん菜については、平成２３年度から

導入される畑作の戸別所得補償制度で、交付

金が現行制度より減ることや、平成２１年及

び２２年の天候不良による減収に加え、育

苗、植えつけ手間などの作業負担が敬遠さ

れ、農業者の作付意欲が減退しております。

本町においても、平成２３年度の営農計画の

作付状況や日甜との情報交換をしたところ、

てん菜の作付面積が減少していることから、

危機感を強めたところであります。

てん菜の作付は、輪作体系を維持するため

にも重要であり、このまま作付面積の減少が

続けば、製糖工場の存続問題にもつながりか

ねないことや、運輸など関連事業者も多く、

地域経済全体に影響を及ぼすことが懸念され

ることから、近隣市町や十勝地域の状況を調

査しながら、ＪＡや日甜と協議を行い、てん

菜作付の現状維持や増反に対して支援するこ

とを決断したところであります。

てん菜作付への早い時期での支援表明との

意見ではありますが、作付に対する全体の見

きわめや製糖３社、農協中央会などの作付支

援対策などの状況を踏まえて、新年度の計上

としたものであります。今後、日甜、ＪＡと

協議しながら、作付等の問題を改善しなが

ら、輪作体系に不可欠なてん菜を奨励してい

きたいと考えておりますので、御理解をお願

いいたしたいと思います。

次に、町長２期目の農政をどのように構築

しようとしているのかを伺いますについてで

ありますが、本町を支える大きな産業とし

て、私は常々基幹産業の農林業、とりわけ農

業と産業の分野とは一部異なりますが、自衛

隊の駐屯地の存在を含め、大きな両輪と言っ

ております。農業や林業にかかわる地域資源

は大切な財産であり、将来に向けて守り育て

ていくことが基本であると考えております。

農協や農業改良普及センターを含めた多くの

団体や、町民の力を結集したオール美幌で農

政推進に取り組んでいくことが必要であり、

大きく二つのことを考えております。

一つ目は、農家の方々をしっかり支援、美

幌の農業を振興することであり、農業基盤の

整備、後継者対策としての担い手育成、配偶

者対策、みらい農業センターにおいての新た

な高収益作物の発掘を積極的に推進していき

たいと考えております。

二つ目は、農協を含めた農業関係団体との

連携を深め、農業支援のための国の施策につ

いての意見を、北海道、国に要望・要請して

いくことであります。本町の基幹産業である

農業を守るためには、厳しい農業情勢に即応

し、かつ、将来に向けて持続可能な多様性を

持った農業・農村づくりを進め、魅力ある農

業の確立を目指して農政を推進してまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願いを

申し上げたいと思います。

以上、答弁をさせていただきました。よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（小林 勲君） ３番平野さん。

○３番（平野茂夫君） 先ほど申し上げまし

たが、順次、２回目の質問に入ってまいりま

すけれども、この中で書いていなかった政治

姿勢について、お伺いをしておかなければな

らないということを感じていたものですか

ら、改めてここで質問をさせていただきま

す。

２２年１２月の定例会において、政治姿勢

の中で、町政構築には農業の実態を知るべき

であるということを申し上げました。そし

て、私に寄せられた情報の一つとして、隣町

の農地と美幌の農地の境界にシカさくが設け

られたという話をしました。私は、農政構築

には実態を理解していることが非常に大切だ

ということを主張いたしました。そして、そ

の考え方に異論があるかということをお伺い
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いたしましたところ、その回答には、異論は

たくさんありますけれども、こういった公の

場で、風聞に対するものにお答えすることに

はならないとのことでした。早速、次の日、

私に寄せられた情報が本当であるかどうかと

いうことについて、現地に行ってみました。

なるほど、さくはできておりました。これを

写真に撮って、議長に、この内容については

適正ではなかったのではないかという話をい

たしたところであります。しかし、その結果

については、ここで論じるわけにはいきませ

んけれども、私が情報として話したことが、

この議会の中で風聞という形で処理された、

私は、これが非常に残念で、また、悔しくて

ならないわけです。

せっかく議員として、この議場に立つこと

ができて、そして、その一つの情報として、

私は現地確認はしないけれども、町民の声を

受けて質問をしたつもりであります。現状を

理解するということが、政策構築の重大な根

拠になるのだよという話をしたつもりです。

そのことは、おわかりいただけるのだと思っ

ておりましたが、そうではなくて、そういう

異論はたくさんあると、そういったことであ

りますので、まず、この中でお伺いをしたい

ことは、情報が風聞という形に置きかえられ

ました、その風聞という意味について、まず

町長の見解、あるいは解説をお願いいたした

いと思います。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 風聞ということは、

私は確証のない話ということでお話ししたつ

もりであります。

○議長（小林 勲君） ３番平野さん。

○３番（平野茂夫君） 私は、情報という話

で申し上げているわけです。それが、確証が

ないから、それにお答えをできないという意

味だということですよね。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 風聞のことの解説で

すけれども、いろいろな考え方があると思い

ますけれども、前回の１２月の議会に戻るこ

とは、これは今議会は新たな議会ですので、

そのことはやめたいと思いますけれども、全

体の流れの中の話の中で、いろいろな話をし

てきた中で、私に対する、農業に対して全く

何もしていない、見識もないというような、

そういう話の中で、それは違うのではないで

すかということで、私は言ったつもりです。

○議長（小林 勲君） ３番平野さん。

○３番（平野茂夫君） 今でも、その風聞と

いうことが、町長の認識では正しかったとい

うふうに解釈せざるを得ないわけですね。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） その時点は、そうい

う判断でしたから、それはもう、私は間違い

ないと思います。

○議長（小林 勲君） ３番平野さん。

○３番（平野茂夫君） そのことについて、

私は、議長を通じて抗議のお話をいたしまし

た。当然、今議会が始まる前にするべき手は

ずでありました。そこで私は、改めてここ

で、政治姿勢の中で、風聞というふうに片づ

けられたことについて、非常に議員としての

屈辱を感じましたし、議員に対する思い、そ

の中で、あれも悪い、これも悪いと並べて

言ったつもりはないのであります。ただ、い

ろいろな情勢の中で、このことの事実を知っ

ているかということを言ったわけですから、

このことについて、そういうことであれば、

私はそのとき下がっているわけですから、こ

れ以上、追求はいたしませんが、それが町長

の議会に対する、あるいは議員に対する態度

というふうに解釈をさせていただきまして、

１点目の……。

○議長（小林 勲君） 平野さんに申し上げ

ます。

通告からちょっとそれておりますので、そ

のあたりを考慮して御質問をお願いいたしま

す。

平野さん、どうぞ続けてください。

○３番（平野茂夫君） 私は、そういうふう

に理解をして、次の質問に入らせていただき

ます。
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シカさくの問題というのは、単に美幌の問

題だけではなくて、全道的な大きな課題であ

ります。その中で、私は、美幌町がどうある

べきかということについてただしているわけ

ですが、町長のお答えは、やはり全道的な視

野に立って、そして、絶対数の削減、あるい

は道の方針に従うということであって、みず

から美幌町の実態を訴えたり、あるいは、道

にその対策を求めたということについての実

績について、私は、あるのかどうかについ

て、まず伺いたいと思います。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） やっています。

○議長（小林 勲君） ３番平野さん。

○３番（平野茂夫君） そのことについて、

私は、一つお伺いをいたしたいと思います

が、その中で、北海道の、あるいは国の政策

の中でしか町は動けないような答弁を受けた

ことがございますし、また、今回の答弁にお

いても、そういう発展的な、本当に美幌町が

どうするかということの求め方は、している

ようには感じられないのであります。例え

ば、近隣の町村によりますと、新年度予算を

見ますと、大変な補助を受けながら事業を推

進しているわけであります。そういうことを

考えますと、国の予算の動きを見ますと、道

が言っているのとは大きく方向が変わってき

ておりまして、農村環境保全対策推進事業、

そういう形でこの事業が取り上げられて、北

海道においては、前年度６.５倍の予算に

なっている。町長のお答えのありましたよう

な、美幌町で立ち上げようとしている対策事

業が、既に国のほうでは方向が変わっている

のだということを私は町長にお伝えをしたい

と思っております。そういったことについ

て、御存じあるのかどうか、そのことについ

てお伺いします。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 町も１回目の答弁を

させていただきましたけれども、対策協議会

を設けたり、国の制度を使いながらやってい

ますし、この辺の管内では結構早かったと思

いますけれども、シカさくを２００キロメー

トルも囲ったりやっているわけです。先ほど

答弁したように、今は１町でできないので、

これはエゾシカ被害というよりは、エゾシカ

の災害です。だから、全道的な取り組みをし

なければいけないということで、我々も声を

上げて、ようやっと今、道の対策協議会がで

きて、６万頭生まれて４万頭しか駆除できな

かったら、毎年２万頭ずつふえていくと。こ

れでは、被害が幾らあっても減らないという

ことですから、そういったことも、全道の

オール北海道で取り組むその協議会の中で、

駆除をしっかりやらなければいけないという

ことで、既に新聞で御承知のとおり、白糠あ

たりで実証的に追い込みをして、ハンターが

撃つということもやっているのですよ。何も

やっていないわけではありません。

○議長（小林 勲君） ３番平野さん。

○３番（平野茂夫君） そういうことは新聞

で知っているわけですが、実際に私が求めて

いるのは、美幌の被害を受けている農家の対

策、しかも、これからそれが本当に打つ手効

果があるのだろうとは思いますけれども、起

きている被害、あるいは精神的な負担という

ものは、非常に大きいものがあります。それ

が町民の一つの声であると、そういう認識を

していただかなければ、町政を構築するとい

う意味にはなっていかないわけです。国、道

に準じれば、あるいは、そのときすればいい

というのではなくて、本当に現地住民の声を

聞いた中で町政を構築すべきだと。特に、

今、問題になっているのは、全道の問題では

あります。しかし、美幌町内にも、厳然とし

てその問題は残っており、かつ、それが拡大

するおそれがあるということについては、町

民も非常に心配をいたしております。そう

いった面で考えなければならないのは、町民

全部が被害を受けているという実態、そうい

う認識ではないわけです。一部の地域、ある

いは人に被害をもたらし、さらに、全町的に

大きく広がっていくと、そういう可能性があ

るから、私は何度も町から、町の対策として
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何をすべきかということを進めていただかな

ければならないと、そのように思っておりま

す。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先日も、ＪＡの組合

長を初め理事の皆さん全員、そして、今、エ

ゾシカ対策でさくを回しました。その維持組

合の役員の方、あるいは議会から議員さんも

来ていただきました。その中で、エゾシカに

対する対策はどうだと、町としてはどうだと

いう話の中で１回目は終わりましたけれど

も、２回目以降はＪＡとも話して、お互いに

そういう声をしっかり受けとめて、いい方法

はないだろうかということで、お互いに知恵

を出し合いましょうということも実態として

やっているわけですから、その辺の御理解、

十分御存じだと思いますけれども、理解をし

ていただきたいと、そんなふうに思っており

ます。

○議長（小林 勲君） ３番平野さん。

○３番（平野茂夫君） そういうことは、さ

らに一部分であっても、十分に認識した中で

政策を構築していくということで理解をさせ

ていただきます。

時間配分がありますので、次に移らせてい

ただきます。

甜菜作付奨励補助事業の決定について、こ

れを聞いたときは２月でしたけれども、私は

これを聞いたときに、今、農業をやっており

ませんけれども、非常に感慨深いものがあり

ました。町として、こういったものを率先し

てやろうということについて聞いたときに、

やはり美幌町は日甜を誘致し、かつ、それを

育てていこうという気持ちがあるのだという

ことについて、私は大変いいことだなという

ことを感じたわけです。そこで、日甜と生産

者との関係が、本当は昔のように一体で、そ

して、生産も工場の操業率も上がり、農業生

産も上がるというような、全町一体の行動を

起こせた時期と、今、生産者は製糖工場各工

場と直接取引ではなくて、全道一円の価格、

そして生産者対策のために、各製糖工場が勢

力を尽くした時期と今は違いまして、生産者

と工場との間が切り離されているのが実態で

あります。農家からすると、取引相手のよう

な状況にさせられております。ですから、製

糖工場の合理化が進められようとしたとき

に、その後は、生産者が地域にあれば有利な

ような、あるいは、工場が地域の農家を保育

していくという形が薄れてきたのが事実で

す。しかし、そうかといって、操業が云々足

りないというようなことになれば、これはや

はり工場自体の存続にもかかわりますし、ま

た、今現状では砂糖が余っているということ

ではありませんけれども、つい数年前は、

余った砂糖を農家がお金を出し合って調整補

完をしたと、そういう経過があるわけです。

したがって、砂糖が余り、さらに工場を閉鎖

するということになれば、操業率の悪いとこ

ろから整理される恐れもあると。政治という

のはいろいろな形がありまして、要望だけで

は通らない部分がある。そういうことになり

ますと、育てるものは地域でしっかり育てて

おかないと、操業率が悪いから、それは会社

のせいだということではなりません。やはり

美幌町に日甜という大企業があるわけですか

ら、これらを本当に保育するには、生産者を

助けていくことが大切だと、そういう認識に

立っておりまして、この計画があったとき

に、なるほど、いいことだなと思っておりま

した。

そして、このときに感じたことは、そのと

きもう既に営農計画が立てられ、やがて地区

懇談会が進められるというような状況に立ち

至っておりましたのですが、そのとき、既に

いいよという返事をしたということなので

しょうけれども、議会で決定をしなければな

らないという性質の資質であります。した

がって、この資質については、やはり議会に

も定例会を待たずに資金対策をしながら補助

を決定させてもらうと、そういったように、

２月にもう既に農家に伝えるのと、農家が作

付指標に基づいて作付計画を立て、あるい

は、生産計画を立てている最中にあれば、補
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助に対する値というものが非常に高いのでは

ないかと、そんなふうに感じておりました。

その農家に対する影響、時期的な決定の影響

について、町長の思うところがあればお伺い

をいたしたいと思います。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 後ほどの新年度予算

に係る部分でありますけれども、今回、補助

金ということで提案させていただいていま

す。これを総合的に考えて、農業振興という

意味で、このてん菜を、美幌の農業にとって

輪作体系が崩れるということは、例えば、こ

こがなくなるということになると、代替的な

作物がないということで、やはりここは農業

振興ということで、しっかり守らないといけ

ないという面で、まずはスタートしました。

そして、日甜の、この町における大きな過去

の役割を果たしていただきました。２１年に

は、美幌日甜ができて５０年を迎えたという

ことで、半世紀にわたって我が町の経済の振

興に当たってきていただいたということもあ

りました。さらには、今回、美幌町だけで予

算措置するのではなくて、てん菜が非常に手

間がかかるというようなことで、農業者もな

かなか手間のかからない作物にということに

なるのでしょうけれども、今回、この対策

は、ＪＡ北海道中央会が２億円、製糖３メー

カー、道内３メーカーありますけれども、こ

れも２億円を出すと。さらに、北海道が１０

アール当たり４,０００円の補てんをすると

いう、総合的なものも含めて、我々が農業支

援と、農業を守るという立場で、総合的な判

断で決断をさせていただいたということであ

りますので、そういった御理解をぜひともし

ていただきたいと。

そんな中で、時系列的な部分では１回目で

話しましたけれども、詳しくまた、経済部長

のほうから、時系列的にこうだったというこ

とは、もちろんＪＡだとか日甜さんとも協議

をしながら進めて、新年度予算という決断を

させていただきました。

○議長（小林 勲君） ３番平野さん。

○３番（平野茂夫君） 実務的な問題につい

て、私はお伺いをしているのではないので

す。このことについて、町長がいいと言った

からには、やはり早くやるべきだという考え

を持てなかったのかということが非常に残念

に思われる、決定をですね。先ほどから回答

ありますように、ビートということは、本当

に基幹産業の中の主作物であることは、町長

も認識しておられますけれども、農業の中の

実態として、作付指標というのがあるのを御

存じだと思います。作付指標に基づいて、生

産者はいろいろビートをつくるわけですけれ

ども、作付指標がありながら、それは作物に

よって今の価格体系の中で、ビートが有利性

がないとすれば、やはり作付指標があっても

離れていかざるを得ない。したがって、ここ

でそういう措置が必要だということについて

考えられたのだろうと思っております。そし

て、農家の人に対して、作付が減る傾向にあ

ることについての非常な危機感を持ったわけ

ですから、価格補てんの意味も含めて、中央

会なども検討しているわけですから、農家に

対する説明というのは、早ければ早いほうが

効果があると、そんなふうに私は思ったわけ

でございまして、こういう場合、町が意義を

感じてやるとすれば、間髪を入れず、効果の

あるような施策を推進していただかなければ

ならないと、そんな思いでありました。

それで、次に入らせていただきますけれど

も、美幌町の２期目の農政構築についてであ

ります。

私は、かねてから農政の推進ということ、

あるいは農政を構築すること、そのこと自体

が美幌町の基幹産業を育てる、そして地域の

活性化を促す、そういったようなこと、それ

から関連産業の活性化、そういうことにつな

がるということについては、先ほども申し上

げましたことに関連があります。そして、私

は２期目に対する期待として、町の農政をど

うするかということについてお伺いをしたわ

けですが、一つ目は、農家の方々をしっかり

支援、美幌の農業を振興することであり、農
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業基盤の整備、後継者対策と続いておりま

す。一番大切なのは、農家の方々を支援をす

るという話であります。これは非常に大切な

ことであるし、しかも、お金を出せば支援を

するというだけのことではないのでありま

す。いろいろな面で、心の面でも支援をして

いかなければならないという思いがあります

ので、町長のしっかり支援をしていくという

考え方があれば、どういうふうに具体的に何

を支援をしようとしているのかを伺いたいと

思います。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） いろいろな場面で、

私、答弁やら、町の中でいろいろなお話をさ

せていただいているのは、やはりこの町の基

幹産業は何だと、あるいは根幹的な産業は何

だというところでは、一次産業、とりわけ農

業が基幹産業だと。これはなぜかというと、

おっしゃったように、関連企業を含めてかな

りすそ野が広いということがあって、波及効

果が物すごくあると。例えば、粗生産が１０

０億円とすると、それの何十倍ぐらいになる

かわかりませんけれども、相当な影響額があ

るということで、根幹産業、基幹産業だとい

うような言い方をしております。これは、就

任前からも、就任してからも、そして、多分

これからも変わらない位置づけだと思いま

す。そんな中で、次の農政の構築をどうする

かということですけれども、私は、決意をさ

せていただいた立場から言うと、やはり農業

も、そういった意味では大きな柱の一つとし

て、しっかりとした対応、政策を考えていく

覚悟であります。

１回目の御質問からありましたけれども、

美幌の農業も、昭和３９年の第一次構造改善

から始まって、昭和４８年の第二次構造改善

事業、そして土地をどう守るかということに

ついては、道営の畑総でしっかりやってきた

つもりであります。今回も予算で３地区、１

地区は継続、２地区は新規ということで、後

ほどまた予算で提案させていただきますけれ

ども、畑をしっかり守るということを、ここ

を基本に置かなければ、畑がなくなることは

ないけれども、荒れてしまっては産物は生ま

れてこないということですから、基本には、

やはり畑総を中心とした土地改良基盤整備、

これはしっかりやっていくべきだと、そんな

ふうに考えております。

そのほか、国、道ができない細やかなとこ

ろについては、これは町の事業として、そこ

を埋めていくというのが農家支援ということ

で、特産品の支援であるとか、そういうこと

はしっかりまたやっていかなければいけない

と、そんなふうに思っておりますので、決し

て大きな柱の中から外れるということは想像

だにしておりませんし、私は、そういった意

味で、ＪＡを含めて関係機関、あるいは農家

を取り巻くさまざまな機関、団体としっかり

と手を合わせて、力を合わせて、守り発展さ

せていきたいと、そんなふうに考えておりま

す。

○議長（小林 勲君） ３番平野さん。

○３番（平野茂夫君） 農協と力を合わせて

という言葉をお聞きいたしました。これは非

常に大切なことなのです。農協というのは、

農協という別な組織ではないのです。農家が

自分たちで自分たちを守るために、そして物

を売ったり買ったりするときに、力を合わせ

て安く買ったり高く売ったりと、そういった

ような方法。あるいは、生活資金をどうしよ

うかというようなときに、お互いに出し合っ

て貯金をつくって、それを融通したりしよう

と。農協自体が、１戸の農家だけではできな

いことを、大勢が集まって出資金を出し、あ

るいは付加金を払い、そして手数料を払い、

そういった形で運営をしているわけですか

ら、農協というのは全く別な経営企業ではあ

りません。特別利益を蓄えるところでもあり

ません。そういった意味では、やはり農協と

ともに考えていくと。すなわち、農家ととも

にであります。そういった意味について、十

分理解をしていただいているとは思いますけ

れども、農協に政策を求めると、そういった

ことはあり得ないのでありまして、農家その
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ものが農協だというふうに理解をしていただ

かなければならないと、そんなふうに思って

おります。

ただ、私は、このしっかり支援ということ

については、町長、本当にいい言葉でござい

ます。それを心に秘めていただかなければ何

も進められないわけですから、しっかり支援

をしようという中には、先ほどに続きますけ

れども、農家の実態をよく理解をしていただ

かなければならない、それが政治構築者の大

きな仕事ではないかと、私はそんなふうにか

ねがね思っているところでございます。

農政について、私は再三申し上げますと、

町長の受け取る印象は、私の質問に対して決

していい印象を持っていないなと、そういう

表情を伺えるわけでありますが、それはどう

でもいいのです、とにかく農業者をどうする

か、農家をどう支援するか、そういったこと

に全力を傾注していただかなければならな

い。それができるということですから、２期

目の一つの核になるのだろうと思っておりま

す。

二つ目、農業団体と連携を深め、農業支援

のための国の政策について意見云々とありま

す。農業政策を進めるに当たって大事なこと

は、農業関係団体と連携を密にするというこ

とは、もちろん当然であります。密にして、

その中で一体何が求められているのか、そし

て対策が必要なのか、そして町がどういうか

かわりを一つ一つに持っていけるのか、そう

いったことについて真剣に考えていただかな

ければなりません。

特に新しい予算を見ますと、肉牛の対策と

かそういったものについても、町は支援をし

ていくと、一緒にやっていくということでご

ざいます。いろいろな政策があるのです、農

業に対して、国の政策の中にも、いろいろ多

岐にわたって見ておりますと、やはりこれも

やるべきであったというようなことがたくさ

んありまして、その流れの中で、やはり町長

は胸襟を開いて、金はないから出せないよと

か、そういうことではありません。本当に必

要なものは何か、そして国の政策を求めてい

くときに、それは町が求めていくのと、農協

という団体が求めていくのと、経済団体とし

て求めていくのと、また性格が異なるわけで

す。そして、そこでちゃんと政策をつくり上

げていくということが本当に大切だと思って

おりますが、この点について異論はあります

か。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 農家、生産者をしっ

かり守る、そういった農家の利益を代表して

物を言うのが経済団体のＪＡだと思っており

ますので、両方とも極めて重要だと私は思っ

ておりますので、平野さんといろいろやりと

りをしていると、感情的なことが、私は余り

ないのですけれども、強い言葉で言ったりし

ますけれども、強いおしかりは、私に対する

強いエールだと思って、今後とも引き続きそ

ういったことを肝に銘じて、めげずに町政の

推進に当たっていきたいと。

その中でも、特に先ほど来言っているよう

に、この町を引っ張ってきた大きなエンジン

でありますから、農業、そして一番苦労して

いるのは、寒い中、手も汚れて、あかぎれを

しながら腰を曲げてやっている生産者が一番

苦労しているわけですから、私はこんな格好

をしていますけれども、怒られるかもしれま

せんけれども、そういった生産者が一番苦労

しているところに光をしっかり当てるという

ことが極めて重要だと思います。そういった

意味では、私たちだけではわからないところ

がありますので、生産者の声もまだまだ聞く

のが足りないと、おしかりを受けています。

長ぐつを履いてまた出向きたいと思います

し、ＪＡともしっかり協議をして、いい政策

をつくり上げていきたいと、そんなふうに

思っております。強いエールをありがとうご

ざいました。

○議長（小林 勲君） ３番平野さん。

○３番（平野茂夫君） 私は、町長に、何も

憎くて物を言っているわけではありませんで

して、本当に農業の町をつくるという意義の
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大きさを何とか理解してもらった中で進めて

いただかなければならない。したがって、先

ほどありました、ビートの手にあかぎれをし

ながら云々は、私も、しばれる秋にビートを

タッピングやるときの、朝４時からやりま

す、暗いうちから。そういったときの苦労

は、私は十分知っております。したがって、

例えばシカさくの問題で、ビートの苗を植え

た後、次の朝、行ってみたら上手に筋どおり

に食べていってなくなるのです。別なものを

植えたときには、それを補てんする方法はあ

るわけです。しかし、農家としてそれを見た

ときに、一体だれが自分たちの悩みを解決し

てくれるのだ、そういったものを常に、意見

も寄せられておりますし、自分も体験をして

いるところでございます。

そういった意味で、町長に２期目のことに

ついての提言といいますか、方針について、

しっかりと肝に銘じていただかなければなら

ないことは、農業委員会の建議書というのが

あります。この農業委員会の建議書というの

は、農業委員会は各地域の農業者が中心に

なって出てきている組織であります。これは

各町村の必置機関でありまして、それだけ

に、この農業委員会の建議書については、重

く受けとめていただかなければなりません。

それと、先ほどの組織団体の協力ということ

がありますから、もう一つ、つけ加えさせて

いただきますけれども、経済運動として農協

はやっております。そのほかに、農民同盟と

いう意思機関があります。これは、政策要請

とか、そういったものをやる機関です。農民

の声を聞いて、その政策にどう反映するか、

地方あるいは道、国に提言をしていくという

組織であります。この組織も非常に大切な組

織であるということを認識していただくと同

時に、先ほど農協という組織についてのお考

えがありましたけれども、その組織の中には

細分化されて、いろいろ生産者団体がそれぞ

れ自分の仕事を守るために、あるいは業態を

守るために、そしてそのことを通して自分の

経営を守るために一生懸命やっているわけで

あります。したがって、農家の組織というこ

とは、単なる農協だけではなしに、オールラ

ウンドに話し合いをしていく必要があるとい

うふうに認識をしているところでございま

す。町長の考えるところがあればお伺いをし

て、一般質問を終わります。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私は、平成１９年に

この町に軸足を置いて、町民の皆さんと向か

い合って話し合うこと、そこから光を見出し

ていこうということを訴えてやってきまし

た。４年近くでありますけれども、自分では

この町にスタンスを置いて、多くの方と、農

業ばかりではなくて商業者の方、工業者の

方、高齢者の方、若い方、いろいろなところ

でいろいろな話をさせていただきました。そ

ういうことが極めて重要だという御指摘であ

ります。そういった姿勢は、やはり２期目に

向けて決断をさせていただきましたけれど

も、そのことは引き続きやりながら、さらに

前に向かって進んでいくということを今後も

続けていきたいと。その原点は、やはり町民

の皆さんと向かい合うことだと、私はそう

思っておりますので、いろいろなイベントに

も会合にも顔を出して、多くの皆さんと話を

できるようなことを引き続き努力してまいり

たいと、そんなふうに思っておりますので、

どうかよろしくお願いをいたしたいと思いま

す。

○議長（小林 勲君） 以上で、３番平野茂

夫さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、１１時４５分といたします。

午前１１時３５分 休憩

────────────────

午前１１時４５分 再開

○議長（小林 勲君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、１０番杉原重美さん。

○１０番（杉原重美君）〔登壇〕 それで

は、通告してあります４点、町長が最も重視
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しております、商工政策、観光政策、教育、

医療行政であります。わかりやすく答弁いた

だければありがたいなと、かように思ってお

ります。

それでは、商工政策、中心市街地活性化基

本計画、この計画についてお伺いいたしま

す。

これまで、商店街活性化対策は、各種の努

力が払われてきましたが、ここ最近を見まし

て、大ざっぱに十四、五年間の間、残念なが

ら大きな変化は見られません。そこで、視点

を変えまして、国も進めている地球温暖化対

策絡みで、環境からの町並み形成について、

大いに期待をしたいと思っております。

第２期美幌町都市計画マスタープラン、み

んなが参加する町づくりの基本方針及び平成

１６年～平成２７年度中心市街地活性化基本

計画など、快適な都市機能の充実、緑豊かな

町並み形成、そして「大好き！！生き活きエ

コタウンびほろ」、花と緑に包まれた環境に

優しいまちづくりなどが示されています。ま

た、第５期美幌町総合計画や道のほうの緑化

推進地域の指定も受けるなど、これまで多様

な取り組みがなされております。特に、街路

樹の景観形成、整備などが議論されてきまし

たが、現況の取り組みと今後のプランをお伺

いしたいと思います。

観光政策についてであります。

観光イベントの充実推進、そしてみどりの

村の有効活用についてであります。これまで

の総合計画の中に、観光イベント、体験企画

の充実の取り組み、つまり時代のニーズに対

応した新たなイベントの企画が載っておりま

す。現況と今後の取り組みについて、考え方

をどうあるのかお伺いしたいと思います。

２番目に、既存の観光施設の有効活用を述

べておりますが、みどりの村ができまして２

０年を経過しております。市街地に最も近

く、また、国道３９号線にも近く、第２の観

光施設としては少し狭いかもしれませんが、

地の利を得ているものと思っております。昨

今の職員の方々の努力により、少なからず町

民の目が向きつつあるように思い、関心を寄

せておりますが、現況の分析と今後の活用に

ついてお伺いしたいと思います。

第３、教育行政であります。

小児生活習慣病、俗に子供の成人病と言わ

れております。小児生活習慣病についてお伺

いいたします。

近年、食生活を取り巻く状況、環境は、子

供たちの不規則な食事、偏食、孤食、はたま

た農薬や食品添加物により食の安全性が問わ

れております。特に成長期の子供だけに、事

は重大であります。

これまでの知育、徳育、体育、それに食育

が最近は加わってきております。全国的に、

子供たちの生活習慣病の実態を把握するとと

もに、その傾向にある児童の早期発見に全力

を尽くしているようでありますが、我が町の

教育現場における現在の対応と対策はどのよ

うになっているのか、お伺いしたいと思って

おります。

第２に、教育行政のＮＩＥ、俗に教育への

新聞活用の取り組みについてであります。

御承知のとおり、ことしは、新年度からこ

れらを盛り込んだ新学習指導要領が実施され

る年であります。情報では、それらを先取り

いたしまして実施している学校の様子が全国

の各所で報道されておりますが、我が町の現

況、または今後の取り組みなどをお伺いいた

したいと思います。

それから、英語特区についてであります。

新年度から、英語教育の取り組みが始まり

ます。４月から小学校５年生、６年生から始

まります。英語特区の創設を受けて、５年ほ

ど前から年々その成果を上げている学校が全

国で出てきております。非常に先進的で、早

くから取り組んでいるところもありますが、

我が町の取り組みはどのようになっているか

お伺いしたいと思います。

４項目の医療行政であります。国保病院の

運営です。

全国的に医師不足が大きな問題となってお

り、市町村の悩みが顕著にあらわれておりま
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す。幸いにも当町では、昨年は２名の医師が

赴任されました。これらは、町長を初め担当

の病院職員の方々の努力と、地域医療に理解

をいただいた２名の医師の志によるものと敬

意を表したいと思っております。特に、地方

では総合診療科が求められておりますが、そ

のエキスパートである、東大医学部出身の杉

浦先生と防衛医大出身の松井先生に来ていた

だきました。町民の大きな期待が寄せられま

した。

しかし、昨今を見れば、産婦人科も言われ

ておりますが、整形や眼科の医師の定着が非

常に町民の中で望まれておりますが、現況と

今後の構想をお伺いできればと、かように

思っております。

以上、よろしくお願いします。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 杉原議員の

御質問にお答えをいたしたいと思います。

３番目の教育行政については、後ほど教育

委員会のほうから答弁をさせていただきたい

と思います。

初めに、商工政策についてであります。

中心市街地の緑化による活性化についてで

ありますが、モータリゼーションの普及、郊

外型大型店の進出、さらには、町外への購買

客の流出などによりまして、中心市街地の空

洞化が大きな問題となり、その流れをとめる

べく、平成１６年１０月に美幌町中心市街地

活性化基本計画を策定し、町や商工会議所、

町内の各商店街が活性化に向けて努力を重ね

てきているところであります。現在までの商

店街への町の主な取り組みといたしまして

は、街路灯設置に対する助成や電気料の負

担、街なか居住促進のための借上公営住宅建

設の支援、空き店舗活用に伴う補助、街なか

をつなぐワンコインバス運行、地域通貨とし

てのスマッピーカード事業への補助などに取

り組んでまいりました。これらの事業を実施

したことにより、商店街の改善が図られてき

ているものと考えております。

商店街の緑化につきまして、町は各自治会

や商店街の要望に応じて、花樹育苗センター

で育てた花の苗を配布し、配布された花の苗

は、商店街の皆さんによって道路の植樹帯や

プランターに植えられており、色とりどりに

咲く花は買い物客を初め、通行人や通行車両

の目を引くなど、景観の向上に一役買ってい

るものと思われます。また、北２丁目から北

４丁目の歩道には桜の木が植樹されています

が、さきに町で整備した桜通につきまして

は、新年度で補植し、桜並木の景観整備をす

ることから、より一層調和が図られるものと

考えております。

今後につきましては、第７期美幌町地域緑

化推進計画に基づき、町民が集い、憩いの場

となるような空間づくりや各商店街の理解を

得ながら街路樹の整備を図るなど、商店街活

性化に引き続き積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、観光政策について、観光イベントと

体験企画の充実についてでありますが、美幌

町における観光イベントといたしましては、

春の美幌峠まつり、夏の観光和牛まつり、そ

して冬のびほろ冬まつりの三つの祭りを観光

行政として、継続と内容充実に向け現在実施

しております。また、参加して楽しむイベン

ト企画ということから、美幌観光物産協会と

美幌歩こう会、そして美幌町が連携し、秋の

美幌峠牧場ウオーキングを実施しています

が、今年度より、春の翠明の滝探索ウオーキ

ングも実施し、美幌川上流の景観を紹介した

ところであります。これからも、まだ余り知

られていない美幌町内のいやされる景観の場

所を選定し、季節に応じてウオーキングを通

して、美幌町のよさを紹介できるプログラム

開発を、美幌観光物産協会と引き続き進めて

まいりたいと考えております。

今後につきましては、現在実施しているイ

ベントの内容充実に努め、さらに地域住民や

団体が新たに企画、実施したイベントに対

し、求めに応じて町が支援することなど、町

と町民の協働により観光イベントを充実して

いくために、観光振興に引き続き、積極的に
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取り組んでまいりたいと考えております。

次に、みどりの村の有効活用についてであ

りますが、本年度、みどりの村利用状況は、

１月末現在において、昨年度より約３,３０

０人程度多い利用状況となっております。エ

コハウスの建設を初め、各種講習会やイベン

トの開催などにより、今まで以上に多くの町

民の方々に足を運んでいただいており、みど

りの村各施設においても、前年を上回る利用

状況となっております。このことは、みどり

の村各施設の役割などを生かした利活用によ

り、憩いの場、余暇時間の活用の場としての

利用向上が図られてきたことによるもので、

引き続き、企画、運営について努力してまい

りたいと考えております。

今後の利活用につきましては、各施設の特

徴や季節を生かしたライトアップ、自然観察

会など、みどりの村が持つ自然、資源を一層

生かす取り組みを進めながら、多くの方々に

足を運んでいただき、愛される施設となるよ

う、引き続き運営を行ってまいりたいと考え

ております。

次に、医療行政について、国保病院の運営

についてでありますが、御質問の医師確保対

策についてであります。昨年は、２名の医師

に着任していただき、現在、医療法で規定す

る医師の充足率が１００％を超えることがで

き、医療環境のより一層の充実が図られると

ともに、勤務医師の負担軽減や救急告示病院

として、救急医療の確保が図られたところで

あります。特に、御指摘のとおり、新たな診

療科として、杉浦医師による総合診療科、あ

わせて松井医師による専門性が求められる循

環器内科の標榜により、より一層、医療の充

実を図ってきたところであります。

これまで、医師招聘活動の結果、現在まで

７名の医師が病院見学を行い、将来、美幌で

勤務したいとの意向を示されている医師もい

ることから、今後も適切な時期に情報交換を

行いながら、医師確保に努めたいと考えてお

ります。特に、医師招聘による整形外科の再

開とあわせて、眼科は旭川医科大学へ常勤化

の要望を行いながら、将来を見据えた医師確

保を図りたい考えでございます。

以上、御答弁を申し上げました。よろしく

お願いをいたしたいと思います。

○議長（小林 勲君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君）〔登壇〕 それで

は、教育行政について、まず１点目の小児生

活習慣病、小児成人病について御答弁を申し

上げたいと存じます。

御承知のとおり、学校においては、学校保

健安全法の規定により、新小学１年生の就学

時前には健康診断を行い、その健康診断の結

果に基づき治療を勧告する、あるいは、保健

上必要な助言、就学に関する指導を行ってお

ります。また、在校児童生徒には、毎学年定

期に児童生徒の健康診断を行っております。

健康診断の検査項目は、身長、体重及び座

高、栄養状態、脊柱及び胸郭の疾病及び異常

の有無、視力及び聴力、目の疾病及び異常の

有無、耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無、歯

及び口腔の疾病及び異常の有無、結核の有

無、心臓の疾病及び異常の有無、尿、寄生虫

卵の有無、その他の疾病及び異常の有無、全

部で１２項目の診断を行っております。

御指摘の子供たちの生活習慣病の実態につ

いてでありますが、この健康診断の結果を踏

まえ、学校医の所見をいただき、それぞれ個

別に保護者に対し疾病の予防措置を行い、ま

たは治療を促すよう対応しております。

平成２２年度に実施した尿検査の結果で

は、児童生徒１,５６１名の検体提出があ

り、尿糖の陽性反応者はおりませんでした。

そのほか、たんぱく、潜血については、少数

の陽性反応者がいたことから、二次検査を行

い、医療機関への診療を促し、対応をしてお

ります。また、学習指導要領では、小中学校

期は生活習慣の形成にとって重要な時期であ

ることから、学級活動、総合的な学習の時間

を活用し、生活習慣病と食習慣について考え

る指導が行われております。

一方、学校給食においては、文部科学省が

定めている学校給食摂取基準に沿い学校給食
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を提供しております。この学校給食摂取基準

は、児童生徒の健康の増進及び食育の推進を

図るために望ましい栄養量を算出しているも

ので、生活習慣病や過剰摂取による健康被害

の予防を目的として、エネルギーやたんぱく

質、脂質、ナトリウム（食塩相当量）など、

栄養素の摂取量の基準が示されております。

近年、食生活の洋風化が進み、高たんぱく

質、高脂質の食事が好まれる傾向にあります

が、食品の組み合わせや調理方法の改善を図

りながら、嗜好の偏りをなくすような献立作

成に配慮いたしているところであります。ま

た、各学校ＰＴＡ主催の調理研修が実施され

ており、学校給食グループの栄養士が食生活

のあり方などの講師として支援もしておりま

す。

以上、学校においては、健康診断結果に基

づく適切な対応と学習活動の中での指導、学

校給食における対策について答弁をいたしま

したが、やはり一番大事なことは、バランス

のよい食事をきちんととり、運動するという

基本的な生活習慣を身につけさせることが不

可欠であり、このためにも、家庭における役

割が大きいものと考えています。今後は、子

供たちの偏食や食生活の乱れが目立ち、生活

習慣病の増加が懸念されているため、偏食、

肥満や食物アレルギーのある児童生徒に個別

指導をしたり、家庭科等の授業で食に関する

指導を行うとともに、家庭への啓蒙活動な

ど、子供たちの健康を守るため、きめ細かな

取り組みを行ってまいりたいと考えていると

ころであります。

次に、２点目のＮＩＥ（教育への新聞活

用）の取り組みについて御答弁を申し上げま

す。

教育への新聞の活用につきまして、現状に

おきましても、社会科などの授業で教材とし

て活用しているところですが、平成２３年度

から実施する新学習指導要領において指導す

べき内容として、新聞が明確に位置づけら

れ、多くの教科に盛り込まれました。例え

ば、小学校５、６年生では、編集の仕方や記

事の書き方に注意して新聞を読む、中学校２

年生では、新聞やインターネット、学校図書

館等を活用して得た情報を比較する、中学校

３年生では、論説や報道などに盛り込まれた

情報を比較して読む言語活動、などを学習す

ることになります。

この根拠となる新学習指導要領の総則で

は、学校の教育活動を進めるに当たっては、

各学校において、児童に生きる力をはぐくむ

ことを目指し、創意工夫を生かした特色ある

教育活動を展開する中で、基礎的・基本的な

知識及び技能を確実に習得させ、これらを活

用して課題の解決をするために必要な思考

力、判断力、表現力、その他の能力をはぐく

むとともに、主体的に学習に取り組む態度を

養い、個性を生かす教育の充実に努めなけれ

ばならない。その際、児童の発達の段階を考

慮して、児童の言語活動を充実するととも

に、家庭との連携を図りながら、児童の学習

習慣が確立するよう配慮しなければならない

となっており、特に、新聞を活用した言語活

動の充実により、学習活動や論理的思考、コ

ミュニケーション、感性、情緒の基盤とした

各教科での充実を求めておりますので、美幌

町としても指導計画策定等に当たっての配慮

すべき事項として、学校に周知し取り組んで

いるところであります。

３点目の英語特区についてであります。

御指摘の英語特区について事業を確認いた

しましたところ、構造改革特別区域研究開発

学校設置事業であり、制度概要として、地方

公共団体が構造改革特別区域において、学校

教育法に示されている学校教育の目標等を踏

まえつつ、学習指導要領等の基準によらない

教育課程の編成、実施を可能とするものでご

ざいます。取り組み期間に関しては、地方公

共団体が当該計画を実施するに当たって適切

な期間を主体的に設定することとされてお

り、取り組みに要する経費等については、構

造改革特別区域制度の趣旨にかんがみ、国は

支出しないこととされています。このような

ことから、美幌町において、構造改革特区制



－ 63 －

度を実施するためには、教員を含めた学校体

制の強化、財源の確保など課題が多く、非常

に難しい状況にあります。

しかしながら、美幌町では、英語教育の重

要性を認識し、小学校でいち早く英語教育を

行うため、新たな制度である新学習指導要領

が適用される平成２３年度以前より２年前倒

しをして、平成２１年度から英語教育に取り

組んでいます。当然のことながら、教育課程

における外国語の必要性を認識し、平成２３

年度から実施される新学習指導要領の小学校

５年生と６年生の外国語授業は、時数を各３

５時間以上確保することで英語教育を進めて

まいります。また、小学校における外国語活

動教科は、単に英語力を上げるためのもので

はなく、他者とかかわる力の育成を目指した

コミュニケーションを重視した、伝える力、

聞く力を養うことをねらいとしており、表現

力豊かな授業を積極的に取り組むため、現状

においても、ＡＥＴ、英語指導助手を小学校

へ派遣し、外国語を通じて言語や文化につい

て体験的に理解を深め、積極的にコミュニ

ケーションが図れるよう、現行制度の中で指

導に取り組んでいるところであります。

以上、御答弁申し上げました。よろしくお

願い申し上げます。

○議長（小林 勲君） 暫時休憩をいたしま

す。

再開は、１３時１５分といたします。

午後 ０時１０分 休憩

────────────────

午後 １時１５分 再開

○議長（小林 勲君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

１０番杉原さん。

○１０番（杉原重美君） それでは、２回目

の質問をいたします。

中心市街地活性化基本計画ですが、これま

での借り上げ住宅、空き店舗対策、いろいろ

努力されているということは十分承知してお

りますが、先ほども申し上げましたが、どう

も余りぱっと目に入ってくるものではない。

町長は、改善が十分見られたという認識です

が、本当にそうかなと、かように思っており

ます。

そこで、活性化について、先ほども申し上

げましたが、商店街の緑化を考えていまし

た。健康を考えるという点で、年々、ジョギ

ングをされる方がふえ、朝夕、休日には夫婦

や友達、いろいろな方たちが裏通をジョギン

グされるのを見かけますが、緑豊かな環境の

よい、こんもりとした木々の中の商店街とい

う考え方はどうだろうかということでありま

す。これまでの総合計画、緑化計画の中には

いろいろうたわれておりますが、なかなかこ

れというような成果が目に見えてこないので

あります。もちろん、季節になりますと、

花々が、商店街いろいろなところで彩りが目

に入ります。これは、私ども別に否定するわ

けでもありません。このことについては十分

理解をしているつもりでありますが、ただ、

一時期だけの一過性であるという点で、非常

に残念だなと、かように思っております。た

しか予算を見ても、２００万円以上、毎年か

かっているのかなという気がいたしますが、

一過性の問題であるということ、それから、

町長や職員の皆さん、ヨーロッパ、外国に

行った経験がおありだろうと思いますが、特

にヨーロッパ、北欧などの住宅街を見ます

と、花は飾っていますけれども、このあたり

みたいに地面に置くというのは少ないのです

ね。ほとんど２階の窓辺、３階の窓辺、それ

からベランダとか、視線に入る角度です。で

すから、立体的に町全体が花々で、本当に見

る目が物すごく違ってくるという点です。

振り返って、皆さん御存じのように、我が

町はどうかというと、下にみんな置いていま

すね。大通、筋では街灯にところどころぶら

下げているのもありますが、まずほとんど足

元に置くということで、非常に立体的ではな

いところが残念かなと、一工夫あるのではな

かろうかということを非常に思っておりま

す。



－ 64 －

職員も町長も皆さんそれぞれ、例えば東京

でも名古屋でも大阪でも出張の折、または出

かけた折に、特に有名な銀座の柳は、初夏か

ら秋まで本当に緑がすばらしいです。ちょっ

と一歩入った、例えば有楽町から西銀座のほ

うへ行くと、並木通りとか、みゆき通りと

か、町長は昔、カップルで歩いたところだろ

うと、有名なところなのですが、渋谷でも表

参道あたりを見ると、あのぎんなん、イチョ

ウ並木、それから、これも全国的にテレビで

もよく出ます大阪の御堂筋のイチョウ並木、

あれもテレビで時期が来ましたら出ます。そ

んなわけで、本当にすばらしい環境であると

いうことをぜひ認識していただいて、その辺

を緑化計画の中で、実際に町の大通商店街を

考えられたらいかがでしょうか。商店街中心

地再開発計画積極支援と、国ではこの前、調

べたら出ていたのですが、これを大きく国土

交通省でうたっています。商店街の活性化に

対して、物すごくやっているという現況があ

ります。７次計画、緑化計画、これもわかり

ます。そういう点で、町長、ひとつその辺の

視点を変えた商店街づくり、いかがですか。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、聞いていて、私

も出張などに行って、札幌あるいは東京あた

りに行くと、東京あたりは本当にまとまった

緑がかなり自然の状態で残っていたり、人口

的に植えたものもありますけれども、神社仏

閣を中心に、公園だとか、本当に見事な緑が

つくられているなという思いはしています。

また、街路もそうでありますし、表参道のイ

チョウ並木も拝見しましたけれども、すばら

しいものだなと。改めて、緑の大切さといい

ますか、この取り組みの重要性は、最近私も

今まで反省しながら、つくづくそういったこ

とが極めて重要だなという思いをしておりま

す。

緑をつくるということは、あるいは花で飾

るということは、かなり息の長い仕事になっ

てくると思うので、私どもでは、緑の回廊と

かということが緑化推進計画の中に入ってい

ますけれども、一つに、ロマンチック街道と

いうことで、かなり以前から取り組んでいる

美幌峠までの、いろいろ地元の方に御不便を

かけたり、交差点で見にくいということがい

ろいろありましたけれども、そういうことを

解消して、今ようやっと、多分、これからの

春先、本当に青空に映える白樺は、今になっ

て改めて長い取り組みの中で、ようやっと形

になってきたという思いがしております。そ

ういった意味では、ああいうのはやはり大事

にしていかなければいけないなと思っており

ます。

あと、町の中で言いますと、街路には植樹

升が設けてありますので、そこにいろいろな

樹木を植えてあります。栄通に行くと、あそ

こはたしかイチョウだったと思いますけれど

も、秋になると黄色に色づいて、物すごいき

れいな状況があります。ただ、葉っぱが落ち

るので、地域の方、庭先の方にはいろいろ迷

惑をかけますけれども、そういった皆さんの

御協力を得ながら、改めてこの町の中、そし

て周辺を緑で覆うというのは極めて重要なこ

となのだなという認識を、遅いかもしれませ

んけれども、改めてしているところでありま

す。

それで、美幌で木の名前がつくということ

で、桜通がありますので、いわゆる１号道路

というところにありますけれども、今、道道

として、花見橋から改修していただいていま

すけれども、あれがつながってくると、向こ

うから入ってきたときに桜並木でも見られれ

ば、桜通という名前のとおりでありますか

ら、そんなことも新年度から取り組んでいこ

うということであります。

美幌という名前で、本州の方には非常に美

しい名前だということで、いろいろ評価をい

ただいていますので、ふさわしい名前に沿う

ような緑化についても配慮していかなければ

いけないと、そんなふうに考えております。

○議長（小林 勲君） １０番杉原さん。

○１０番（杉原重美君） 非常に前向きな答

弁ですが、ただ、残念なことに、例えば基本
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計画の中に公園緑地墓地というところが入っ

ているのです。これを見ていたら、これまで

も従来そうなのですが、今、町長おっしゃら

れたように、公園だとか森だとかという、東

京のこともちらっと言っておられましたが、

それはそれでいいのですよ。問題は街路なの

です。どこを歩いても、内地のほうに行くと

すばらしい街路樹が目に入る。この計画を見

てもそうですよね、道路の街路樹の写真を

使っていますよね。これでなければいけない

と思うのですよ。ぜひ、そういうことも考え

てほしいと思いますし、それから緑化配置計

画、これを見ても、この地図の中には道路に

沿った街路の概念がないですね。それこそ、

公園とかそういうものが中心になっていると

いうことは、感覚が残念ながら違うのかな

と、視点が違うのかなと思っております。そ

れでも町長が懸命にそういうことを目指して

いるということをいただきましたので、これ

はこれで時間というものを考えますと余り詳

しくできませんので、前向きに実行したいと

いうことであれば、私はこの問題について、

これで終わりたいと思います。

それから、次の問題、観光です。観光イベ

ントの充実、推進、あわせてみどりの村とい

うことであります。

先ほどの答弁の中で、地域、団体の新たな

企画をするというような、実施したイベント

に対して町が支援するということで、現在、

これについて案とか何かあるのでしょうか。

それと、これは余り知られていないような景

観とか、または新しい何らかのイベントとい

うことで、町民の方よりいろいろなアイデア

の提出を考えているのか、それとも、こちら

のアイデアを町民に諮って、町民の反応を考

えるというようないろいろな方法を考えてお

られるのかどうか、その辺のところ、もしあ

りましたらよろしくお願いします。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 美幌町も、いろいろ

な季節にあわせたイベント、随分やっており

ます。そして、私も改めて調べてみたのです

けれども、非常に美幌のイベントというの

は、歴史が長いものが結構多いなと改めて実

は感じました。例えば、峠まつりで言うと５

６回です。それから、多いといいますと、和

牛まつりがもう３１回目、３１年を数えてい

るということでありますし、デュアスロンに

至っては２４回、それから、ふるさとまつ

り、これが１９回と、それから旧産業まつり

で、今、収穫感謝祭と言っておりますけれど

も、これが２４回ということで、一つ一つを

見ると余り感じませんけれども、全体を取り

まとめてみると、非常に長い回数を重ねてい

る部分が多いということで、これは多分、た

とえて言うと、和牛まつりあたりも時代に

よって見直しをして、昔はたくさんの方に来

ていただこうということで、有名な歌手の方

に数百万円かけて来ていただいて集客したと

いうことをやっておりましたけれども、最

近、財政的なこともありますけれども、より

町民の皆さんにステージを開放しようという

ことで、そういったイベントの見直しなども

して、そんな中で回数を重ねてきたというこ

とでありますので、新しいイベントをという

ことですけれども、今、具体的なお話はでき

ませんけれども、先ほど出ていた中心市街地

ににぎわいを取り戻すために、いろいろなも

のをそこでできるようにするとかということ

も、一つの考え方ではないかなという思いを

しておりますので、いずれにしろ、今あるこ

ういったイベントを見直しながら、新たな時

代に合ったイベントに少しずつ変えていくだ

とか、そういうこともやっていかなければい

けないなと。そして、新しいものは新しいも

のでまた取り組んでいくと、そんなところだ

ろうなと思っております。今、思いつくのは

そういうところでございますので、よろしく

お願いをしたいと思います。

○議長（小林 勲君） １０番杉原さん。

○１０番（杉原重美君） 美幌峠のまつりに

しろ、和牛まつりにしろ、ずっと続いてい

る。本当にこれは、継続は力なりと昔から言

われますが、これはすばらしいことだと、か
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ように思っておりますし、我々町民として

も、これを何とか全国規模の、もっともっと

有名なものにしたいなと思っております。た

だ、それに続く、これはというものがなかな

か生まれていないのではないのかなと。そう

いう点で、やはりある程度、何とか美幌に新

しい集客をするイベントができたかというよ

うなことを、ぜひ町のほうで考えていく必要

がそろそろあるのではないのかなと思ってお

ります。

それから、みどりの村の件ですが、同じよ

うに、あそこは集客力のあるような場所だと

私は思っているのです。広場自身が、１万人

も入るような広場はないのかもしれません

が、それなりに、グリーンビレッジにして

も、奥のキャンプ場にしても、博物館前の広

場にしても、考え方によってはまだまだ十分

できる可能性はあると思うのです。ですか

ら、そういうことを考えれば、あそこは私は

第２のすばらしいイベントのできる可能性の

あるところだと思います。もちろん、国道か

ら見ても目に入ります、市街地からも近いと

いう点から考えたら、これはもう何としてで

も、我々町民としてはあそこに集客力を持て

るすばらしい場所にしたいと思っておりま

す。

観光政策については、町長が十分認識して

いるということで、あと一言、よろしくお願

いします。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 最初に中心市街地の

お話をされて、また観光政策についてという

ことで、二つにわたってお話がありました。

今、いわゆる美幌バイパスというものが、高

野から女満別空港の前に、美幌インターを間

に設けて開通していると。片一方では、北見

道路が間もなく端野までやってくるという、

恐らく将来はつながっていくだろうと。そう

すると、広域圏の中で、北見を含めて、陸

別、足寄方面、あるいは旭川方面から来たと

きに、それこそバイパスになってしまうと、

すり抜けになってしまうという危惧感を将来

にわたって持っております。

それで、いかにあそこでおりていただくか

ということは、町なかの勝負だと思っており

ますので、１号道路ができ、桜通が、花見橋

がしっかりかかってくると、やはり中での魅

力をどうつくっていくかということで、これ

は商店街のいろいろなにぎわいもそうです

し、街路の問題もそうですし、今お話あった

みどりの村、これはやはり隠れた美幌の財産

と言ってもいいと思うのですけれども、もう

ちょっと町民の皆さんに来ていただいて、高

い評価をいただきたい施設だと思っておりま

すけれども、職員も懸命に頑張って、いろい

ろなイベントをやっておりますけれども、そ

うしたトータルの、みどりの村を含めて、観

光イベントを含めて、いかにこの町にブレー

キをかけておりていただいて、この町に来て

いただけるかというところが、この町のにぎ

わいのかぎを握るのではないかなと思ってい

ますので、そういう将来展望も含めて、でき

るものからしっかりとやっていきたいと、そ

んなふうに思っております。

みどりの村の具体的な取り組みは、経済部

長がおりますので、せっかく評価をいただい

たわけでありますから、経済部長のほうから

も答弁をさせていただきたいと思います。

○議長（小林 勲君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） 基本的には、

今、町長が丁寧にお答えしたとおりでござい

ます。日常的にみどりの村を任されていると

いうか、お預かりしている部分においては、

答弁書の中にも町長が答弁いたしましたよう

に、本当に魅力あるところ。それで、今後に

ついては、例えば四季折々のライトアップを

やったりしております。それのやり方が全体

的に中途半端的なところがあります。そうい

うものをきちんと、例えば一定期間、夜間も

散策できるとか、今、議員が取り組んでいた

だいている桜、この辺を、今、いろいろな植

種を植えていただけるということであります

ので、やはりそういうものの融合を図って、

今以上に皆さんに来ていただける、皆さんと
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いうのは、町民が来ていただける、また、美

幌の近辺を通る方々がそこに寄っていただけ

るような環境整備、それからイベント等を今

以上に実施していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（小林 勲君） １０番杉原さん。

○１０番（杉原重美君） ありがとうござい

ます。

一生懸命にやっておられる姿勢を、私、

常々あそこを見ておりますが、本当にぜひあ

そこの開発、推進をしていただきたいなと、

かように思っております。

それでは、医療行政のほうに行きたいと思

います。教育は後にします。

現在、７名の先生方が来院され、視察され

ていかれたと聞いておりますが、非常にあち

こちの市町村では、お医者さんが来なくて、

八方手を尽くしてもいないところが、美幌で

は、町長を初め、それなりの担当職員の皆さ

んが一生懸命に八方手を尽くしていられた結

果、現在７名ということでありますが、これ

らは本当にすばらしいと思うのですが、どう

なのでしょう、その７名の中で十分可能性が

あると、近いなと、ありがたいなという可能

性は、７名の中にはおられないのでしょう

か。感覚的にどうなのでしょう。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ７名の方が、今、見

学に来たり、興味を持って連絡いただいてい

るということで、本当に今この医師不足の

中、きょうたまたま新聞を見ましたら、斜里

の件が出ておりました。私どもは、そういっ

た意味では、かなりの人数がいるということ

で、その中でも、まだ引き続き見学をしたり

ということで、その中で心を決めたいという

先生方がおられるようであります。非常にあ

りがたいことだと思っております。これは、

私がこういうことで取り組みができる、ある

いは、病院の内澤院長を初め事務長以下、本

当にこうやって一生懸命できるのは、議会の

皆さん、この前の常任委員会の報告にもあり

ましたように、強い後押しがあってのことだ

と、そんなふうに思っております。

今、調整中という先生方もあります。でき

れば、この会期中にでもいい報告ができるよ

うに、今、最終段階のところで調整をしてお

りますので、できる限り早く決断を促しなが

ら、こちらも決断するようにして、いい報告

ができるようにあと数日頑張ってみたいと、

そんなふうに思っております。

○議長（小林 勲君） １０番杉原さん。

○１０番（杉原重美君） 今、非常にありが

たい情報が一つふえまして、今議会中にで

も、その中の手ごたえのある先生が、何か反

応が出てくるのかなという推測がされるとい

うことは、非常にありがたいと思いますし、

本当に今まで整形とか産婦人科とか眼科、手

術ができる、特に眼科なども欲しいなという

町民の方もございますし、そういう点で充実

したら本当にすばらしいと思います。

それから、これは私もびっくりしたのです

が、ある町民の中で、まことしやかに話をし

てびっくりしたのですが、今、国保は赤字で

しょうと、赤字で何千万円もかかるお医者さ

んを招聘して、また赤字をふやすのという人

がいるのです。私は、いやいや、例えばお医

者さんが何千万円かかるか、それはわかりま

せんが、それによって患者さんもふえるし、

相乗効果というのはお金にかえられないのだ

よと、すばらしい効果があるのですよと、赤

字がふえるということはならないよというこ

とを話しまして、えっとびっくりしていたよ

うですが、その辺のところ、町長ちょっと説

明をしていただきたいなと。

それからもう１点、やはりお医者さんをあ

れする場合は、どうしても人脈が大事ですよ

ね。斜里の村田町長も、私、議長時代、同僚

だったので、よくコンタクトをとったり話し

たりするのですが、彼は本当に四苦八苦し

て、ようやく１人固定が決まったと大喜びし

ておりますが、やはり人脈が大事だと思うの

です。恐らく町長だって、新任の先生２名来

られたら、歓迎会であろうが懇親会であろう

が、いろいろ常にして、そしてコンタクトを
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とりながら、新任の先生の人脈をたどって新

しいお医者さんがという可能性もなきにしも

あらずということで、非常に大事だと思いま

す。そういう交流は、町長きちんとやってい

るのでしょうと思いますが、よろしくお願い

したいと思いますが。

それから、これは我々の委員会の中でも出

ておりましたが、医師住宅です。できれば北

海道らしい医師住宅をどうだろうと。これ

は、本当に私も内地だと思うのですが、北海

道はでっかいどうということで、内地でした

ら５０坪、８０坪の世界が、北海道へ来ると

１５０、２００坪の世界、それは内地から見

たらびっくりしますよ。そういうようなこと

を考えて、せっかく内地から来ていただける

のでしたら、そういう環境で住んでいただけ

れば、そのお医者さんが同僚の仲間を呼ぶと

いうこともあるのですね。遊びに来ないかと

いうことで、また広まると思うのです。町の

認識にもつながると思いますから、そういう

点も十分考慮の中に入れて前へ進めていただ

けないかなということです。とりあえずその

辺で、簡単にまとめてお願いします。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先生方、これだけ来

ていただいて、赤字大丈夫かというお話であ

りますけれども、もちろん先生方には、どん

どん収益面で上げていただく。中では、コス

ト削減のための努力も、今までもしてきてお

りますけれども、しっかりやっていきたい

と。

それで、今、ざっくりした話をしますと、

２億８,０００万円ぐらいだと思いますけれ

ども、一般会計から国保に出しています。そ

して、そのうち大体２億円ぐらいが交付税措

置されておりますので、年によって違います

けれども、大体五、六千万円程度が真水で

持っていっているということです。近隣の話

を聞きますと、自分のところで国保病院を

持っていないところでも、５,０００万円、

６,０００万円という話ですから、これは私

が言うのも手前みそになりますけれども、大

健闘しているのではないかなと。それは、事

務方を含めて、先生方の御努力のたまものだ

と思っておりますので、赤字のこともありま

すけれども、やはり町民の皆さんの精神的な

安心・安全をしっかりするために医師確保に

努めたいと、そんなふうに思っております。

人脈のお話もありました。もちろん大事で

ありますけれども、やはりこれは美幌町の総

合力だと僕は思っております。総合的な、い

ろいろな今までやってきたまちづくり、そし

て、今、こういう町になっているという、そ

の総合力が、多分、先生方の評価を受けてい

るのだろうなと、そんなふうに思っておりま

す。もちろん、議会の皆さんの力強い後押し

もあって、我々も思う存分、来てくださいと

いうことを胸張って言えるということは、極

めて我々にとっては大きな力になっていま

す。今後ともよろしくお願いしたいと思いま

す。

あと、住宅の件、今まで向かいのマンショ

ンで入っていただきましたけれども、今回、

例えば来てくれるとすると、違うところでと

いうことで、一軒家でもなるべく借りれるよ

うなことを考えていきたいと、そんなふうに

思っております。

○議長（小林 勲君） １０番杉原さん。

○１０番（杉原重美君） それでは、大体お

およそのことは承知いたしまして、十分、町

長もそのようなお考えのようですので理解し

たいと思います。

ただ、何度も申し上げますが、手術のでき

る眼科ですか、これは町民の人は非常に望ん

でいるようです。そして、今度、着任される

方は、整形を含むのかどうかということもあ

りますし、ひょっとしたら産科でもなるの

か、これはわかりませんが、とりあえず希望

を持って、ぜひ町民の要望にこたえられるよ

うな方向でいけばいいなと、かように思って

おります。それこそ、安心・安全、住みよい

町となるのではないだろうかと、かように

思っています。

それでは、教育委員会のほうへ参りたいと
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思います。

時間が迫ってきました。教育委員会のほう

で、小児成人病ということであります。これ

は、食育基本法の制定が２００５年度、それ

から食文化、飽食の時代で、これは大変だと

いうようなことになってきました。飽食の時

代で、子供の食べ残しの深刻度というのが物

すごい懸念されてきているということであり

ます。これは家庭で一番わかるのですが、も

ともと親の偏食が、まるっきり本人が気づい

ていないもので、子供にも影響しているとい

うことが結構多いようであります。

一つのデータの中で、埼玉県の町ですが、

平日の午後過ぎになると、給食センターに

残った残飯が集まってきます。残飯の多さに

びっくりしたと。たまたま年配者の担任が、

昔からは考えられないと。食べ物への感謝が

まるっきりないということで、これは大変だ

ということで、その先生が調査をしなければ

いけないなということで、改めて調査を始め

たようでございます。そこで判明したのが、

一般に言われる小児生活習慣病というのです

が、俗に大人の生活習慣病なのですが、この

前、東京都のほうで発表されましたが、その

中で小学校が４１％、中学校で約４０％、高

校でも３６％、この数字を見て、東京都で

びっくりしているわけです。これは東京都だ

から、地方とは違うのかもしれませんが、東

京都を見ただけでこれだけだと。では、ほか

のところを参考にと思って調べたら、沼津が

出ておりました。沼津も、コレステロール値

が２００を超す児童が１８.５％いた、小学

校です。それから、３.６％の児童について

は、２３０を超す児童がいて、それこそびっ

くりしたと。これは、どうするべきだと。

それから、岐阜県の笠松でも同じような経

過が出て、これは何とかしなければならない

ということで、毎年、血液検査をすることに

していると。もちろん、これは無料だと。こ

の血液検査では、糖尿病発見になるのであろ

う、総コレステロール、それから中性脂肪、

ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロー

ル、動脈硬化指数、尿酸、貧血検査、年１

回、これは無料で小学校でやるということで

あります。この辺のところのデータなど、皆

さん学校の担任の先生が最初に聞いてびっく

りしたということがあるのですが、現状どの

ようになっておりますか。わかればお伺いし

たいなと、かように思っております。

○議長（小林 勲君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） 今、血液検査のお

話がございましたけれども、美幌町の場合、

血液検査まで至っておりませんで、ただ、個

別にいろいろな検査の中で、いわゆるコレス

テロール値が高いとか、小児成人病の傾向を

示している子供たちというのは、それなりに

把握をしているという状況でございまして、

美幌の小中学生、体系的に今の状況を把握し

ているという状況にはございません。

○議長（小林 勲君） １０番杉原さん。

○１０番（杉原重美君） これから把握し

て、きちっとやっていきたいということです

ね。わかりました。

○議長（小林 勲君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） 血液検査、全体的

にやりますと、さまざまな、いわゆる大人の

成人病の検査みたいな形になろうかというふ

うに思いますけれども、実態としては、今、

杉原議員おっしゃっていたように、美幌の体

力・運動能力調査においても、やはり肥満傾

向にあるということであります。それがどう

いうことになるかというと、やはり小児成人

病につながっていくと、こういう実態にもご

ざいますので、今、全小中学生、血液検査を

直ちにやるというふうに、お答えはちょっと

できかねますけれども、でも、そういう状況

を把握しない限り、次の手をなかなか打てな

いというようなこともあろうかと思いますの

で、十分検討をさせていただきたいと思いま

す。

○議長（小林 勲君） １０番杉原さん。

○１０番（杉原重美君） このことについ

て、香川県の香川短大の北川先生、学校給食

の時間を重視していないというのが既におか
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しいと言うのです。常に担任の先生が食事を

いつも見ているのだから、結局、おかしいの

ではないかということで、この北川先生とい

うのは、これを発表してから各地で講演依頼

があるそうです。非常にこれは、１０年、２

０年後先を見れば、大変なことだろうと思っ

ています。今すぐ、それは取り組んでいただ

ければありがたいなと、かように思っており

ます。

それから、時間が押してきましたので、

次、ＮＩＥの問題に行きたいと思います。

このＮＩＥは新聞活用で、ことしの４月か

ら取り入れられるということで、非常に私、

これは昔、例えば２０年前、シンガポールへ

子供を連れていったときに、あそこは既にＮ

ＩＥを取り入れてやっていました。物すごい

ことだなと思って、帰ってきていろいろ関係

者の方にお話しした経緯があるのですが、

今、ようやく国もそうだ、我が町もやってほ

しいなと。日本新聞協会からの、これをお持

ちかなと思うのですが、教育関係者、教育委

員会、恐らく持っていると思うのですが、こ

れはつい最近、ほんのわずか最近に出された

資料です。これは売っていません、ルートで

配布のあれです。

これによると、本当にすごいこと、いっぱ

い参考になることあります。教育長わかって

おられるかと思いますが、そんなことで、単

なる編集の仕方とか記事の書き方と入るので

はなくて、英語教育と同じで、新聞に興味を

持たせることから始めないといけないと思う

のです。以前に私、小学校へ授業参観に行っ

たときに、チリ紙を持ってきて、子供にいろ

いろなことを言っていました。すると、子供

たちは、食べ物です、チリから入っている、

どこから入っているということが、広い世界

から入っていることを子供たちが気づいたよ

うに、その点、十分に入りやすいことから

入っていただきたい。

それから、英語特区のことについても、こ

れは非常に先進国、先進町、市、例えば金沢

は昔から教育圏ですが、５年前からやってい

ます。それがすごい勢いで、最近はふえて２

級まで取っています。中学校では、最低３級

を３年生が全部が取ったと、そのくらい教育

効果が上がっています。美幌では、北中に聞

いてみましたけれども、１０人、１５人、３

級、４級です。美中はまだ把握の途中だとい

うことですが、とりあえず大事なことです、

ぜひひとつその辺のところをしっかり教育に

取り組んでいただいて、この答弁を聞いて終

わります。

○議長（小林 勲君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） ＮＩＥ、新聞を活

用しての授業ということであります。これ

は、新しい学習指導要領がスタートするから

どうのこうのということではなくて、これは

大変重要な教材でもあるというふうに私は考

えています。今後、新しい学習指導要領、２

３年から小学校、２４年から中学校がスター

トいたしますけれども、改めてこれを機に、

さらに新聞を教材にしたさまざまな授業を展

開していただくように、私どもも十分な指導

をしてまいりたいというふうに思います。

それから、英語の話でありますけれども、

今、議員お話にあったとおり、中学校両校で

実は検定試験、それ相応の人数がいると、そ

の学校で教頭なり、あるいは英語の先生方が

検定員になってやっております。３級、４

級、５級のレベルではありますけれども、北

中３５名、美中４３名ということで取り組ん

でいる状況にあります。ただ、これも、ここ

までやったらいいという話ではございません

ので、今回の新しい学習指導要領の基本的な

ところは言語活動。言語活動というのは、何

も日本語だけの話ではなくて、そういうもの

を含めて理解力をということでありますの

で、この英語につきましてもしっかり取り組

んでまいりたいというふうに思っております

し、実は、小学校でも、もう既に進めており

まして、先ほどの答弁の中で２年前倒しで

やっているということでございます。今後は

３５時間、週１時間というペースではありま

すけれども、その中でしっかり対応してまい
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りたいというふうに思います。

以上です。

○議長（小林 勲君） 以上で、１０番杉原

重美さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、１４時といたします。

午後 １時５３分 休憩

────────────────

午後 ２時００分 再開

○議長（小林 勲君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、８番坂田美栄子さん。

○８番（坂田美栄子君）〔登壇〕 私は、２

項目３点についてお伺いをしたいと思いま

す。通告してございますので、適正なる御答

弁をいただきたいと思います。

まず最初に、いじめの問題なのですが、こ

のいじめ問題は一時期社会問題として大きく

取り上げられてきました。今では落ちついた

ように思われておりますが、道教委が本年度

に行ったいじめ問題への取り組み状況調査の

結果によりますと、学校が認知したいじめの

件数は、前年度に比べると１８３件増加して

います。被害を受けた子供のうち、不登校と

なったり保健室登校となっている状況にもあ

ります。

美幌では、しっかり取り組まれていること

と認識しているところですが、状況と対応策

についてのお考えがあればお聞かせいただき

たいと思います。

次、不登校問題についてです。不登校問題

については、教育専門相談員の方が中心と

なって取り組まれているということは十分承

知しているところですが、特効薬が見つから

ないというのも現状なのではないでしょう

か。都市では、勉強のおくれから、不登校が

長引くなど悪循環となることから、学習指導

を引き受ける家庭教師ビジネスが急増してい

るようです。不登校やひきこもりの子を持つ

親には、どうにかしたいという切実な思いが

ありますが、経済的な余裕もない家庭がふえ

ております。本来は、公的サポートを受けら

れるべきものですし、昨年４月に施行された

子ども・若者育成支援推進法では、訪問支援

の理念を明確に打ち出しており、その具体化

が行政に求められていますが、教育委員会と

しての考え方があればお聞かせいただきたい

と思います。

次に、福祉行政のＤＶに関する相談窓口と

支援体制についてということですが、ＤＶと

は、ドメスティックバイオレンスのことで、

同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こ

る暴力行為ですが、近年では、同居の有無を

問わず、元夫婦や恋人など近親者間において

起こる暴力行為全般を指す場合もあります。

配偶者からの暴力事案の対応状況について

は、全国的には年々増加しており、２００２

年で１万４,１４０件、２００９年で２万８,

１５８件と２倍になっております。その内訳

を見ますと、婚姻関係が全体の７２.８％、

相談者の性別では女性が圧倒的多数で９８.

８％ですが、男性が被害者である場合も少な

くなく、相談件数も増加している状況にあり

ます。

北海道では、女性によるＤＶが男性の殺人

に発展した事例もあったことから、男性の一

時保護の検討も始めているということです。

いずれにしても、相談窓口と支援体制づくり

が必要だと強く感じているところでございま

すが、町としての考え方があればお聞かせい

ただきたいと思います。

もう１点、児童虐待について、児童虐待に

対する相談窓口と支援体制についてというこ

とですが、近年、全国各地で児童に対する虐

待による死亡や傷害事件が相次ぎ、大きな社

会問題となっています。そのため、児童福祉

法及び児童虐待の防止等に関する法律が改正

され、児童虐待防止対策の充実、強化が図ら

れてきました。虐待防止への対応が地域に根

づいていくためには、町民の理解と協力が不

可欠となってきています。

町としては、子育て支援相談窓口の体制が

整っていると思われますが、密室の中で起こ
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る状況ですので、地域との連絡体制がしっか

り整備されていかなければならないと考えて

います。相談窓口と支援体制についての考え

があれば、お聞かせいただきたいと思いま

す。

以上、４点について、前向きな答弁をお願

いしたいと思います。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 坂田議員の

質問にお答えを申し上げたいと思います。

１の教育行政については、後ほど教育委員

会のほうから御答弁を申し上げたいと思いま

す。

初めに、福祉行政についてのＤＶに対する

相談窓口と支援体制にということでございま

す。ＤＶ防止法は、配偶者からの暴力を防止

し、被害者を保護するため、平成１３年１０

月に法律が施行され、本町においては、ＤＶ

防止法に基づいて広報やホームページなど

で、夫やパートナーからの暴力やストーカー

行為など悩んでいる人に対し、随時相談の受

け付け体制を行っております。

ＤＶの相談窓口は、総務部住民活動グルー

プが担当となっておりますが、相談の内容に

よっては、民生担当、公営住宅担当、教育委

員会など関係部局との連携を図り、必要に応

じて、美幌警察署、オホーツク総合振興局、

配偶者暴力相談支援センター、さらには民間

団体のウイメンズきたみなどへつなげる体制

をとってきているところであります。

本町のＤＶに対する相談件数につきまして

は、平成１９年度は２件、平成２０年度は６

件、平成２１年度は３件、平成２２年度２月

末で１件という状況になっておりますが、今

後においても、ＤＶ等の被害者がいつでも相

談できるよう、各関係機関と連携をとりなが

ら取り組んでまいりたいと考えております。

次に、児童虐待に対する相談窓口と支援体

制についてでありますが、厚生労働省の発表

によりますと、平成２１年度に全国の児童相

談所で対応した児童虐待相談対応件数は４万

４,２１０件で、対前年度比１０３.６％と

なっており、依然として増加傾向にありま

す。特に、子供の命が奪われるなど、重大な

事件も後を絶たない状況において、児童虐待

問題は社会全体で早急に解決すべき重要な課

題となっております。

こうした状況を踏まえ、国は平成１６年に

児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法

律を改正し、これまでは主に児童相談所及び

警察が中心となって対応しておりましたが、

市町村においても児童相談に応じることと

し、児童相談事務を適切に行うために必要な

体制を整備するなど、児童相談にかかわる主

体をふやすとともに、その役割を明確化する

ことにより、地域における児童相談体制の強

化を図っております。

このようなことから、美幌町におきまして

は、平成１７年１１月に美幌町、児童福祉関

係として民生児童委員、主任児童委員、人権

擁護委員、北見児童相談所、ＮＰＯマイス

ペース美幌及び美幌町青少年育成協議会、保

健医療関係として美幌医師会及び北見保健

所、教育関係として教育委員会を初め校長

会、美幌高等学校、美幌農業高等学校及び各

幼稚園、警察司法関係として美幌警察署等を

構成員とし、要保護児童対策地域協議会を設

立したところであります。

御質問の相談窓口については、民生部児童

支援グループが窓口となり、相談事案につい

て主たる担当者からなる受理会議を開催し、

調査等を行い、北見児童相談所に報告し、緊

急を要する場合は、一時保護または立入調査

となる判断を行っている状況にあります。こ

の後、各関係機関、北見児童相談所及び美幌

警察署と連携を図り、各関係機関などの担当

者による個別ケース検討会議を開催し、事案

に対する認識の共有を行い、支援方針の確立

と役割分担を決定し、児童虐待の防止に努め

ているところであります。

要保護児童対策地域協議会の設立により、

多数の関係機関が参加し、それぞれの役割を

担いながら対応を検討する仕組みがつくら

れ、より迅速に包括的な支援ができる基盤が
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整備されておりますが、今後、さらによりよ

い支援を実現するため、関係機関や地域住民

との積極的な連携強化や多様化するケースに

対応するための専門性の強化に努めてまいり

たいと存じますので、よろしくお願いをいた

したいと思います。

以上、御答弁を申し上げました。よろしく

お願いをいたしたいと思います。

○議長（小林 勲君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君）〔登壇〕 それで

は、教育行政について御答弁を申し上げたい

と存じます。

いじめ問題についてであります。いじめ問

題につきましては、北海道の実態調査によ

り、平成２２年の４月から１２月９日までに

認知した件数は、全道で３,６４０件であり

ます。このうち、解消したものは３,１７４

件であり、その割合は８７.２％となってい

ます。

本町における本年度の調査は、アンケー

ト、教育相談などにより、児童生徒からいじ

めを見たり聞いたりしたなどという子供が訴

えた件数は、小学校で１４０件、中学校で４

件ですが、学校が適切に対応し、いわゆるい

じめと認知した件数は、小学校、中学校とも

に報告はございません。そのいじめとして認

知しなかった理由として、調査の回答が、悪

口を言われた、たたかれた等の内容であり、

担任の日ごろの見取りをもとにした判断と、

生徒指導部を中心とした全体的な検討の結

果、この調査では、いじめには該当しないと

判断したためです。

児童生徒の相談先としては、学級担任、学

級担任以外の教職員、教育相談員、保護者や

家族など複数の機関等に相談していることが

判明しており、児童生徒にとって相談しやす

い状況にあると考えているところでありま

す。このいじめ問題に対する日常の取り組み

としましては、常に実態の把握に努めるとと

もに、早期の対応が不可欠であり、子供たち

の目線に立ち、いじめを受けた児童生徒の立

場に立った的確な判断をとることが重要であ

り、そのためにも、学校においては、まず一

つ目として、いじめの定義等の自己点検確認

徹底として、「当該児童生徒が一定の人間関

係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受

けたことにより精神的な苦痛を感じているも

の」という、いじめの認識を日々新たにし取

り組むこと。二つ目として、学校における対

応体制の基本確認徹底として、いじめはいつ

でもどこでもあり得ることを深刻に受けと

め、学校のみでの解決に固執することなく、

学校外の対応についても消極的にならず、ま

た、ささいな問題も軽視することのないよ

う、徹底していじめられた児童生徒を守り通

すという認識を教員一人一人が日々新たにし

て取り組むことの２点を確認し、常日ごろか

らの体制、点検の徹底を図っております。

さらに、各学校の具体的対応状況としまし

ては、一つ目として、職員朝会、職員会議等

における教職員の意識啓蒙、取り組み徹底の

指示及び生徒指導関係の報告、連絡、相談な

ど情報を共有しつつ、学校一丸となって取り

組みを徹底すること。二つ目として、全校集

会による全児童生徒へのいじめ問題の指導啓

蒙、三つ目として、生徒指導委員会等による

いじめ対策体制の充実、四つ目として、参観

日等行事ごとの保護者懇談の実施、五つ目と

して、危機管理マニュアルによる具体的対応

確認徹底、六つ目として、情報の収集と保護

者向け相談窓口明示並びに周知徹底、七つ目

として、教育相談や教師、生徒の触れ合い活

動を通じた生徒理解、コミュニケーション活

動の強化、八つ目として、学校だより、学級

通信、啓蒙チラシ等による全児童生徒、保護

者への啓蒙・啓発などを初め、２者面談、３

者懇談等による情報収集、相談の実施等を含

め、種々の対応を講じ、今後も継続して、教

育関係者はもとより、関係機関、団体並びに

家庭や地域社会との連携協力のもとに、一層

の取り組み徹底を図ってまいりたいと考えて

いるところであります。

２点目の不登校問題についてであります。

美幌町における不登校児童生徒の状況につき
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ましては、３０日以上の欠席児童生徒数は、

平成２１年度の数値では、小学校で６人、在

籍比０.５２％、約１９１人に１人、中学校

で１３人、在籍比２.４１％、約４１人に１

人、合計では１９人で在籍比１.１３％、約

８８人に１人となっており、合計で、平成２

０年度より１名ふえております。

不登校になったきっかけと考えられる状況

ですが、小学校では、家庭内不和が３人、教

職員との関係をめぐる問題が１人、家庭の生

活環境の急激な変化が１人、その他が１人と

なっています。中学校においては、いじめを

除く友人関係をめぐる問題が９人、教職員と

の関係をめぐる問題１人、その他本人にかか

わる問題２人、不明１人となっております

が、これらの問題は、ある特定の事情だけで

はなく、さまざまな問題が複合して起こり得

る実態にあります。

学校、あるいは相談員の対応として、不登

校問題について、研修会や事例研究会を通じ

て全教師の共通理解を図り、すべての教師が

当該児童生徒に触れ合いを多くするなどし

て、学校全体で指導に当たっております。ま

た、授業方法の改善、個別の指導など、授業

がわかるように工夫を行い、登校を促すため

電話をかけたり迎えに行く、あるいは、家庭

訪問を行い、学業や生活面での相談に乗るな

ど、さまざまな指導、助言を行ってきまし

た。その結果、登校できるようになった者も

いるところであります。

御指摘のサポートの状況ですが、学校はも

とより教育相談室、民生部の児童支援グルー

プ、保健相談としては保健師、心療内科への

受診、さらには児童相談所が対応しておりま

す。教育相談室の相談員は、訪問による相談

も行っていますが、訪問されることに抵抗が

ある家庭も多く、相談の押し売りとならない

よう苦慮しているところです。実際には、不

登校による学習面だけではなく、生活支援も

必要とする場合もあり、民生部と連携の上、

取り組んでおりますが、時間のかかる問題で

もあります。

また、学業の支援としては、フリースクー

ルではありませんが、教育相談室の相談員が

サテライト授業として、不登校児童生徒の自

習の支援を行っています。今後とも、このよ

うな活動を行いながら支援体制の強化を図

り、教育関係者はもとより、関係機関、団体

並びに家族や地域社会との連携、協力のもと

に不登校を根絶すべく、一層の取り組み徹底

を図ってまいりたいと考えているところであ

ります。

以上、御答弁申し上げました。よろしくお

願いします。

○議長（小林 勲君） ８番坂田さん。

○８番（坂田美栄子君） まず最初に、いじ

めの問題から再度質問させていただきたいと

思います。

今、教育長から御答弁いただきましたが、

本当に本町ではいじめの状況はない、それか

ら、児童生徒にとっても相談しやすい状況を

つくっている。また、学校全体の取り組み状

況についても徹底した取り組みをされてお

り、すばらしい取り組みだなという意味では

理解をしているところですが、残念なこと

に、このいじめ問題というのが、社会問題と

して大きく取り上げられても久しいのです

が、社会全体がいじめに対する有効な対策を

見つけられず、現在、いじめ、自殺などの多

くの悲劇が生まれているのも事実として上げ

られています。

今回、私がこの質問をさせていただきまし

たのは、学校全体、それから、このようにす

ばらしい取り組みはされているのですけれど

も、本当にこれでいいのかなという私の思い

を聞いていただきたいなというのがありま

す。

というのは、今、学校では、子供たちに学

ぶ喜びが与えられていないのではないかなと

いう思い、それが一つ。それから、家庭で

も、生きる喜びというものを与えられていな

いのではないかな、そんなところが問題に

なっているのではないかなというふうに私は

とらえているところなのです。本当に子供た
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ちが、学ぶこと、生きることに希望を持つこ

とができないという意味をなしているのでは

ないかなということなのですが、教育とは、

私は希望だと思うのです。教育が本当に子供

たちの育ちを支え、可能性を開くものになれ

ば、死に至るようないじめというものは、自

然に消えていくのではないかなというふうに

私自身押さえているところなのです。

昔は、確かに私たちが育ったころは、いじ

めもありましたし、子供の中の社会全体とし

て、その中にボスがいて、子分がいてという

環境の中でも、きちんと社会性というものが

身についてきた状況を考えたら、一番わかる

のではないかなというふうに、私は、そうい

うことをこれから望むわけではありません

が、やりすぎもよくないのではないか。か

えって、子供たちに、きちっと整えてしまう

ことによって、考える力も生きる力もなく

なっていくのではないかなというふうに、私

としては考えているところです。

では、どうすればいいのかということにな

ると、私たちは、学校で、地域の中で、伸び

伸びと自分たちの考えをしっかり相手につた

えることができる、発表ができる、行動がで

きる、そういうような地域でのみんなの支え

も必要なのではないかなというふうに思いま

す。そこで、例えばの話ですが、それぞれの

役割があって、学校の取り組みの中では、い

じめない、いじめを許さない学校づくり、教

師の役割としては、いじめをなくす教師の役

割、子供たちの役割とすれば、あなたの身の

回りにいじめに遭って苦しんでいる人はいま

せんか、そういうことを悟ってあげる役割、

それから家庭の役割としては、生きる力の源

は家庭であります。地域の役割は、子供の健

全育成は地域みんなの責任です。相談窓口と

いうのは、不安、悩み、不満、一人で悩まな

い、苦しまないという、それを助けてあげる

役割ではないかなというふうに思います。こ

の役割が守られれば、いじめはなくなるのか

なとは思うのですが、簡単なことではありま

せん。

そこで、学校内外で子供たちの生活指導を

する、例えば学校支援ボランティアを養成す

るとか、そういう考え方も必要になってくる

のではないかなという思いがありますが、こ

ういうことについて、教育長の考えがあれば

お聞かせいただきたいと思います。

○議長（小林 勲君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） まず、冒頭、美幌

の小中学校の中で、いじめがどういう状況に

あるか。先ほどの答弁の中で、さまざまな対

応策をお話し申し上げましたが、実は、これ

にしても、今のところこういう対策、対応

が、ある意味で功を奏しているのだろうとい

うふうに思いますが、これはちょっと変わる

と、道内でもございましたし、内地でもいろ

いろ悲惨な状況に至った例がたくさんござい

ますけれども、これは正直言って、あすは我

が身、こういう状況に私はあるというふうに

認識をしています。ですから、先ほどいろい

ろお話を申し上げましたが、今、このことで

一生懸命頑張っています、しっかり取り組ん

でいます。そのことを、さらにそういう事態

に至らないように、これをさらに認識を深め

ていくということが大事だろうというふうに

思っていますので、決して先ほど申し上げた

ことが、これですべてというふうには全く

思っていないということを、まず御理解をい

ただきたいというふうに思います。

それから、坂田議員、今、いろいろお話を

いただきましたが、認識としては全く同じで

あります。つまり、学校においても、児童生

徒間においても、あるいは家庭においても、

地域においても、それぞれの役割というのが

あるはずなのです。その中で、それぞれの役

割をしっかり果たすことによって、いじめが

根絶できればいいのですが、子供たちの間の

中で、いじめという言葉が適当かどうかわか

りませんが、いろいろな摩擦ですとか、ある

意味ではそういうことを乗り越えてというこ

ともあるのだろうと思いますが、いわゆる世

間で言われているようないじめというのは、

それぞれの立場の者が連携をすることによっ
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て、根絶に向けて進んでいけるのではないの

かなというふうに思っています。

ちょっと前置きが長くなりました。今、御

提案がありました、いわゆる学校内外での生

活支援といいましょうか、まさにこれも学校

支援本部事業でさまざまなものを展開してい

るとか、あるいは、御承知のとおり、青少年

に対する対応、委員長いらっしゃいますけれ

ども、そういう取り組みもしています。これ

が、例えば、学校内外で生活支援をサポート

できるボランティアを募るという話になりま

すと、学校の中でそういう活動を展開すると

いうのは、なかなか厳しいのだろうというふ

うに思います。そのかわりというわけではあ

りませんが、地域の皆さん方が、小中学校、

学校参観日、学級参観日のみならず、地域の

方々が、地域の子供たちがどう生活している

のだろうか、どう学校で生活しているのだろ

うか、ぜひそちらのほうに顔をひとつ向けて

いただいて、学校授業を参観いただきたいと

いうふうに思います。つまり、そういう中

で、子供たちがどのような生活を学校の中で

送っているのかということを、まず御認識を

いただければなというふうに思います。

それから、学校外といいましょうか、登下

校、あるいは帰ってからのことですけれど

も、これも教育委員会のみならず、民生部サ

イドでもさまざまな事業を展開しております

し、登校、あるいは下校時の子供たちの見守

りも実はしていただいております。つまり、

何か新たなものをつくってこうやると、いろ

いろなものが解決できるということではない

のだろうというふうに思いますので、さまざ

まな面、いろいろな方向から、いじめのみな

らず、子供たちを見守っていただくというこ

とを考えていければというふうに思っていま

す。

○議長（小林 勲君） ８番坂田さん。

○８番（坂田美栄子君） 今、教育長が答弁

いただいたように、新たなものとなると、取

り組むということになると、なかなか大変な

ことなのかなという思いも十分わかるような

気がいたします。例えば、今、登下校の見守

りを十分やっているのも、私も承知しており

ますし、あいさつ運動ということで、声かけ

運動もやっているのも十分承知しておりま

す。それに加えて、例えば、地域の青少年相

談員の方ですとか、民生児童委員の方ですと

か、保護司会の方、女性の会の方、ＰＴＡの

方、そういう方々と生徒が設定したテーマに

基づいて、例えば、生徒の司会でグループ討

議を始めるとか、そういうこともできないこ

とではないのかな、やられている少年の主張

も、私も何回か聞かせていただいております

し、そういうことも必要なことだけれども、

自分たちで企画をして地域の人たちに声をか

けて、そういう機会を持つということも、一

つの方法としてもあるのかなと、そんな思い

もしております。

いじめのことについては、先ほど詳しく御

答弁をいただきましたので、了解をしたいと

は思いますけれども、やはり今後に向かっ

て、子供たち、今、何が必要かというと、コ

ミュニケーション不足というか、相手とのコ

ミュニケーションが非常にとりづらい状況に

なっているというのは、間違いないことなの

かなというふうに思うので、地域の人たちと

のコミュニケーション、自分の友達同士との

コミュニケーション、年齢差とかいろいろな

ところでのコミュニケーションが、これから

必要になってくるのかなという思いがありま

すので、そんなことも含めて、今後の取り組

みとして向かっていってはどうかなという思

いを伝えたいと思いますが、今すぐできる、

できないではなくて、今後の大きな課題の一

つでもあるのかなというふうな押さえでおい

ていただきたいなというふうに思います。も

し、そのことについて、考え方がありました

らお聞かせいただきたいと思います。

○議長（小林 勲君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） お話としては本当

によくわかりますし、思いは同じでありま

す。

先ほど、児童生徒たちの企画でというお話
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も、これも一つの方法だろうというふうに思

います。ちょっと答弁が長くなりますが、思

いをお互いにお伝えするということでお話を

させていただきたいというふうに思いますけ

れども、いろいろな場面というのは、そうい

うことも含めてというふうに、私は考えたい

というふうに思います。コミュニケーション

不足、まさにそのとおりだというふうに思い

ます。これも教育委員会の事業の中で、社会

教育が中心にさまざまな児童生徒、あるいは

博物館もそうでありますけれども、いろいろ

な事業を展開しておりますので、その中で、

他の子供たちと、あるいは他の学校の子供た

ちと接触をするとか、通学合宿などもそうで

すけれども、そういう中で、子供たちがそれ

ぞれお互いに接することで、そういうものを

解消していければなというふうに思っていま

す。

有効な手だてといいましょうか、方法があ

れば、これは決して新たな事業として取り組

むことについては、何ら問題はないというふ

うに思いますし、そういうことは、やはり試

行していかなければならないというふうに

思っています。

○議長（小林 勲君） ８番坂田さん。

○８番（坂田美栄子君） このいじめの問題

についても、再度質問していこうと思ってい

ます不登校問題についても、取り組む姿勢と

いうのが大事ではないかなというふうに思っ

ていますので、今後、課題をたくさん背負っ

た中で、解決の方向で進んでいっていただき

たいなというふうに思います。

次、不登校の問題なのですが、この不登校

の問題についても、学校全体で授業の方法、

それから個別指導、わかりやすい授業の工夫

など、さまざまな取り組みをされていること

はよく理解をしているところでございます。

さきにも申し上げましたように、いじめの問

題についても、この不登校の問題について

も、複雑、それから多様化した社会の情勢の

ひずみが、子供たちにあらわれているのが現

状なのではないかなというふうに、私として

も認識をしているところです。学校の子供た

ちの社会性を磨き、自分の持っている力を一

番発揮できる場所というのは、学校ではない

かなというふうに思っておりますので、今、

不登校に悩んでいる子供たち、一日も早い登

校に向かっての努力をしていただきたいなと

いうふうに思います。

それで、生徒指導に詳しい道教大の教授の

話によりますと、現在の道内の教員は昔と比

べて多忙である、子供とじっくり向き合う時

間が少ない。それから、子供が問題行動を起

こす背景、根本的な原因を理解してやる余裕

がないということも言われておりますが、こ

の点について、美幌の現状としてはどんな押

さえでいるのかという思いもありますので、

もし聞かせていただけるところがありました

ら、お願いをしたいと思います。

○議長（小林 勲君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） 今、教職員の多

忙、子供たちと接する時間が少ないという御

指摘がございました。ある面で、そういう部

分ございます。ただ、私、先生方にぜひお願

いをしているところでございますけれども、

小学校、中学校、教師を目指して教師になっ

たわけですよね。だから忙しくてもいいのだ

と言うつもりは全くございませんけれども、

その思いで、ぜひ子供たちと接していただき

たいというふうに思っています。

余り踏み込むと、いろいろあるのですけれ

ども、先生方、確かに土日、あるいは長期休

業中、例えば冬休み、夏休み、子供たちのク

ラブ活動ですとか、そういう形で一生懸命携

わってくれている先生も多いですし、教員の

中で、美幌町の社会体育指導員ですとか、そ

ういう形でいろいろかかわっていただいてい

る。あるいは、スポーツの少年団の指導も一

生懸命やっていただいているとか、本当に頑

張ってくれている先生がいます。その中で、

もっともっと本当は余裕があればよろしいの

でしょうけれども、今、片一方で、学校の授

業数ですとかそういうことからいきますと、

なかなか厳しいだろうなというふうに思って
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います。

話があちこち飛んで申しわけないですけれ

ども、きょうもテレビ、朝ちょっと見ていま

したら報道されていましたけれども、先生方

の定員、それから正職員ではない、期限つき

と言っているのですが、その先生方の数が非

常に多いです。このことが、もちろん金にか

かわっての話でもあるのだろうとは思います

けれども、十分な先生方の手当がなされてい

ないという問題も片一方であります。ことし

から、小学校１年生３５人学級と言っていま

す。これは、道教委としては、もう既に３５

人学級を進めていますけれども、そういうよ

うなことからいけば、先生の数はやはり、私

としてもまだまだ足りないというふうに思っ

ています。そういう意味では、先生方も大変

な状況にあるのだろうなと、そういう認識で

います。

○議長（小林 勲君） ８番坂田さん。

○８番（坂田美栄子君） 美幌の状況として

は、そういうこともあり得るという理解をし

つつも、先生の確保という意味では努力して

いただきたいなというふうに思います。

もう一つのほうでは、例えば町村の段階に

おいては、子供の不登校に対して、学習指導

を引き受ける家庭教師ビジネスというのは、

まだ浸透はしておりませんが、都市部では、

やはり学習に対する危機感を持っている親も

多くて、家庭教師ビジネスというのが急に成

長しているところもあり、そういう業者がこ

の２年間で３倍近くに膨れ上がっているとい

うことも聞いております。

美幌の状況は、先ほど答弁いただきました

ように、相談員の方も訪問相談をしながら、

不登校の児童生徒の学習を見るとか、学習支

援事業としてサテライト授業などに取り組ん

でいるという状況も知っておりますが、少し

でも子供たちが学校に通える状況、不登校を

解消できる状況を、子供とともに状況を改善

していく努力は続けていっていただきたいな

というふうに思って期待をしているところで

す。

それで、昨年に、こういう不登校ですと

か、ひきこもりの関係で、子ども・若者育成

支援推進法というものもできておりまして、

その絡みとして、美幌町としては、新たな取

り組みを考えているのかどうか、そこら辺の

ことについても、説明できるものがありまし

たらいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

○議長（小林 勲君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） この不登校に至っ

てしまった子供も親も、実は本当に悩んでい

ます。不登校に至った状況が、学業不振だけ

でということであれば、ある意味では、その

部分を解消してやれば学校に通えるというこ

とになるのでしょうが、先ほど申し上げまし

たが、不登校に至ったケースというか、その

状況というのは、本当にさまざまな問題、一

つではございませんし、二つ、三つが重なっ

てとか、そういう問題がございますので、い

わゆる学習指導ビジネスですか、こういう話

の中で解決がつくお子さんも中にはいるかと

思いますけれども、決してそういう問題だけ

ではないということを、まず御認識をいただ

ければなというふうに思います。

今、教育委員会の不登校問題相談員、それ

と教育専門相談員、二人で分担しながらいろ

いろやっておりますけれども、これは決して

相談員が独自でやっているわけではございま

せんで、当然のことながら、家庭とも、まず

第一義的には学校、それから学校の不登校な

り、そういう問題を抱えた担任の先生との連

携がなければ、うちの不登校問題相談員、あ

るいは教育専門相談員の対応だけでは効果は

上がらないというふうに思っていますので、

そういう状況での連携は十分にやっていると

いうことであります。

先ほど、子ども・若者育成支援推進法、２

２年４月施行ということでありますが、今、

小中学校の児童生徒に対する対応について

は、まずは教育専門相談員、あるいは不登校

問題相談員、その中で展開をしているサテラ

イト授業、それらを効果的に運用することに
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よって進めてまいりたいというふうに思って

います。

サテライトに通ってくる子、その年度に

よって若干変動はございますけれども、サテ

ライトに通ってきて高校に進学できるとか、

そういう実績も実は上がってきています。フ

リースクールという考え方ではないのです、

基本的には学校でそういう問題が生じたとき

には、ぜひ、この教育専門相談室においでい

ただいて、そこで心も、それから学業も含

め、さまざまな相談に乗ることによって、ま

た学校に戻ってしっかり学業に専念していた

だきたい、そういう考え方で進めております

ので、まずはそれをしっかり進めてまいりた

いと、このように思います。

○議長（小林 勲君） ８番坂田さん。

○８番（坂田美栄子君） 教育長の言わんと

するところは十分理解したつもりでございま

すので、いじめの問題、不登校の問題につい

ては、引き続き少なくなるように期待をしな

がら、教育問題についてはこの点で終わらせ

ていただきます。

次、ＤＶに関する相談窓口と支援体制につ

いてですが、ＤＶについては、身体的虐待、

精神的虐待、性的虐待、経済的暴力、社会的

隔離などがありますが、一般的に暴力を好意

的に受けとめる人は極めて限定的ではありま

すが、ＤＶの被害者に対して、別れればよい

と言われる方もいらっしゃいますが、そうい

う単純な解決法ではないと思っています。基

本的に重要なのは、単純な暴力行為だけでは

なくて、暴力の合間に見せる、わずかな見せ

かけの優しさに被害者の加害者に対する信頼

が戻ってしまうということが重要なポイント

となり、ＤＶの解決において、加害者だけで

はなくて、被害者もカウンセリング等の対処

が必要とされております。

答弁にありましたが、広報やホームページ

での相談の受け付け体制だけでは、悩んでい

る人には知らされる機会が少なすぎると思い

ますが、例えば、名刺くらいの大きさでいい

のですけれども、色画用紙を切ったものでも

十分かと思いますけれども、相談窓口、電話

番号、そういうものを書いたカードを、例え

ば公共施設の窓口に置きますとか、公共施設

の出入り口のカウンターに設置するとか、ト

イレ等に何気なく目につく場所に置く方法も

考えられるとは思うのですが、その点につい

てはいかがお考えでしょうか。

○議長（小林 勲君） 総務部長

○総務部長（浅野俊伸君） ドメスティック

バイオレンスの関係につきましては、いろい

ろな方法で、今、取り組みを、国を初めやっ

ているところでございます。今おっしゃった

ように、被害者の方が直接警察へ行かれる場

合、あるいは、私どものところに相談に来る

ということで、人権擁護委員を通した中で相

談をしたり、直接、人権相談員の個人の家に

相談へ行く場合もあると聞いております。私

どもは、網走支庁にあります配偶者暴力相談

支援センターのほうに、その内容等について

つないでいくという役割を担っているのかな

と思っております。

それで、今、坂田議員がおっしゃった、な

かなか相談場所がわからないという部分につ

きましては、今後、そういった形で対応がと

れるものにつきましては対応していきたいと

考えますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

○議長（小林 勲君） ８番坂田さん。

○８番（坂田美栄子君） ＰＲのためのカー

ドを置いていただけるということなので、早

急に対応していただきたいなというふうに思

います。

それと、ＤＶの被害は圧倒的に女性です

が、近年は男性の被害者も出てきているとい

う状況にあります。このことについては、今

後の取り組みとしていかなければならないと

いうところですが、美幌の状況としては、男

性の被害者からの相談件数はないものと認識

しているところでございますが、美幌町にお

いては、今後、男性の場合の相談窓口も検討

する必要があるのではないかなというふうに

思いますが、その点についてはいかがお考え
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でしょうか。

○議長（小林 勲君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 特に、女性、男

性という区分けはしておりません。今の段階

で、住民活動グループがそういった問題の窓

口になっているわけでございますが、その中

で、男性、女性からの相談という部分で、実

際に私ども相談を受けた中で、お話ししたこ

とによって気が楽になって帰っていかれる方

も中にはいらっしゃいますけれども、なかな

か奥深いものがあるものについては、私ど

も、到底解決できる部分ではありませんの

で、先ほど申し上げました、支庁にあります

配偶者等暴力相談支援センターのほうにつな

げるとか、直接、保護命令の申し立てのため

に地方裁判所のほうに行くとか、そういう制

度がございますので、そういった対応の中で

つなげていくという方法しかないのかなとい

うことで、現段階では考えているところであ

ります。

○議長（小林 勲君） ８番坂田さん。

○８番（坂田美栄子君） 今、総務部長のほ

うから御答弁いただきましたけれども、きち

んとした相談窓口でなくてもいいのですが、

どこに相談をしたらいいかという連絡先と

か、そういうところをやはりわかりやすく示

してやる必要があると思います。そのことに

ついては、早急に対応していただきたいと思

います。

次、児童虐待のことについてですが、児童

虐待については、先ほど答弁いただきました

ように、さまざまな関係団体との連携がなけ

れば解決の道を探ることも、糸口を見つける

こともできないのかなという思いでおりま

す。児童虐待は、道内でも着実に件数がふえ

ています。児童虐待防止法が施行された２０

００年度には６３８件でしたけれども、２０

０９年度には１,６７５件とふえてきている

状況にあります。ただ、この中には、児童虐

待への関心や認知度が高まって、通報がふえ

た面もあると思いますが、単純に件数がふえ

ている面もあると聞いております。ただ、子

育てをしている親たちの７割が、つらいとか

困難と感じていている人が多く、最近では、

周囲の協力がなくて、親だけで子育てをして

いる家庭が多くなってきているということも

あって、虐待につながっているというデータ

も出ておりますので、美幌としては、地域社

会が子育てをする環境を考えていく必要があ

るのではないかなというふうに思っておりま

す。

虐待の背景にある問題としては、親が失業

をした世帯や生活などの経済的困難を抱えた

世帯が７２％となっています。生活基盤の弱

さや貧困は明らかで、５年以内に転居歴があ

る家庭が５３％、社会的孤立を招く危険性も

高く、虐待につながっていくケースが多いと

言われていますので、各団体の連携が必要な

ことは言うまでもなく大事なことだと思って

いますので、美幌の町の中でそういう例も

多々聞くのかなというふうに思いますが、先

ほど言われておりましたけれども、どのよう

な地域の連携をとっていったらいいのか、も

しお考えがありましたらお聞かせいただきた

いと思います。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 坂田議員おっしゃる

ように、もう一度、子供は地域でというよう

な精神に立ち戻る必要があるのではないかな

と思っております。

新聞だとかテレビを見ると、我々が育って

きて、あるいは、我々が子育てをしていたと

きとは全く状況が違うような、今、現象が起

きているということで、そう嘆いてばかりお

られませんので、対処するということで、先

ほど言いましたように、いろいろな関係機関

が、いろいろな意味で連携をとっていくと、

情報交換を含めて。そのことで早期発見する

し、また、抑止力にもつながるということだ

と思いますけれども、先ほどのドメスティッ

クバイオレンスと同じように、コミュニ

ティーの希薄化だとか、いろいろな要因が重

なっているのだろうなと。昔であれば、何か

あればすぐ外に声が聞こえたり、子供の状況
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を見たらわかるということですけれども、最

近は希薄化しているということでありますけ

れども、我が町においては、先ほど言った団

体、機関だとか、そういうところとしっかり

連携をとる。そして、子供が日常的に一番時

間を多く費やす、例えば保育園、学校でもう

ちょっと目を光らす、社会でも目を光らすと

いうことが極めて重要ではないかなと。ドメ

スティックということは、なかなか見えにく

いところで行われてるということであります

から、監視するということではなくて、子供

をすこやかに育てるという目線で見ていくこ

とが重要ではないかなと、そんなふうに思っ

ております。

○議長（小林 勲君） ８番坂田さん。

○８番（坂田美栄子君） 虐待を受けた子供

を守るための情報共有ということについて

も、大事なことかなというふうに思います。

例えば、厚労省とか文科省が定めた指針どお

りの文書によって、状況提供を求められてい

るというのがありますけれども、児童相談所

自体がなかなか情報を提供していない、そう

いう事例もありますので、自治体として情報

を共有しながら、対策の具体化というのも今

後必要になってくるのかなというふうに思い

ます。

特に、連携をとっていくためには、地域の

情報、国、道から流れてくる情報をもとにし

て、地域連携プレイで子育てをしていかなけ

ればならないということが大事なことかなと

いうふうに思っていますので、児童相談所、

警察署、いろいろなところそれぞれにかか

わってやることではなくて、一連して情報を

きちっと流して、それで連携をとっていかな

いと、そういう問題というのは解決していか

ないかなというふうに思います。

特に、小さい子供というのは、家の中、密

室の中で起きることが多いので、そういうい

ろいろな情報を各家庭にも流してやることも

大事、それから、連携している団体にも情報

提供しながら活動していかなければならない

状況かなというふうに思っていますので、こ

れから美幌町でも要保協というのがつくられ

ておりますよね。そことの連携も大事なこと

かと思いますので、そこら辺のことも十分わ

かった上で対応していただければというふう

に思いますが、そのことの関連も含めて御答

弁いただきたいと思います。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 要保護児童対策地域

協議会のことだと思いますけれども、そこに

構成しているメンバーも、それぞれの立場で

しっかりと見ていただく。そして、その中で

何か起これば、事あれば全体で情報を持って

対応をしていくと。

これは、対処療法的なこともあると思いま

すけれども、我々この児童虐待の主な内容を

見ると、身体的に虐待するということと、養

育を放棄すると、ネグレクトという部分があ

ると思います。女性は妊娠して出産するとき

に、非常にうつにかかるというようなことも

聞いております。出産うつというのですか。

そういうところで非常に不安になったりし

て、勢い、子供に行ったりということ。です

から、我々は町としてもプレママの教室をし

たり、子供支援センター、そういうところで

悩みを持ったお母さんたちが集まって、お互

いの悩みを言い合う、そして解消していただ

くと、そういった取り組みもしっかりしなが

ら、また事あれば、早い段階での対応が極め

て重要だと思います。

うちの担当も、実は、美幌で起きた例とし

ては、北見の児童相談所がなかなか動かない

ということで、相当厳しく、我々、児相にも

申し入れをして対処したという例もございま

すので、今後においては全体の連携をとりな

がら対応してまいりたいと、そんなふうに

思っております。

○議長（小林 勲君） 簡潔に、最後になり

ます。

８番坂田さん。

○８番（坂田美栄子君） 十分対応している

ところ、いろいろな相談窓口もたくさんあっ

て、子供を持ったお母さんたちが行きやすい



－ 82 －

場所は理解をしております。ただ、困ったと

きの連絡体制だけはきちっとわかるような、

そういうものをＰＲしていただきたいという

ことだけお願いをして終わります。

○議長（小林 勲君） 以上で、８番坂田美

栄子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、１５時１０分といたします。

午後 ３時００分 休憩

────────────────

午後 ３時１０分 再開

○議長（小林 勲君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、１番岡本美代子さん。

○１番（岡本美代子君）〔登壇〕 私は、さ

きに通告してあります３点、３項目について

質問いたしたいと思います。

まず１点目、医療行政についてです。在宅

療養について。

在宅療養について、町立国保病院はもとよ

り、診療科目の異なる開業医が１０医院もあ

り、町内の医療環境は比較的恵まれていると

考えています。町民一人一人がかかりつけ医

を持つという医療の目的から考えても、環境

は整っていると考えますが、国が推進する在

宅療養については十分ではないと認識してい

ます。町民からの要望がないのか、受け皿が

ないからなのか、その要因を把握できてはい

ませんが、町の地域医療政策として取り組む

考えがあるのかお聞かせください。

２点目といたしまして、保険行政について

です。国民健康保険限度額適用認定証の周知

について。

国民健康保険限度額適用認定証の周知につ

いて、入院での医療費自己負担額が一定額を

超える場合、窓口における支払いについて、

所得区分はあるものの、一定額を超える自己

負担相当額を窓口で支払う必要のない国民健

康保険限度額認定証制度が平成１９年から施

行されていますが、まだまだ広く認知されて

はいないと考えています。健康なときは、余

り関心がないといった問題もあるとは考えま

すが、町民が負担する高額な医療費の不安解

消のためにも、周知の徹底を図るべきと思い

ますが、町長の考え方をお聞かせください。

３点目といたしまして、地デジ対応につい

てです。地上デジタル放送用チューナーの無

償給付の現状についてです。

地上アナログ放送は、本年７月２４日で終

了し、地上デジタル放送へと移行します。こ

のため、アナログテレビを地上デジタル放送

対応に変えなければなりませんが、国は、地

上デジタル放送対応テレビを購入する方には

エコポイントをつけるなど、積極的な対応を

とってきています。総務省は、経済的な理由

で地上デジタル放送を受信できない方に対し

て、チューナーの無償給付を進めています

が、町内における支援の状況と、地デジ化に

向けた対応をお聞かせ願います。

以上、３点よろしくお願いいたします。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 岡本議員の

質問にお答えをいたします。

初めに、医療行政について、在宅療養につ

いてでありますが、在宅療養については十分

ではないとの御質問であります。在宅療養

は、医療、介護、生活支援などのサービスが

地域で一体的に提供することが求められてお

ります。本町においては、訪問看護ステー

ションが２事業所あり、平成２１年度におけ

る実績については、利用者数は述べ１,０７

１人、訪問回数では述べ７,３３８回となっ

ております。

訪問看護のサービス内容については、療養

上の世話と医療的な処置があり、療養上の世

話では、状態観察、情報収集、療養指導、相

談、これは本人、家族であります。整容、着

せかえ、認知症の予防、移動の支援、食事・

栄養の支援、排泄の支援、歯磨き・口腔清

拭、入浴介助、その他の内容を行っておりま

す。また、医療的な処置としては、服薬管

理、経管栄養の管理、カテーテル、尿であり

ますけれども、カテーテル管理、吸引の管
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理、気管切開の管理、呼吸理学療法、その他

の内容であります。

さらに、本町では、２医療機関が在宅療養

支援診療所として許可を取得し、２４時間体

制で往診や訪問介護を担っていただいている

ところであります。このことから、利用を希

望する方や、それを支えている医療機関、関

係機関が存在していることは事実であり、現

状を御理解いただきたいと存じます。

今後も、医療、看護、介護の連携を図ると

ともに、訪問看護ステーション、在宅療養支

援診療所などの２４時間の対応により、在宅

療養をさらに円滑に取り進め、個人への対応

はもとより、介護する家族への肉体的・精神

的な負担の解消と、不安を少しでも取り除

き、住みなれた地域で安心して過ごすことが

できるよう、関係機関との連携、協力体制の

充実と利用に当たってのＰＲ活動を推進して

まいります。

次に、保険行政について、国民健康保険限

度額適用認定証の周知についてであります。

国民健康保険限度額適用認定証の周知につ

きましては、これまで町の広報、ホームペー

ジに制度の掲載をするとともに、毎年、国保

保険証更新時に、保険証とあわせて国保制度

に関してのパンフレットを同封し、国保加入

世帯へ郵送しております。このほかにも、窓

口に、この制度専用のチラシを用意し、手続

等で来庁された際、説明を行っています。

今後も引き続き、国保加入者の負担軽減の

ため、機会あるごとに制度の周知を図ってま

いりたいと考えております。

次に、地デジ対応について、地上デジタル

放送用チューナーの無償給付の現状について

であります。

平成１３年の電波法改正により、アナログ

テレビ放送による周波数の使用は１０年以内

に停止することとなり、放送用周波数使用計

画などで使用期限を平成２３年７月２４日と

規定されました。国においては、経済的な理

由で地上デジタル放送が受信できない方に対

して、チューナーの無償給付の支援を平成２

１年１０月より、ＮＨＫの受信料が全額免除

されている世帯で、生活保護受給世帯などの

公的扶助世帯、市町村民税非課税の障害者の

世帯、社会福祉施設入所者を支援対象として

実施し、平成２３年１月からは、世帯全員が

市町村民税非課税の世帯も支援対象に拡大さ

れているところであります。

町といたしましては、国からの協力依頼に

基づき、支援対象世帯に対する情報提供など

の周知、広報、説明会への会場提供などの協

力を実施しております。なお、支援対象審

査、設置などについては国が実施しており、

個人情報の保護等により、町内における状況

は確認できない状況でありますが、今後も対

象者が地上デジタル放送を視聴できるよう、

周知、協力を行ってまいります。

以上、答弁をさせていただきました。よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（小林 勲君） １番岡本さん。

○１番（岡本美代子君） それでは、在宅療

養についてのほうから、順次、質問をしてい

きたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

住みなれた自宅で最後まで暮らしたい、こ

れはだれもが理想と考えていることですけれ

ども、加齢や病気などで介護が必要となった

とき、答弁にもありましたように、在宅療養

は、医療、介護、生活支援のサービス、また

家族環境と住環境など、だれもが理想としな

がら、ハードルは高いものだと認識していま

す。しかし、充実した終末期患者の生活の質

などを考慮し、家で看取るという形が、今、

全国的な流れとなってきていることが、数多

くの報道などで目にしています。これからの

地域医療の政策で、在宅医療が大きな柱にな

るのではないかと私は考えています。

町内の訪問看護ステーションが２業者あ

り、２１年度の実績は、利用者数、延べ人数

１,０７１人、訪問回数では７,３３８回と

なっているとのことですが、町内２医療機関

が在宅療養を支援する診療所として、２４時

間体制で往診や訪問看護を行っているとのこ
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とですけれども、その１,０７１人というの

は医師も入った数なのか、そこをちょっと教

えてください。

○議長（小林 勲君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 今の訪問看護ス

テーションの２カ所につきましては、医師の

指示のもとに看護師が行ったケースでありま

す。

○議長（小林 勲君） １番岡本さん。

○１番（岡本美代子君） 訪問看護ステー

ションの看護師が行ったということですね。

もしわかれば、在宅療養に対する２医療機関

の医師が、在宅に訪問した回数がわかれば教

えていただきたいなと思うのですけれども。

○議長（小林 勲君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） まず、２訪問看

護ステーションにつきましては、御存じのと

おり、社団法人北海道総合在宅ケア美幌事業

団の美幌地域訪問看護ステーション、これに

つきましては、先ほど合計で説明しましたけ

れども、利用者数が述べ３５６人で、訪問回

数が２,３２９回であります。

もう一つは、特別医療法人の恵和福祉会

で、訪問看護ステーション美幌すずらんの状

況にあります。利用件数につきましては述べ

７１５人で、訪問回数については５,００９

回となってございます。

医者の指示のもとで行っておりますので、

医者は行ってございません。

○議長（小林 勲君） １番岡本さん。

○１番（岡本美代子君） その回数は、後で

もよろしいです。

国保病院のことも先ほど出ていましたけれ

ども、今後、高齢化社会になりますと、私た

ち団塊の世代が高齢者となって、介護や医療

を受ける時代が来れば、現在でも介護施設な

どは入所できずに待機者がいる状況、それか

ら、老健施設もありますけれども、町の国保

病院のベッド数は９９床、それと、美幌療育

病院の療養型は３０床であり、今後の施設入

居にしても、病院の入院にしても、住みなれ

た町で最後まで過ごすことが大きな幸せであ

ると考えていますけれども、なかなか難しい

のではないかなというふうに考えています。

ここに、厚生労働省が２００８年に実施し

た終末期医療に関する意識調査というのがあ

りまして、それで、もし、自分が余命６カ月

以内と末期状態になった場合、必要なときだ

け入院を含む自宅療養を望む人が６３.３％

であった。しかし、最後まで自宅で療養する

ことについては、実現は難しいと考える人が

７割いた。その理由は、介護してくれる家族

に負担がかかる、それが最も多くて、その次

は、病状が急変したときの対応が不安だ、そ

れと、往診してくれる医師がいないというこ

とです。自宅療養を望む人が６割以上いるに

もかかわらず、実現は難しいと考える人が７

割もいる。答弁では、今後、医療看護、介護

の連携を図るとともに、先ほど言いました訪

問看護ステーション、在宅療養支援診療所な

どの２４時間対応で、在宅療養をさらに円滑

に取り進めるとのことですので、非常に安心

をしているところなのです。

しかし、それはまだまだ、介護や何かで認

定されて受けたり、実際に受けている方など

は、そういうことの事実、その入り口のとこ

ろなどもよくわかっているのではないかなと

思いますけれども、例えば昔は、かかりつけ

のお医者さんを家に呼んだら来てくれた、そ

ういう時代もありましたけれども、お医者さ

んは家に来てくれるものではない、こちらか

ら行かなければならないのではないかとい

う、そういう時代があったと思います。今、

また在宅療養ということに目を向けられて、

夕張などもそうなのですけれども、最後まで

在宅医療で看取るというお医者さんがたくさ

ん出てきたりしていて、そういうところで、

美幌で入り口として、在宅の診療所に、うち

はこういうふうなことをやってほしいという

ふうに直接言っていいものなのか、それと

も、介護とかそういうものが入り口なのか、

その辺のところを教えていただきたいと思い

ます。

○議長（小林 勲君） 町長。
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○町長（土谷耕治君） 今回、御質問は在宅

療養ということですけれども、この部分と、

かかりつけ医というものをうまく区分けして

お話ししないと、ごっちゃにしてしまうと、

全然違うものが同じような形をとっていると

いうことになってしまうので、今、在宅療養

ということでありますけれども、これは背景

としてどういうところから出てきたかという

と、やはり厚生労働省は、医療費の負担をさ

げようというところからスタートして出てき

ているので、先ほど、自宅で最後までいたい

という方の気持ちと、片一方では見られない

という現状があるというのが、私は現状だと

思います。本人の御希望と家族の希望が違う

ということがあるのですけれども、そんな中

で、今おっしゃったように、ターミナルケア

という、要するに、最後を自宅で迎えたいと

いう方にどうするかということだけでこの在

宅療養を考えてしまうと、なかなか無理があ

るのではないかなと思っています。

医療、保健、介護、福祉、全部あわせてや

るのが一番よいのではないかなと、そんなふ

うに思っています。病院は、ベッド数を持っ

ているところは、なるべく早く出せというの

が診療報酬が上がる道ですので出す。そうい

う人たちは、行き先としてどこへ行くかとい

うと、家庭との間で老健施設にまず入って、

トレーニングをして自宅に戻る、こういう国

のシステムになっているのです。現実的にど

うでしょうかという話ですよね。やはり、こ

の北海道において、特に半年間雪の中にい

る、その中で老老介護をしたり、独居老人、

お一人だったりする中で、果たして在宅で

ずっといれるかというところだと思います。

そういう方であれば、在宅療養ということも

積極的にやっていただくというのが道かもし

れませんけれども、それで私どもは、最終的

に去年判断させていただいた施設サービス

が、やはりこの地域にとってはどうしても必

要だということで、待機者もいるということ

で、新型特養については１６床、何とか増床

という形で待機者の方を待たせないようなこ

とをとらせてくださいということで、お認め

いただいたということで、この辺は非常に微

妙なところがあって、これだけ整えば、すべ

ての人が在宅で療養を受けるということを望

んでいるかどうかというのは、果たしてどう

かなという思いは、これをどんどん推進して

いくということは、ちょっとどうなのかなと

いう思いは持っています。

ただ、かかりつけのお医者さんは、慢性の

方はいいのではないかなと思います。かかり

つけのお医者さんがいて、深く経歴もわかっ

て、履歴もわかって、こういうことが起きた

らどうするべきだ、あるいは次の病院につな

いでくれる、介護のほうにつないでいただけ

るということでは、かかりつけ医について

は、やはり病診連携という中で、極めて責任

分担をはっきりして、その中で病診連携をど

うするかという中での話では、よくわかる話

だと思います。

○議長（小林 勲君） １番岡本さん。

○１番（岡本美代子君） 町長が言うことも

よくわかります。施設のことも言われました

けれども、だれもが施設にいれるとか、だれ

もが在宅療養できるとか、そういう認識も私

はありません。ただ、先ほど国が医療費の抑

制のために在宅を進める、そして、在宅で医

療のための診療報酬を上げた、そういうこと

もわかっているつもりです。そういう中で、

何をそれぞれが望むかというところで、例え

ば家にいたいとなったときに、お医者さんは

来てくれるのかという心配というのは、今回

はそれが一番大きなもので、家に来てくれる

お医者さん、それがかかりつけ医だから全部

来るとか、自分がかかっていた病院の先生

が、全部来てくれる病院の先生だとか、そう

いう無茶な議論をしているつもりはありませ

ん。

例えば、病気になったとしても、介護に

なったとしても、いろいろな段階があった

り、一次医療、二次医療、三次医療といろい

ろな医療の役目があるということもわかって

います。ただ、昔は、ぐあいが悪かったら、
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車もなかったからかもしれませんけれども、

お医者さんに電話をしたら夜つながったりし

て来てくれた、あしたまたおいでなんていう

こともありましたけれども、一時期そういう

ふうに、お医者さんのほうから家に来てくれ

るということが、本当になくなったと思って

いるのです。今、また流れとして、お医者さ

んが出向いてくれるという、それが美幌でど

のぐらい進められているのか、それは今のと

ころ把握はできませんけれども、この答弁に

よれば、進めていきますよと、全部一緒にと

か、先ほど町長が言われたようなことを、私

はやれと言っているわけではなくて、施設は

施設の役割、先ほど言ったように、住環境か

ら家族環境から、そういうもろもろのことが

いっぱいあったりして、だれもが家にいて療

養できるとは、それも思っていません。た

だ、全体の、例えば団塊の世代の人方が、

どっと今度は弱い立場になったときに、どう

いうふうに過ごすかということを、冬の問題

とか地域の問題とかも十分ありますけれど

も、考えていかなければならないのではない

かなと、お医者さんが家に来てくれるという

ことを考えていかなければならないのかなと

思って、こういう質問を出したわけです。こ

れで、１回出して全部というわけにもなりま

せんけれども、その辺のところでもう一度、

町長の答弁をいただきたいと思います。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 多分、思っているこ

とは同じだと思います。私、１回目の質問で

気にかかったのが、町内の医療環境は比較的

恵まれているという御質問でありました。私

は、むしろ極めていい状況にあると思いま

す。そこで、開業医が１０ということになっ

ておりますけれども、これは多分、療育病院

も入れて１０ということだと思いますけれど

も、ベッドを持っているので、あそこは病院

という扱いですので、二つの病院と９人もの

開業医の先生方がいると。整形、産婦人科を

除いては、ほとんどの開業医の方が専門を

持っていると。小児科もありますし、脳もあ

りますし、耳鼻咽喉科もありますし、皮膚科

もあります。こういった環境は非常に恵まれ

ているという中で、これからこの地域の医療

と保健と福祉をどうするかというときには、

まずは病院、あるいは診療所の連携をどうと

るか、そこをしっかりして、かつ、今度は横

のつながりを、保健であるとか医療、それか

ら福祉という部分をしっかり組み合わせて、

その中でいつも言っている、お一人お一人の

町民の命と健康と介護、保健をどうするかと

いうところが次の段階だと思います。

そんな中で、そういう体制がしっかりと

徐々にできてくれば、本当に急性期で必要な

方は病院にかかる、そして入院される、そし

て自宅へ帰る前の間には老健に入る、そして

在宅に帰ってもしっかりした上で、安心して

在宅でいけるという体制が望ましいのではな

いかなと、そんなふうに思っています。やは

り我々は、そういうところを目指していきた

い。そのためにも、基幹病院の国保病院は、

３部門を含めてしっかり守っていって、その

上で、そういう連携をしっかりととれるよう

な体制を１日も早くつくり上げたいなと、そ

んな思いでおります。

○議長（小林 勲君） １番岡本さん。

○１番（岡本美代子君） 私の言い回しの、

比較的整っているということ、それは環境が

整っているというふうに考えています。比較

的ではなくて非常に整っている、美幌くらい

の町で、去年、皮膚科が開業していただいて

いますし、耳鼻咽喉科も開業していただいて

おりますし、科目が違う先生方がこれだけ美

幌に出してくれるということは、本当に恵ま

れているというふうに思います。例えば、耳

鼻科にしても、皮膚科にしても、北見、網走

に行くというと、やはり半日がかりになりま

すので、耳などでも、高齢者の方はなかなか

大変だ。眼科も、旭川医大から来てくれて充

足されているということは、非常に本当に大

きくて、美幌に住んでくださいということを

胸を張って言える町だというふうに私は思っ

ていますし、消防のほうの救急体制などを考
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えますと、二次、それから三次、より高度な

医療を望む場合は、一刻も早く北見へつなぐ

ということも一生懸命取り組んでいますの

で、そういう意味では、安心して住める町だ

というふうに思っていますけれども、先ほ

ど、全国的なものとか、今後の目指すものと

しては、自宅療養というものにも、町長も十

分理解いただいているようですけれども、さ

らに取り組んでいただきたいと思います。

次に、２点目に入ってまいります。

これは、前にも質問したことがありまし

て、私もこれを使わせていただきまして、去

年、大変心強いものだと思っています。限度

額認定証です。ただ、健康なときは余り関心

がないということで、私は、例えば入院する

とかという人には、こういうものがあるよと

か説明したりしているのですけれども、知ら

ない人がまだまだ多いなと。実際に、答弁に

もありましたように、保険証とあわせて送っ

ていますと、本当にちゃんと入っていまし

た。私も読ませていただきました。

ただ、広報などもそうなのですけれども、

読む方はずっと読んでいただいているけれど

も、読まない方は読まないというので、ある

日、突然、病気で運ばれて、あれよあれよと

いう間に手術した後の会計になってびっくり

するというのが現実かなと思います。だか

ら、町民のほうも、日々そういうところも目

にしてもらうような体制がとられていると一

番いいのですけれども、難しいものはなかな

か読みませんので、例えばこれからはＱ＆Ａ

方式にするとか、中には職員で漫画の得意な

方がいれば、目を引くようなわかりやすいよ

うなやり方にするとか、その辺をもう一つ工

夫していただきたいなというふうに、入院に

対する限度額認定証についてはそういうふう

に思っていますので、もし何かあればお答え

ください。

○議長（小林 勲君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 岡本議員おっ

しゃるとおり、いろいろな機会を通じてこの

ようなパンフレットを送っているのですけれ

ども、それについては、御指摘のとおり、Ｑ

＆Ａをつけたり、広報等に、さらにはホーム

ページ等を含めてＰＲしていきたいというふ

うに考えてございますので、御理解をお願い

したいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

○議長（小林 勲君） １番岡本さん。

○１番（岡本美代子君） お聞きすると、２

４０名ぐらいの方が持っていっているという

ので、大分広まったなとは思いますけれど

も、これからまだ一層取り組んでいただきた

いと思います。

それと、前にも私、同じことを言ったので

すけれども、今回の限度額認定証というの

は、あくまでも入院で１カ月にかかるお金

が、所得区分はありますけれども、最高限度

額８万３,０００何がし、それにまだベッド

代とか食事代とかが入ってきますので、どう

しても十数万円の負担にはなるのですけれど

も、入院ではなく、がんなどの通院で高額な

医療を受ける人に、外来患者も立替払いが不

用になったという新聞報道がありました。こ

れは道新の新聞なのですけれども、その中

で、それは２０１２年度から完全実施する意

向だというふうに書かれていましたけれど

も、２０１１年度中に一部で始めるというよ

うな言葉も出ていたのです。それはどういう

ことなのか、何かそういう通達が来ているの

かどうか、ちょっとお知らせください。

○議長（小林 勲君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ただいまの件に

ついては、前回の岡本議員の質問の中にあり

ましたけれども、基本的に現物給付というこ

とで、制度的にできないということで、いろ

いろ調査しましたけれども、今おっしゃると

おり、最近の情報では、平成２３年１月２０

日に全国厚生労働省関係部局長会議を開いた

中では、今、厚生労働省の案として、高額医

療費の見直しということで、外来患者につい

ても高額認定証を適用するということを考え

て出しております。それで、２３年度中にで

きるところからやっていこうと、平成２４年
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度については完全実施ということで、資料に

ありますけれども、今後、具体的に、今の段

階としては案ですので、それが厚生労働省か

ら来た段階で、関係機関、いわゆる国保連合

会とか町の医療機関を含めて、実施に向けて

検討していきたいというふうに考えてござい

ます。

○議長（小林 勲君） １番岡本さん。

○１番（岡本美代子君） 私は、この報道

で、準備ができたところから始めてもよいの

かなというふうに受け取ったものですから、

この分では何となく２４年度からは完全実施

だけれども、２３年から準備が整えばやれる

のではないかというふうな受け取り方をいた

しました。がんなんかですと、病気を抱えた

上に高額な医療費負担ということで、例えば

乳がんの後の抗がん剤治療でも、１週間に１

回、３万円から４万円、１週間に１回という

ことは月に４回か５回になりますので、本当

に病気で苦しんでいるのに、お金の面でも苦

しむ。実際に、美幌の人ですけれども、がん

難民というのが本当にいるのですよという話

を聞きまして、私は一刻も早く整えるものな

ら整えて、お金の心配といっても８万幾らの

限度額とかいろいろありますので、全くお金

がかからないということではないのですけれ

ども、できるものなら本当に一刻も早くして

いただきたいなと思いますし、外来での立替

払いも比較的早くなったのは、みずからがん

にかかった人が道や何かに訴えたり何かし

て、一生懸命自分の命を削るようにして呼び

かけた結果だなというふうに思っているので

す。ですから、できたところからというの

が、美幌が先にできた、そこからスタートし

ていいのだったら、１年を待たなくてしてほ

しいと思いますし、例えば、がんとか脳とか

大きな病院というのは、ある程度、拠点病院

として限られていますので、全部の病院がそ

ういうことではないので、そういう病院との

やりとりなので、可能であればやってほしい

というふうに思っています。

○議長（小林 勲君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 先ほど申し上げ

ましたとおり、今、段階としては案の段階で

すので、美幌町としましても国保連合会が絡

みますので、それと地元の医療機関を含め

て、実は、この情報については、国保運営協

議会の中でも提供して取り組むということに

なってございますので、できるだけ決まり次

第、実施に向けて取り組んでまいりたいとい

うふうに考えてございます。

○議長（小林 勲君） １番岡本さん。

○１番（岡本美代子君） 部長の心強い答弁

だったのですけれども、国保連合会のほうに

も美幌から働きかけてやっていただきたいな

というふうに思っています。

きのうの国民健康保険、補正を入れて２８

億８,０００万円という会計で、基金は３億

４,０００万円あるという答弁でしたけれど

も、これから先進医療というものが発達すれ

ば、医療費が非常に高額になるということ

で、基金の３億４,０００万円というのも非

常に危ういものがあるなというふうに思って

います。国民健康保険税というのは、若いこ

ろは納める一方で、ほとんど使わなかったり

するのですけれども、一つ病気を抱えたりす

ると、年を重ねるとともに持病が出てきたり

して医療費の負担が重くなる。これをみんな

で支えているわけなのですけれども、やはり

一人一人に利便性を考えた、血の通った町政

をやっていただきたいなというふうに考えて

います。これで、町長何かあれば、一言お願

いします。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 社会保障制度が、

今、随分取りざたされて、随分大きな変更も

含めてあるということでありますけれども、

今、税と社会保障の一体改革ということで、

国でもいろいろ論議されているようでありま

す。そういったところも見守りながら、国民

が安心して暮らしていける、そんな社会保障

制度をつくっていただけるように、私ども機

会があれば声を上げていきたいと、そんなふ

うに思っております。
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○議長（小林 勲君） １番岡本さん。

○１番（岡本美代子君） それでは、地デジ

のチューナーのほうに入ってまいりたいと思

います。

２１年の１０月から、生活保護受給世帯、

公的扶助世帯、町民税非課税世帯の障害者の

世帯に支援を対象として実施している。町と

しての役割は、対象者に対する情報提供、広

報でも見ましたけれども、それと説明会の会

場の提供などで協力しているというふうに答

弁されていました。

総務省のやることで、町が関与するもので

はないというふうに思われますけれども、し

かし、実際に住んでいる高齢の方、先ほどの

保険証ではないけれども、わかりにくいとい

うことで、問い合わせ先などでも、総務省の

地デジチューナー支援センターということに

なっておりますので、どちらかというと弱者

世帯にそういうことが行き渡っているのかど

うかを、どういうふうに町が把握するのかと

いうふうに考えています。

２１年１０月から始まっているということ

ですけれども、生活保護受給世帯とか住民税

非課税の障害者の世帯、もし進捗状況がわか

れば教えていただきたいなと思います。

○議長（小林 勲君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） まず、生活保護

者の対応なのですけれども、２１年１０月か

らＮＨＫの受信料が全額免除されているとい

うことが条件であります。それには、申請を

していただいて免除された方については、総

務省のほうでチューナーを無償でつけていた

だけるということで、今現在の状況につきま

しては、支庁のケースワーカー、あるいは、

うちの相談、支給日にそういった説明をして

いる対応であります。その結果、ＮＨＫの受

信料免除申請証明書を生活保護者を対象とし

て発行した件数につきましては、全体で７４

％ぐらい発行してございます。今後の対応に

つきましては、オホーツク振興局と協議した

結果、保護費支給時に関係書類を添えて周知

する、あるいは、振興局のケースワーカーが

戸別訪問をしたときに、その内容を確認して

周知をしたり、やっていきたいというふうに

考えてございます。

障害者の対応なのですけれども、これにつ

きましては、基本的に非課税の方が全額免除

の対象になります。これも放送の受信の免除

申請をしていただくことが条件になってござ

いますので、そういった手続等について、前

回、障害者の所得控除の中で介護認定を受け

ていてもならない方という情報もありますの

で、そういう障害者で非課税と思われる方に

対して送付して、周知を徹底してまいりたい

というふうに考えてございます。

─────────────────────

◎会議時間延長の議決

○議長（小林 勲君） お諮りします。

もはや、４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小林 勲君） 異議なしと認めま

す。

したがって、あらかじめ会議時間の延長を

することに決定しました。

─────────────────────

◎日程第１４ 一般質問

○議長（小林 勲君） １番岡本さん。

○１番（岡本美代子君） 答弁で、個人情報

の保護などで、提供できるわけではないとい

うふうに入っていたと思うのですけれども、

個人情報といっても、どこかで言いふらすわ

けではなくて、福祉灯油のときなどもそうで

したけれども、福祉灯油が当たりますよと

いっても、実際に取りに来る方が少なかった

りして、はがきや何かを出した経緯がありま

すよね。そういうふうに、７月２４日という

限られた日数で、もう３カ月強ぐらいしかあ

りませんので、ぜひその辺のところの対応を

しっかりしていただきたいと思います。それ

で、一言、確認の答弁をいただいて、終わり

たいと思います。

○議長（小林 勲君） 民生部長。
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○民生部長（馬場博美君） 個人情報保護法

の関係でございますけれども、当然、福祉灯

油、それから民生部でやっている新型インフ

ルエンザの非課税等についても、個人情報保

護審査会の中で報告をしながら、対応してま

いっています。実際、窓口に来ていただいた

ときに個人の承諾書をもらって、非課税の確

認等をしながら対応してまいりたいというふ

うに考えてございます。ということで、個別

通知については、できるだけ早く実施してま

いりたいというふうに考えてございます。

○議長（小林 勲君） 以上で、１番岡本美

代子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、１６時１０分といたします。

午後 ３時５４分 休憩

────────────────

午後 ４時１０分 再開

○議長（小林 勲君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、７番大江道男さん。

○７番（大江道男君）〔登壇〕 私は、既に

通告しております３点について、以下、質問

をいたします。

第１点目は、ＴＰＰ問題についてでありま

す。

御承知のとおり、日本の食料自給率は、今

から４０年前には６０％でありました。ヨー

ロッパ諸国が、この間、競って食料自給率を

引き上げてくる中で、この日本だけはどんど

んと自給率を引き下げ、現在は４０％であり

ます。それをさらに１３％に激減させる、こ

れが民主党のＴＰＰ参加方針であります。食

料自給のために、それぞれの国が自主的に輸

入規制や価格保障を行う権利、これがすなわ

ち食料主権でございまして、明らかに現在の

日本の政府の方針は、国家の主権としての食

料主権に反する政策であります。

今から３年前、２００８年の６月に、日本

を含む５１カ国の賛成で採択されました国連

人権委員会の勧告は、１０億人に達しようと

する飢餓人口を前にいたしまして、各国政府

に対して、人権規約に従って食料に対する権

利を尊重し、保護し履行すること。食料安全

保障と食料に対する権利に優先順位を置くよ

うな農業と貿易モデルを検討すべきとの勧告

を行ったところであります。この勧告にも、

日本政府のとっている態度は明白に違反する

行為でもあります。

国家の主権としての食料を生産する農業

は、美幌町の、まさに基幹産業として位置づ

けられているわけでありますので、美幌町長

は、民主党政権に対して、食料主権を国の

柱、国是とするよう強く主張すべきと考えま

すが、いかがでしょうか。

この点の二つ目は、日本の農家は保護され

すぎだ、このように、今の政府とマスコミは

一斉に指摘をしておりますが、この点に関し

て、農家の収入に占める政府の支援額の比較

を見る必要がある、このように思います。私

も、当初は驚いてたわけですが、調べてみま

すと、日本の平均支援額は１５.７％に対し

て、イギリス９５.８％、スイス９４.５％、

フランス９０.２％、アメリカでさえ２６.４

％となっておりまして、逆に日本の農業支援

策の貧困を示しているわけであります。

また、日本の農林漁業生産額は、ＧＤＰ、

国内総生産比１.５％しかないと。農林漁業

を守って、他の９８.５％の産業を犠牲にし

ていいのか、これも政府の主張であります

が、この点も、よその国と比較すると、事実

は完全に誤って伝えられております。

実際は、各国の農林漁業の対ＧＤＰ比率

は、イギリス、ドイツがわずか０.８％、ア

メリカ１.１％と、逆に日本より低い国が幾

らでもあります。ＥＵ、ヨーロッパ連合２７

カ国でも、日本の１.５％に対して１.６％、

２％を超えるのは、先進国ではオーストラリ

アのみであります。世界各国の農業支援策を

国民に知らせず、逆宣伝する政府とマスコミ

の態度は絶対に許されません。美幌町長とし

て、農業の手厚い支援策を政府に求めるべき

だと私は考えますが、いかがでしょうか。
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３点目は、農林業の多面的機能の評価につ

いてであります。この点については、日本学

術会議の答申によりますと、農業で８兆円、

林業で７０兆円であります。しかし、答申で

も指摘しているように、この多面的な機能に

ついては市場がないと、そのために１円の対

価も支払われてはいません。

今日、工業の生産過程、あるいは大都市部

での人間の営みの中で排出されるＣＯ２、炭

酸ガスをだれが処理し、呼吸に必要な酸素を

だれが生み出しているのかを考えれば、森

林、林業であり、農業の多面的機能の一部で

はありませんか。他産業や都市住民の中で、

林業や農業の多面的機能に全く理解を示さ

ず、輸入すればよし、このような考え方があ

るとすれば、まさに田舎からしっかり反論す

ることが求められているのではないでしょう

か。美幌町長として、大いに反論していただ

きたいと思いますが、いかがでしょう。

この点の４点目は、ＴＰＰは農業のみなら

ず、国のあり方そのものが問われる、国家の

基本にかかわる問題であります。食の安全基

準、安い外国人労働者の受け入れ、公共事業

への外国企業の参入、公的医療保険の見直し

など、どの点からも受け入れがたいものであ

り、改めて美幌町全町を挙げての反対運動が

求められている、このように考えます。美幌

町長として、今後の取り組みをどのように展

開されようとしているか、お伺いをいたしま

す。

大きな２点目は、二元代表制についてであ

ります。

その一つは、二元代表制について、町長の

認識を伺いたいと思います。

現在の憲法下で、地方自治は首長と議員を

それぞれ選挙で選出し、首長をトップとする

行政、一方で、議員からなる議会の二つの機

構を同列に配置する、同格に置く、いわゆる

二元代表制をとっています。昨今、首長が議

会の解散請求を求める、あるいは議会を開か

ず専決処分を乱発する、制度の根幹を揺るが

す事態が見られますが、町長は、この二元代

表制について、どのように認識されている

か、まずお伺いいたします。

この点の二つ目は、政務調査費についてで

あります。１月臨時議会で議決され、既に町

民に公布されている政務調査費について、５

月１日施行にもかかわらず、新年度予算に計

上されていません。事は、議会がみずから提

案した事件であることから、町長は当初予算

に計上しなかったというのが理由と思われま

すが、理解に苦しみます。

町長は、施行日まで、５月１日までに予算

を計上しないのでしょうか。５月１日以降

は、次期、多分、第１７期の町議会だろうと

思います。今１６期の議会に提案する場合、

４月の選挙期間中に議会招集するということ

にもなりますが、そのようにお考えなので

しょうか。広報カーをとめて議会を招集する

ということなのでしょうか。

大きな３点目は、子宮頸がん等予防ワクチ

ン問題についてであります。

その一つは、接種対象の拡大についてであ

ります。

子宮頸がん予防ワクチンの公費負担接種対

象者が、現在、中学校１年生から高校１年ま

でとなっております。対象から外れた高校２

年以上の場合でも、希望者については公費で

ワクチン接種が受けられるよう、制度の拡充

を図るべきではないかと考えますが、いかが

でしょうか。

この点の二つ目は、平成２４年度以降の継

続についてであります。

平成２３年度で、子宮頸がん、ヒブワクチ

ン、小児用肺炎球菌ワクチン、この３種のワ

クチンの助成が当面終了する予定ですが、恒

久的な制度とするよう国や道に求めるととも

に、町としても制度の継続は図るべき、この

ように考えますが、いかがでしょうか。

以上、３点、御質問をいたします。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 大江議員の

御質問にお答えをいたします。

初めに、ＴＰＰ問題について、食料主権に
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ついてでありますが、食料は人々の命に直結

する最も基本的な必需材であり、国民に安全

な食料を安定的に確保することは、国家とし

ての責務であると考えます。また、食料確保

は、軍事、エネルギーと並ぶ国家存立の重要

な３本柱であり、食料は、戦略物資だという

のが世界の常識であります。

新たな食料・農業・農村基本計画では、食

料・農業・農村政策を日本の国家戦略の一つ

として位置づけ、食料の安定供給を将来にわ

たって確保することが、国家の最も基本的な

責務であり、国民全体で農業・農村を支える

社会を目指すと宣言されたところであり、平

成３２年度の食料自給率目標を、現在の４０

％から５０％まで引き上げ、ＥＰＡ、ＦＴＡ

については、食の安全・安定供給、食料自給

率の向上、国内農業・農村の振興等を損なう

ことは行わないことを基本に取り組むとされ

ました。

国家の最も基本的な責務として掲げられた

５０％の目標が、なぜ１年もたたないうちに

１４％まで引き下げてよいということになる

のだろうか。食料自給率を上げる意味は何な

のか、みずからの食べ物を将来的にどう確保

していくかということについて、政府に考え

直してもらう必要があると考えております。

国の農業支援策の拡充についてであります

が、２０１０年１１月に政府が決定した包括

的経済連携に関する基本方針は、高いレベル

の経済連携の推進と、我が国の食料自給率の

向上や国内農業・農村の振興とを両立させる

ための基本方針を、２０１１年６月をめどに

決定することとしています。ＴＰＰ問題に

よって生じる日本の農業問題は、単に農業者

にとっての問題だけではなく、関連産業や地

域経済の影響、食料安全保障や農業の多面的

機能の喪失など、国民すべての利害につなが

るものであります。

なお、関税や非関税措置の撤廃によって打

撃を受けるのは、農業以外にも、金融、保

険、医療、労働者の受け入れを含むサービス

分野の開放も、決して容易に進んでいかない

と考えます。農業に対する手厚い支援には、

多額の財政措置が必要となり、国民の理解を

得なければなりませんし、準備不足のまま例

外を認めない全面開放のＴＰＰに慌てて参加

せず、長期的な国家戦略に基づいて、国家全

体としての特質を総合的に評価し、十分に時

間をかけた冷静な国民的な議論が必要である

と考えます。

農林業の多面的価値についてであります

が、森林、林業は、土砂の流出や表層崩壊を

防止する機能や洪水や渇水を緩和する機能、

水質を浄化する機能、多様な動植物の生息の

場、二酸化炭素を吸収し固定する機能など、

さまざまな機能を持っております。このよう

な機能を利用して、北海道企業の森林、北海

道洞爺湖サミットの森、未来への森林づくり

事業などを進め、企業や都市の人たちから排

出される二酸化炭素の固定化を進めていま

す。農業、森林の持つ多面的機能は、地球環

境及び地球の保全、豊かな人間生活にとっ

て、今後ますます大きな意味を持つと考えら

れます。小さな町の小さな取り組みが地球環

境を守るという、大きな貢献をしていること

に自信を持ち、農村地域の必要性をしっかり

とアピールしていきたいと考えております。

農業以外への影響についてでありますが、

ＴＰＰは農産物の市場開放だけではなく、金

融、サービスなど非関税分野の規制、制度改

革を含む、国の形を変えかねない協定であ

り、例外なき関税撤廃が原則となっておりま

す。町としても、ポスターの作成や各決起集

会への参加など、反対運動に取り組んでいる

ほか、ＴＰＰ参加がもたらす影響を広く町民

に理解してもらい、関係機関が一丸となって

行動に取り組むための９団体が構成員となっ

て、美幌町ＴＰＰを考える連絡会議を設置

し、３月３日にはＴＰＰを考える町民セミ

ナーを開催したところであります。

今後も連絡会議を中心に、政府の状況を見

ながら情報収集を行い、関係機関との連携を

密にして、町民に情報を発信し、効果ある取

り組みを展開していきたいと考えております
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ので、よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。

次に、二元代表制について、地方自治体の

二元代表制度についての町長の認識について

であります。

地方自治体は、執行機関の長と議事機関で

ある議会の議員を、それぞれ住民が直接選挙

で選出する二元代表制をとっております。

長、議会がともに住民を代表するところにあ

り、執行機関と議会は独立、対等の関係に立

ち、相互牽制、抑制と均衡によって緊張関係

を保ちながら、協力して自治体運営に当たる

責任を有しております。

自治体の政策決定に当たっては、議会とい

う開かれた場において、その論議の過程を明

らかにすることによって、住民からの理解を

得られる適切な結論、選択を導き出すことが

必要であると考えております。

次に、政務調査費の予算計上については、

平成２３年第１回美幌町議会臨時会におい

て、美幌町議会の政務調査費の交付に関する

条例を議員提案により議決され、平成２３年

５月１日から適用されるところであります

が、議決後の町民との対話の中には厳しい御

意見もあるところでございます。

条例が施行されておりますので、予算計上

しなければならないことは十分に理解してお

りますが、予算を提案するに当たり、町長と

しての説明責任があり、数多くの町民の皆さ

んの御意見を聞いた中で、適切な時期に判断

いたしたいと考えておりますので、御理解い

ただきたいと存じます。

次に、子宮頸がん等予防ワクチン問題につ

いて、接種対象の拡大についてであります

が、美幌町では、子宮頸がん予防ワクチンを

含め、３種のワクチン接種を全額公費負担と

し、平成２３年１月１４日から接種を開始し

たところであります。本ワクチン接種につい

ては、昨年１１月２６日、国において子宮頸

がん等ワクチン接種緊急促進臨時特別交付金

が予算化され、子宮頸がんワクチン接種の対

象者については、国が示したワクチン接種緊

急促進事業実施要領の中で、１３歳から１６

歳となる日に属する年度の末日までの間にあ

る女性が対象となったところであります。

御質問のありました、高校２年生以上にも

公費負担の拡充につきましては、現状では国

が示した基準に基づき事業を進めていく考え

でありますので、御理解を願いたいと存じま

す。

次に、御質問のありました、平成２４年度

以降も制度を継続してはについてであります

が、本事業は、特別交付金によって、平成２

２年、２３年の２カ年で助成事業が行われま

す。２４年度以降は、現在未定であります

が、厚生科学審議会予防接種部会において、

３種類のワクチンを予防接種法における定期

接種に位置づけることを想定した対応を検討

すべきであるとの意見書が、昨年１０月６日

付で提出されております。また、厚生労働省

も、将来の定期接種化に向けた準備事業と位

置づけ、法定化されたときにスムーズに接種

を実施できるよう、市町村で積極的に取り組

んでほしいとの考えにあります。

町としても、３種類のワクチンを予防接種

法の定期接種に位置づけられるよう、機会を

とらえて要望してまいりたいと考えておりま

す。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（小林 勲君） ７番大江さん。

○７番（大江道男君） 最初に、ＴＰＰから

再質問をさせていただきたいと思います。

日本のマスコミを見ていますと、そろって

大手新聞は全社、ＮＨＫも含めて、ＴＰＰは

あたかも日本の国益になると、こういう論調

で一色になっています。私は、戦前戦中の大

本営発表をマスコミが発表しているのかと、

そういう思いでおります。

昨今、日本の常識は世界の非常識と、この

ように言われることがたびたびございます

が、こと食料に関して言えば、まさに非常識

の最たるものではないかというふうに思って

おります。先ほど引用いたしましたのは、２
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００８年６月の国連人権委員会の勧告です。

これは、世界で１０億人に達しようとしてい

る飢餓を救済するために、各国政府は何をす

べきなのかということです。世界の食料は不

足しているというのが実態であります。

ことし１月１０日前後、イギリスのある新

聞だったと思いますが、２００８年、七、八

月ごろの世界の穀物と食料の指数が人類史上

最高になったと、高騰していると。このとき

に、先進国の中で、食料自給率４０％しかな

い日本に対して、責任を持って食料を増産し

ろと、こういう論調が出ましたが、まさにそ

のとおりだと思います。今、２００８年に続

いて、２００９年１１月に、ＦＡＯ、これは

国連食糧農業機関です。ＦＡＯの世界食料安

全保障、サミット宣言というのが出ておりま

すが、この中でも２０１５年までに飢餓と栄

養不足に苦しむ人口の割合と数をそれぞれ半

減する、この目標達成のために、各国地域、

世界的に緊急行動をとれと、このようになっ

ている。これが世界の常識だと私は思う。そ

のときに、今でも４０％しかないこの国の食

料を輸入に頼ったらどうだと。言葉が荒いで

すけれども、ばかも休み休み言ったらどうか

と、こういう思いでいます。しかも、マスコ

ミは、世界の常識に反して、それが国益だ

と、美幌町も農業が一切なくてトヨタの城下

町なら、少しは輸出産業振興のためにという

ことで、それに同調するのかもしれませんけ

れども、しかし、事は国民の食料を安定的に

責任を持って供給しなければならない、各国

政府に対して国連機関がそのように言ってい

る、このことが全然報道もされないし、あた

かも開国だと言っていることに対して、やは

り基幹産業は農業なのだと、これしか私たち

の町は発展のしようがない。その町から、と

んでもないのだと、国策としてきちんと食料

は主権に属することだから譲ることはできな

いということを、声を大にして発信をしてい

ただきたいというふうに思いますが、再度、

御見解を求めたいと思います。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 表現は違うと思いま

すけれども、全く考え方は同じでありまし

て、私は、現政権であろうが、その前の政権

であろうが、この地域の基幹産業は農業であ

ると、それが成長するか衰退するかによっ

て、地域全体が大きな存亡の危機にあるかな

いかという判断になるということで、日本の

食料の、特にこの北海道における、あるいは

道東の畑作地域が国家的な役割を果たしてい

るという位置づけをしっかりして、北海道の

農業は大事だ、そして日本の農業は大事だと

いうところを、しっかりとした骨太の方針を

強いメッセージで、時の政権は揺るぎないも

のとして、メッセージとして流すべきだし、

それに基づく政策をしっかりとるべきだと、

これはまさに、軍事、エネルギー、食料、こ

れの安全保障だと、そんなふうに考えており

ます。

○議長（小林 勲君） ７番大江さん。

○７番（大江道男君） 食料主権というの

は、私が勝手に使っている言葉ではないので

す。国連の人権委員会でも、その他の場所で

も食料は主権だと。そして、これはあり余っ

ている国が言っているのでもないのです。戦

略物資として扱われ、飢餓に苦しめられてい

る国々が、食料は主権だと、譲られない、他

の貿易の品物と、これは同列には置けないと

いうことであります。

それで、第１回目の私の質問のときに数字

を読み上げました。なかなか耳で聞いただけ

ではわからないというのが人間の本性なの

で、議運の委員長に許可をいただきまして表

にいたしました。

例えば、ＧＤＰに占める農林水産業生産額

の比率が、この黄色が日本です。こちらのほ

う、日本より小さい国は幾らでもある。その

隣は、ＥＵ２７カ国です。どこもオーストラ

リア以外は２％に達していないのです。です

から、インターネットで各国のＧＤＰを開き

ますと、１％の１という数字しか農林水産業

については出てこない。にもかかわらず、マ

スコミはこれを一切無視しているのです。こ
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の０.８％しかないイギリスは、現在、自給

率７１％、無視はしていません。ドイツ０.

８％しかない、握りつぶしてしまえという国

の政策はとられていません。自給率９７％で

す。スイス１.１％、自給率６８％、この程

度しかないのだからつぶしてもいいというよ

うな国は、世界を探して日本しかないだろう

と思います。このことを、やはりはっきりと

主張するべきだと思っています。これは、鈴

木教授がどこかの場所で講演されたやつを、

たまたまグラフにさせていただいたのです

が、そういうものです。

もう一つ、どなたもマスコミ報道だけを見

ていると、聞いていると、日本の農家は過保

護だという印象が非常に強いです。私が１回

や２回や３回、街頭で叫んだところで、全然

耳に、目に焼きついていただけないので、

今、こういうものを使って懇談会などで家庭

に持ち込んでいるのです。

日本、赤印です。農業所得に占める政府が

払っている金、１５.７％。一方、上はイギ

リスです。先ほど申し上げましたが、９５.

２％とかスイス９４.５％、スイスは山岳酪

農で知られておりまして、日本よりなお一層

厳しいです。だからこそ、国が支援策をとっ

ている。フランスは１００％、自給率を超え

ている国です。ここで９０.２％、農家の懐

に入るお金の９割は政府が出していると、こ

ういう状況なのです。アメリカでさえ、小麦

は６２.４％は政府が出しているのです。米

の５８.２％は政府が出している。規模の問

題は出されますけれども、幾らでも安く輸出

することができる。米の値段、小麦の値段で

採算が合わなくたって、政府が面倒を見てく

れるわけですから、規模の問題以外の話だ。

こうやって見ていくと、国家戦略が見えてく

るではないですか。

食料は、国家戦略物資です。そのときに輸

入に頼ればいい。こんな政府を持っていた

ら、日本人は飢えて倒れてしまいます。私た

ちの町がなくなるだけではなくて、全国民が

塗炭の苦しみを味わうことになる時代に入っ

ているということで、あえて目に見えるよう

にいたしました。何ぼ私が話をしても、だれ

も信用してくれない。それで、あえてこうい

うものをつくりました。これは、ぜひ町も、

言葉ではなかなかわかっていただけない時代

なので、目に見える形でというふうに思いま

す。

私の持っている時間が限られていますの

で、このことについては次のものとあわせて

町長から御発言いただければと思います。

実は、農林業の多面的価値についてという

ことで、これも輸入すれば食料はいいのでは

ないかと消費者は考えておられるので、ある

いは、輸出産業はそのように言っておられる

ので、このことについて、もう少し町長から

御発言いただければと思います。

実は、農林業の多面的機能の貨幣評価とい

うのは、日本学術会議が平成１３年１１月に

農林省に対して答申で出しています。そこ

で、私、試算をしてみました。農業は国全体

で８兆円、森林は７０兆円だというので、美

幌町の農地面積が約１万ヘクタール、全国４

６７万ヘクタールなので、割り返して８兆円

を掛けましたら、１７１億円が美幌町の農業

の多面的な機能として、国民が利益を受けて

いるので、本来、国の財政、あるいは、どな

たかから負担してもらいたいものなのです。

美幌町の年間の農業生産額は１００億円、１

１７億円とかありますけれども、大体１００

億円前後、そうすると１.５倍のものが、こ

れはだれもお金を払ってくれていないです。

役目を果たしているが、だれもお金を払わな

い。払わないで外国から買ったらいいのでは

ないかと、このように言っておられるわけで

す。林業、これは７０兆円ですが、美幌町の

森林面積に２万７,０００ヘクタールなの

で、２,５１２万ヘクタールで割り返してい

きますと、国有林なども入れると、１年間に

７５２億円、美幌町の森林が貢献していると

いうふうになります。国と国有林は除いて、

町も含めた民有林面積でどれだけお金を払っ

てもらえるかと計算いたしましたら、１万
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３,０００ヘクタールなので３６２億円、毎

年貢献している。しかし、市場原理だと言う

けれども、だれがこの金を払っているのです

か。私は、大都市部に住んでいる人、他産業

のトヨタ、輸出産業などの企業に対して、こ

の金一体だれが払うの、だれが役目を果たし

ているのということを言わない限り、数字を

突きつけない限りおわかりいただけないとい

うふうに思うので計算をいたしました。

美幌町の年間の林業生産額は、多分、数億

円だろうと思うので、５０倍から１００倍の

多面的な機能を、美幌町の民有林だけで果た

している。そういうことをいよいよ言わない

と、奥ゆかしく役目を果たしているのをおわ

かりいただけませんかと言っているだけで

は、もはやだめだと。なぜならば、６月にも

決めるかもしれないと、こういう状況で、こ

の数字をお示しいたしましたが、町長いかが

でしょうか。黙ってれば、私たちが乗ってい

るこの美幌丸が沈没させられるという状況な

ので、より影響力の強い町長がどんどん発信

していただければと思うのですが、いかがで

しょうか。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 前段、グラフを使っ

て、ＧＤＰに占める農業ＧＤＰの割合、これ

は私も同じ認識で、書物を見たらそのように

なっているようであります。そして、この農

業のＧＤＰと国内のＧＤＰの動きが同一で動

いていくというようなことも分析としては出

てきているということでは、日本の農業も産

業の中の一つであるという証ではないかなと

思っております。ですから、輸出産業も守る

けれども、農業もしっかり守るということ

が、国家としての役割ではないかなと、そん

な思いを今聞いていて思いました。

それと、農業所得に対する国の補助金の割

合、始めて見ましたけれども、品目横断的な

所得保障から始まって、今は戸別所得保障に

変わって、非常に私ども期待をしておりまし

たけれども、一方で、農業基盤整備にかかる

予算が６３％も落とされたということで、本

当にそういった意味では、ただ予算をこっち

からこっちに動かしたということと受けとら

れかねない、そんな心配もしておりまして、

１回目の答弁をさせていただいたように、骨

太の、農業を守るということをしっかりと

やっていただくということを、地方から声を

上げていくということは同感でございます。

それから、農業の、あるいは林業の公益的

機能の貨幣的な価値ということですけれど

も、多分、大江議員、林業の部分はけたが違

うのではないかなと思いますけれども、７６

億円と１８０億円ぐらいだと思いますけれど

も、１,８００億円はないと思いますよ、林

業の公益的機能は。それは後からつけ足しさ

せてください。

公益的機能の８億円だとか７０億円という

のは、多分、代替法というやつで、要する

に、水田だとか畑がなくなったときに、ダム

をつくらなければいけない、それの価格を積

み上げていった数字だと思います。これに、

さらに加えるとすると、人が生きていく上で

の環境であるとか、いやしであるとか、心の

豊かさだとか、こういうことは全く貨幣に換

算されていないということでありますから、

たまたま水田にかわるものはダムだという発

想だけで積算してきたものだと思いますの

で、それ以上、まだまだ大きい公益的機能は

確かにあると思います。

そういったことで、我が町においても、実

は今、森林については、カーボンオフセット

だとかＪ－ｖｅｒで、排出権取引まで行って

いませんけれども、具体的に企業からお金を

もらって植林をするということで、我が町に

おいても１,４００万円ぐらいお金を得てい

るということでありますので、もうちょっと

先に進めば貨幣価値として、ＣＯ２の吸収、

あるいはオフセットの公益的機能も、しっか

りと換算されるのではないかなと、そんなふ

うに思っております。

○議長（小林 勲君） ７番大江さん。

○７番（大江道男君） 全然時間がなくなっ

てきましたので、実は、農業も含めて２４分
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野の全面開放を求められているという意味

で、これは最後にしたいと思うのですが、そ

れと、１.５％の農林水産のＧＤＰに占める

割合ですが、食品加工を入れるとＧＤＰ比、

１８％から２０％程度にも上って、輸出産業

に匹敵するよということも、また反論材料と

してはあるのだろうというように思います

が、もう一つ、これは事実でありますので、

関税以外にも非関税障壁も撤廃しろというこ

とで、時間があれば全部御紹介したいのです

が、三、四点だけ。

例えば、これは昨年のアメリカ通商代表部

の日本に対する要求です。衛生植物検疫措置

に関する報告書の中で、ＢＳＥ対策で、日本

の月齢制限など、この規制を撤廃しろと、ポ

ストハーベストの食品添加物の表示をやめろ

と、有機農産物の殺虫剤、除草剤の残留を認

めろと、冷凍フライドポテトへの大腸菌付着

を認めろと、こうやって要求がされてきてい

ると。これらも含めて、今申し上げたのは、

２４分野の中のたった１分野です。全分野が

どんな影響があるのということについては、

公共事業へ外国事業が参入したら、美幌の地

元の業者はどうなるのだと。公的医療保険制

度を廃止して、民間の医療保険に入るべきだ

と、国がそういうことをやっているのが問題

なのだと、この開放を迫られていることなど

も含めて、これは日本を開くのではなくて、

国を開くのではなくて、壊す開国のＴＰＰだ

というふうに思います。

この点、申し上げて、時間があと１５分し

かありませんので、二元代表制について再質

問したいと思います。

実は現在、今から１２年前の平成１２年に

地方分権改革がされました。それで、市町村

は国の出先機関とも言われていました。半分

が機関委任事務、国が決めて、議会も行政も

そのとおりにしか動けない、ほかの判断は一

切する必要はないと、これが市町村事務事業

の２分の１を占めていたというのは、どなた

も疑問のない話です。これが、基本的な自治

事務になって、全部自分たちの頭で考えろ

と、国は通達も遠慮をすると、基本的には出

さないというふうになりました。結果とし

て、行政、議会、町長の所管されているもの

も、議会が背負っているものも、自治事務と

いうことで守備範囲が２倍に拡大したという

のが基本の認識でありますが、町長、この点

についてはいかがでしょう。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） まず最初に、ＴＰＰ

の問題で開国というお話がありましたけれど

も、一つのデータとして、農林金融庁という

のですか、ここの研究員の方が言っておられ

ますけれども、では、果たして日本は鎖国し

ているのかということでありますけれども、

そうではなくて、例えばマスコミで取り上げ

られているのは、米が７７８％関税をかけて

いると、あるいは、でん粉が５６３％関税を

かけている。ただ、こういうところだけとら

えて言うと、非常に日本は鎖国状態にあると

いうような姿が、イメージとして焼きつきま

すけれども、決してそうではなくて、一方の

データとして、２００９年の平均実効関税率

というものを見ますと、全商品で言うと日本

は４.９％、ＥＵで５.３％、韓国は１２.１

％の関税をかけているということでありま

す。そして、農産品で言うと、日本が２１

％、韓国は４８.６％、ＥＵが１３.５％で

す。非農産品で言うと、日本が２.５％、そ

してアメリカが３.３％、そしてＥＵが４.０

％、韓国が６.６％ということですから、決

して日本は鎖国をしているわけではないと、

今でも十分に開いている。それを開国すると

いうことは、多分、具体的に政権面は別とし

て、日本の国を、多分、市場原理の中にずっ

ぽりはめて、かつ国際分業論という論法があ

るそうですけれども、そういった中で自由貿

易を偏重させていくという中で、日本の農業

をその環境の中に入れてしまうということで

すから、極めて危険なことだと、決して鎖国

はしていないという点で、多分、大江議員も

一緒の考え方だと思いますので、そういった

意味で、決して鎖国しているわけではないの
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で、今、開国している、そしてさらに開国す

ると、日本の農業が壊滅的なダメージを受け

ると。何の手だてもせずに開国、開国と言っ

ているには乗っていけないということであり

ます。

それから、二元代表制のお話でありますけ

れども、これは現体制がそのようになってい

るということで、１回目の答弁をさせていた

だきました。思いはそのとおりであります。

二元代表制の中で極めて重要なのは、お互い

それぞれ、例えば私は予算提案権を持ってお

りますし、議会の皆さんは表決に基づく議決

権を持っておられるということでありますの

で、お互いに権限・権能について尊重し合っ

て、そこをしっかりして、こういった場面で

論議していくというのが二元代表制度のいい

ところでもあると思いますし、そういった制

度の本音といいますか、基本的なところだ

と、そんなふうに認識をしております。

○議長（小林 勲君） ７番大江さん。

○７番（大江道男君） あと１０分しかあり

ませんので、はしょって質問したいと思いま

す。

実は、地方分権改革によって、行政も議会

も置かれた環境については、ほとんど理解さ

れていません。多分、審議会も一切議論され

ていないというふうに私は推測をいたしま

す。会議録を見た限りにおいて、一行も一言

もないわけですから。

そこで、これも時間がないので、言葉にし

ないで表にいたしました。政務調査費を知っ

ていただくために、その前段の報酬について

御理解いただくために、今これを町民の中に

持ち込んでお話をさせて、御意見も伺ってい

ます。これは平成９年です、議会についてで

す。分権前だったので、半分は機関委任事

務、機関委任事務を除くと仕事量が見えてき

ます。そのときの議員数は２２名です。平成

１２年に機関委任事務が廃止され、通達行政

もないと。そのことによって、仕事量が倍に

なります。これはモデルですので、美幌町が

というふうに一々調べたわけではないのです

が、理念です。その仕事量は、現在、全く変

わっていません。そして、議員数が１４名で

す。それを、議員一人当たりでいったらどう

なる、平成９年を１とすれば、一人の議員が

持っている量は３倍にふえているのです。定

数は減っていますから、仕事は倍になり。で

は、美幌も予算は減っているだろうと、確か

に減っています。平成９年を全部１００とし

ますと、全会計は約１割強減りました。人件

費も約２割減りました。確かに減っていま

す。議員報酬、これは現在、据え置きにしま

したので、４割減った状態にあったのです。

それを約５割削れというのが町長のお出しに

なった中身だった。

私は、町長についても、仕事量が２倍に

なっているのだから削る必要はないという判

断をいたしましたが、政策的には１５％削ら

れています、平成９年度対比で。だけれど

も、議員は４割既に減っている。それをさら

に５２％まで減らせという状況の中に、私は

二元代表制の、今、議会が仕事が３倍になっ

て責任もふえている。しかし、現在の議員報

酬、据え置きで４割カットされている、総額

で。そのときに、議会側の判断は、一人当た

りの報酬額は、それは切れない。それで、総

体でやっていこうということで、２２名を現

在の１４名にしている。議会費、報酬がそう

いう状況になっている議会の機能をもっと削

れということが背景にあるのだということ

は、こうやってみない限りわからないので

す。私は、昨年２月１日も、こういう趣旨は

申し上げたのですが、だれの耳にも頭にも残

らないのです。それで、あえてこのことを前

提にして、今、議員報酬６１.３３％まで議

会全体としては下げたが、さらにこの中に、

期末手当の中に勤勉手当というのは、それは

選挙民が勤勉であるか怠惰であるかを決め

る、４年に一遍の選挙があるわけだから、自

分たちとしては、これはなじまないから削ろ

うと、これを削った状態でいるのです。その

上で、全国町村議長会が、分権後の地方議会

は、よっぽど頑張らないといけないよという
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ことで、何回か報告書を出されて、最終報

告。この中で議会改革を求めて、このことを

議会側としては一生懸命勉強したのです。そ

の結果、何が必要かと、お酒を飲んでも食べ

てもいいという分野に入っている報酬を削っ

て、美幌町のまちづくりのため、その調査研

究のためにしか使ってはならないという縛り

のある政務調査費をつけた。このことに対し

て予算をつけないというのは、私は現在の議

会が置かれている、しかも、よっぽど頑張ら

ないと、横一線に並んでいる全国の市町村か

ら一歩前に出る、二歩前に出るということ

は、私は町長お一人ではできないと。だか

ら、議会側も切磋琢磨して、非常に厳しいで

すよね。それだけの評価ができるかできない

かというのをガラス張りにして、そして政務

調査費をつけたことに対して、当初予算でつ

けられないというのは、私はいささか納得い

かないという思いでいるのですが、いかがで

しょう。

○議長（小林 勲君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 報酬の話はちょっと

置いておいて、今回、一般質問ということ

で、政務調査費のことだということで、条例

提案をされて可決されたということでありま

すから、議員の皆さんは恐らく町民の皆さん

の中に入って、表決権に対する説明責任を

しっかりやって、理解を得られている、そう

いう努力もされていると、そんなふうに私、

信じたいと思っておりますけれども、今度、

私のほうに、予算編成権は町長の専決事項で

ありますから、予算編成をして、提案権は町

長にあります。そこで、私は、提案するに当

たっては、当然、町民の皆さんに向かって説

明責任があるわけであります。したがって、

説明責任を果たすためにも、みずからが住民

の皆さんの意向がどうなのかを受けとめて判

断して、責任ある判断をしなければいけない

と、そんなふうに考えております。これこ

そ、まさにこの後、特別委員会の報告がある

と思いますけれども、住民主体のまちづくり

の基本ではないかなと、そんなふうに思って

おりますので、ここはやはりないがしろにで

きないことだと、そんなふうに思っておりま

す。

一方、もとより、この判例事例を見ます

と、適法に可決された条例、予算を伴う条例

については、町長が予算措置を行わなければ

いけないという一定の判断があることは十分

承知しております。その上で、条例が制定さ

れたから、町長は自動的に予算を計上しなけ

ればいけないかということで、予算を計上す

ることは、果たして住民の皆さんに説明責任

を私は果たしていると、そういうふうには思

えません。

条例可決後に多くの町民の皆さんと会う機

会があり、この話が話題になります。極めて

厳しい意見が圧倒的に多いという状況であり

ます。むしろ、批判的な声を私は多く聞いて

いるところでございます。４年間、私たちは

任期を与えられておりますけれども、すべて

が白紙委任されたわけではないと思っており

ます。重要なところどころでは、やはり町民

の皆さんの声を聞かなければいけないと、そ

んなふうに思っておりますし、また、この施

行日が５月１日というところの説明も、私も

反問権がありますので、大江議員にこの場で

しっかりとお聞きしたいし、なぜ５月１日な

のか、現議員さんがおられて、４月３０日ま

で任期があるのに、なぜ次の体制に支給をす

ることを任せたのか、その辺もわかっていた

だきたいと、教えていただきたいと。私は、

今、住民の皆さんの声を聞いて、議会が適法

の中で条例制定された、先ほど二元代表権の

ところでも言いましたけれども、お互いの権

能を尊重しなければいけないところとの、極

めて崖っぷちのところの判断をしなければい

けないと思っておりますので、予算化するか

どうかは、これはまた適切な時期にしっかり

と判断していきたいと、そんなふうに思って

おります。

○議長（小林 勲君） ７番大江さん。

○７番（大江道男君） 反問権の場合に、闊

達にやるべきだというふうに思いますので、
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議長においては、ぜひ反問権が終了するまで

の間の時間を延長していただければと思いま

す。時間外は、労働者の場合１.２５倍とい

うこともありますので。

それで、なぜ平成２３年５月１日かという

ことについては、私どもの任期は４月３０日

までなので、新しいスタートに当たって、１

７期のスタートに当たって効力が発するよう

に５月１日にしたというのが中身であって、

残任期の新年度、平成２３年４月１日施行と

しなかったのは、それだけの話です。それ

と、報酬に対して批判があるというのは、

私、十分わかっていますので、それがどうい

う状況にあるのかということを、多くの町民

の皆さんに報酬と仕事との関係について、こ

のことを全く除外すると、何をやっているの

だということになってしまうので、あえて見

えるようにした。議会も行政も、実は仕事量

も責任も倍になっているのだよと、そういう

意味で、私は前提、家でいえば、家の基礎は

どうなっているということをはっきりさせた

上で、責任を行使するにふさわしい予算上の

措置がいるだろうと。全国町村議長会も、そ

ういう意味で、政務調査費については後ろ向

きにならないで、ただし、縛りがありますか

ら、どの予算でもそうです、目的外に使った

ら、そんなことは許されないというのはわ

かっていますが、飲んだり食べたり遊んだり

することは一切許されないと。美幌町政の振

興のためにしか使えない予算を計上した。そ

のことについては、私は一点の曇りもない

と。これは、今までもそうですし、これから

もそういう形で説明していきたいというふう

に思っております。

○議長（小林 勲君） 今、大江さんの場合

は反問ということで、議長が許しました。

以上で、７番大江道男さんの一般質問を終

わります。

これで、一般質問を終わります。

─────────────────────

◎延会の議決

○議長（小林 勲君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小林 勲君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本日はこれで延会することに

決定しました。

─────────────────────

◎延会宣告

○議長（小林 勲君） 本日は、これで延会

いたします。

午後 ５時１４分 延会
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